
中央果実協会調査資料 No. 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度果樹産地生産構造動向分析調査（その２） 

果樹農業研究会報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年２月 

 

 

 

 

公益財団法人 中央果実協会 

 

  



1 

 

はしがき 
 

果実を取り巻く状況は、TPPの大筋合意など輸出入をめぐる環境が大きく変化していま

す。世界の生鮮果実の需要状況を FAO統計のデータを元に俯瞰すると、2013年の世界の全

果実の生産量（イチゴを含む）は 6億 7千 7百万トンとなり、2000年と比べると 43%増加し

ています。生産量が最も大きい果実はバナナ（全果実に対するシェア 16%）であり、次いで

りんご（12%）、ブドウ及びオレンジ（それぞれ 11%）の順となっています。我が国の果実

生産量の上位を占める 6品目（みかん、りんご、なし、かき、ぶどう、もも）及びおうとう

を含む 11品目について、これらの果実の貿易状況を輸入量･単価でみると、生産量に対して

貿易量（輸入量）の大きいグレープフルーツを除くといずれの果実もこの期間中の貿易量の

伸びは 1.5倍以上となるとともに、単価についても 1.6倍から 1.9倍となっており、世界の

生鮮果実のマーケットは著しく成長しています。これからの果樹産業の成長のためにはこの

ような世界の動向を視野に入れた取組が必要となると考えます。 

 

一方、果樹農業の視点からみると、輸出に取り組む基本は、農家経営の安定なり所得拡大

のためです。国内の果実需要が堅調な中ですが、果樹農家が大規模化を進め地域の果樹産地

を維持発展させるためには、国内消費だけではパイが限られることから、成長する海外での

需要を取り込み、更なる所得向上を図る輸出への取組が求められます。 

 

このような中で当協会が事務局となって平成 19年 2月にとりまとめた「果実輸出戦略検

討委員会報告書」の公表以降、日本産果実マークの制定、農林水産物・食品の国別・品目別

輸出戦略の公表（平成２５年）など、農林水産省を中心とする輸出促進対策が充実され、平

成 27年には農林水産物･食品の輸出額が 7000億円を超えるまでになっており、2020年まで

に 1兆円の輸出を行うという政策目標が前倒しで達成される勢いです。 

しかし、輸出の中身を見ると、輸出の際に鮮度保持などの問題が少ない加工食品や、冷凍

輸送できる水産物などが多くを占めており、果実の輸出については、数量で３万２千トン、

金額で 124億 8,200万円、その内生鮮が 90％弱、樹種別にみるとりんごが 74.2％を占める

など、非常に偏りがあるのが現状です。 

 

これらの是正を図り、更に輸出を促進するためには、戦略検討委員会報告書に沿って現在

検討･実施されている対策を整理する必要があり、3回にわたり関係者からのヒアリングを

行い、その議事録として本報告書を取りまとめました。本調査の実施に当たっては、農林水

産省生産局園芸作物課のご指導ご協力を頂きました。また、委員等関係者の皆様に熱心にご

討議を頂いたことに篤くお礼申し上げる次第です。 

 

本報告書が、地域の果樹経営者をはじめ果樹関係者に広く利用して頂ければ幸いです。 

 

平成２８年２月  

公益財団法人  中央果実協会  

理事長  弦間  洋  
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「果樹産地生産構造動向分析等調査」事業に係る「果樹農業研究会」開催要領 

 

 平成２７年８月１１日 

公益財団法人 中央果実協会 

１ 趣旨 

 新たな果樹農業振興基本方針等に基づき、今後、都道府県の果樹農業振興計画や果樹産地

構造改革計画の策定・見直しが図られ、これらを踏まえて、果樹経営支援対策事業等の果実

等生産出荷安定対策事業が実施されることになる。これらの計画の見直し･策定に当たって

は、生産･流通･消費動向など国内外の果樹を取り巻く情勢を的確に捉えた検討を行う必要が

ある。 

このため、当協会では、「果樹産地生産構造動向分析等調査」事業を実施し、構造改革に

取り組む果樹産地では当該地域の特徴を明確にして産地として発展していく条件について

調査分析するとともに、国内外の市場を見据えた今後の果樹経営のあり方と必要な対応の検

討を行うため、学識経験者等の参加を得て、国･民間が行っている果樹に関する輸出入につ

いての現状や課題、今後の対応策の方向等について議論を行う果樹農業研究会（以下、「研

究会」という。）を開催する。 

 

２ 研究・検討事項 

（１）情報提供と意見交換 

 「果実に関する輸出入の現状と課題」、「キウィフルーツの導入と輸出マーケット戦略」、

「果実輸出振興に向けた政策的取組（植物検疫、輸出セミナー）」などのテーマで、関係者

から、情報提供いただく。 

 それらを議論の材料とし研究会参加者との質疑応答、意見交換等を行うことによって、課

題や今後の対応方向等を明確化する検討を行う。 

 

３ 研究会の構成、運営 

（１）研究会は、別紙に掲げる委員をもって構成する。 

（２）研究会委員の任期は、平成２８年３月までとする。 

（３）研究会に、オブザーバーとして、農林水産省生産局園芸作物課が参加する。 

（４）座長は、委員の互選により選任され、研究会の議事を運営する。 

（５）（公財）中央果実協会が研究会の事務局を担当する。 

 

４ 「大規模果樹経営実態調査」事業に係る「果樹農業研究会」研究会委員 

                          （順不同 敬称略） 

駒村 研三   一般社団法人日本果樹種苗協会専務理事 

鈴木 忠    日本園芸農業協同組合連合会専務理事 

徳田 博美   三重大学大学院生物資源学研究科教授 

長谷川 啓哉  農研機構東北農研主任研究員 
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果樹農業研究会の概要 
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第 1回果樹農業研究会 

果実に関する輸出入の現状と課題について 

 

１．第一回研究会 

①日 時：１０月９日（金）午後１時３０分～１７時 

 ②出席者：駒村委員、鈴木委員、徳田委員、長谷川委員、農林水産省園芸作物課担当官 

ほか 

③駒村委員が座長に選任され、果樹農業研究会の運営スケジュールが承認された。 

④講話者：農林水産省食料産業局輸出促進課 海外輸入規制対策専門官 加藤 靖之氏 

     農林水産省生産局園芸作物課 課長補佐（輸出促進班） 反町 俊哉氏 

     日本園芸農業協同組合連合会 参事 鈴木 秀明氏 

 

２．講話等の概要 

（１）農林水産物･食品の輸出に係る取組 

加藤氏には、①農林水産物・食品の輸出実績、②輸出促進の推進体制、取組概要、③ 

輸出促進関連の平成 28年度予算概算要求の概要等、多岐にわたる講話をいただいた後、

輸出振興の担い手等について質疑応答が行われました。講演の要旨は次の通りです。 

農林水産物・食品の輸出は平成 26 年は 6117 億円に達し、平成 27 年に入ってからも

対前年同期比 24.8%増となっています。輸出先を地域別に見るとアジアが 72%、北米が

17%で、国別では 1 位が香港、2 位が米国、3 位が台湾、4 位が中国、5 位が韓国となっ

ている。品目別に見ると輸出の際に鮮度保持など問題が少ない加工食品や、冷凍で輸出

できる水産物などが多く、野菜･果実は 243 億円となっています。グローバルな「食市

場」を獲得するため、日本の食文化の普及に取り組みつつ、日本の食産業の海外展開と

農林水産物･食品の輸出促進を一体的に展開する FBI 戦略（①日本食材の活用推進の

Made FROM Japan、②食文化・食産業の海外展開の Made BY Japan、③農林水産物･食品

の輸出の Made IN Japan）を一体的に推進しています。 

平成１７年に農林水産物等輸出促進全国協議会を設立し、輸出拡大目標の確認、輸出戦

略の策定を行っており、平成 25年 8月には細かく品目別に目標金額などを定めた国別･

品目別輸出戦略を立てました。この品目別輸出戦略の取組の検証等を行うため、平成 26

年 6月に輸出戦略実行委員会を設置しており、青果物については、りんごなど品目別の

分科会も開催しています。また、飛行場の近辺で市場を形成し活用する、植物検疫や輸

入規制に取組む、というような品目横断的なテーマについても卸売市場部会、物流部会、

輸出環境課題部会などを設けて議論・整理し、公表しています。 

輸出関係のソフト事業全体で５４億円を概算要求しており、また、関連予算として水産

加工施設の整備、HACCP認定体制への支援、強い農業作り交付金による青果物･食肉関連

施設整備なども要求しています。 
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（２）果実の輸出状況、当面取り組むべき輸出環境課題について 

反町氏には、①果実の輸出状況、②青果物の輸出拡大方針・品目別輸出戦略、③当面 

取り組むべき輸出環境課題等、多岐にわたる講話をいただいた後、世界の輸出市場の動

向や相手国の国内流通の状況を押さえる必要性など幅広い論点について活発な質疑応

答が行われました。講演の要旨は次の通りです。 

 

平成 26年の果実の輸出実績は数量で 3万 2千トン、金額で 124億 8千万あまりで、

今年についても 8月までの累計で、数量で対前年比 157%、金額で 148％となっています。

品目別に見ると、りんごは昨年と同様の伸びが見込まれ、なし・かきは横ばい、もも・

ぶどうは鮮度保持が課題であるものの大きく伸び、うんしゅうみかんは国内からの供給

確保問題が解決できればまだまだ伸びると期待されています。 

青果物の輸出拡大方針にあげている今年の課題として、様々な品目を年間を通じて絶

え間なく販売し、日本ブランドを維持していく「多品目常時供給体制の構築」があげら

れており、5月 28日に設立された輸出団体（日本青果物輸出促進協議会）が来年から本

格的な事業を進めることとなっています。海外に展開している大手スーパーは「積極的

に日本産品を扱う」という方向を示しているので、産地間連携をより進めることが可能

だと思います。また、代金決済、クレーム処理、各種規制、契約上のトラブルなどを今

回設立された輸出団体などを通じ、連携しながら対応していくこととしてはどうかと思

います。 

検疫制限等に関する戦略的な働きかけとしては、ベトナム向けりんごの輸出解禁、タ

イ向けのカンキツについての指定園地の拡大、米国向けのかきについての輸出解禁要請

などを行うとともに、鮮度保持・長期保存技術や包装材の開発などに取り組んでいくこ

ととしています。 

 

（３）日本産果実に関する輸出の現状と課題について 

鈴木氏には、①日園連が取り組んできた生鮮果実の輸出事業、②他国の生鮮果実の輸

出事業成功事例、③日本産生鮮果実の輸出拡大に向けた課題と期待される政策等、多岐

にわたる講話をいただいた後、活発な質疑応答が行われました。講演の要旨は次の通り

です。 

 

日園連は昭和 23年から北米向け（現在はカナダ向けのみ）みかん輸出、昭和 57年か

らのアメリカ向けなし輸出を二本柱に、平成に入ってからは台湾、香港等を含め保険で

リスクヘッジを行いながら果実の輸出を行ってきました。 

世界各国における生鮮果実の成功事例の共通点は一元輸出と一物一価の実現です。ニ

ュージーランドのキウィは、政府管轄の公社であるニュージーランド･キウィフルーツ･

マーケティングボードが、なしとりんごはアップル・アンド・ペア・ボードが一元的に

輸出したことから、生産者は安心して輸出できました。北米のオウトウについては、日

本への輸入解禁対象州と解禁日を限定したため、生産者組合は日本への輸出商社に対
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し、同じ単価をオファーすることができました。 

今後の輸出拡大に向けての大きな課題は、相手先により基準等が異なる植物防疫と残

留農薬関係です。加えて、輸入通関制度が不透明なこと、為替リスクや代金回収リスク

が存在することも問題です。このため、多くの生産者は輸出にメリットを感じていない

かもしれません。というのも、国内出荷の場合はリスクを市場、仲買が処理してくれる

からです。 

輸出を拡大するためには、生産量の維持・拡大が必要です。若干過剰供給ぐらいの状

態の方が輸出に取組みやすいとも言えます。いずれにせよ、日本の生産者のための輸出

だという基本姿勢を外してはなりません。 
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第２回果樹農業研究会 

輸出マーケット戦略と民間企業活動について 

 

１．第２回研究会 

①日 時：１２月１８日（金）午後１時３０分～５時 

 ②出席者：駒村委員、徳田委員、長谷川委員、農林水産省園芸作物課担当官 ほか 

③講話者：ゼスプリ･インターナショナル･ジャパン 営業統括部長 佐藤真史氏 

共栄大学 国際経営学部 准教授 中村哲也氏 

日本貿易振興会農林水産･食品部農林産品支援課 課長補佐 吉村優美子氏 

  

２．講話等の概要 

（１）キウィフルーツの果実輸出戦略について 

  佐藤氏には、①ブランド確立など競争優位性の確保についての取組、②顧客ニーズの把

握など輸出市場の開拓についての取組、③財源確保のための取組 等について等、多岐に

わたる講話をいただいた後、ゼスプリの販売戦略について活発な質疑応答が行われました。

講演の要旨は次の通りです。 

 

  我々は商品としてキウイフルーツしか扱っておりません。商品は、緑色と黄色のキウイ

フルーツだけという状況です。ニュージーランドの生産者は 2,700 名ほどで、彼らが我々

の株主です。 

  ニュージーランド以外でもキウイフルーツを栽培しています。その生産者は日本ですと、

愛媛、佐賀、宮崎。チリ、ヨーロッパ、イタリア、韓国、フランス、そういったところで

つくっている生産者が延べ 1,400 名ほどいます。これが生産の母体になっています。我々

の国産での状況を申しあげると、つくり始めたのは 1997 年ぐらいで、2000 年から販売

を初めています。 

  ものが売れるための仕組みをつくる、これがマーケティングの理論で基本の 4P という

のが必ず出てきます。Product、Price、Place、Promotion ですので、それを青果業界に

当てはめたものにしていこうというのが我々の考え方です。我々の製品戦略につきまして

は、やはりおいしいものを出していく。それから、安全性の追求というのが非常に重要で

ある。それ以外の販売戦略で行きますと安定供給。これを私どもは実は非常に重要視して

います。要は、天候リスクなど、いろんなリスクがある中でほぼ常に供給できる体制をと

っています。 

プロダクトのところでいきますと、いろいろなものを開発中です。手でむけるものだっ

たり、中がピンク色だったり、いろんな商品を今も開発中で、2017 年ぐらいからまた新

しいものも出していきたい。もちろん、育種権をとっていますので、日本でつくって、輸

出というのも視野に入れながら、商品開発を行っている。製品上のイノベーションとしま

しては、品種改良、安全性や、保管、輸送です。 
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Place のところですね。流通関係。卸売業者対策、量販店、この２つが非常に大きかっ

たので、かれこれ 20 年ぐらい行ってきた。キウイに対して働いている方と、会社さんと

両方のメリットを出さないと、なかなかお取り扱いいただけない。会社には利益が出るよ

うな仕組みであったり、担当者にはキウイフルーツをわかってもらえるような仕組みを投

入して、今までに至っています。 

価格のところに関しましては、消費者の方に御満足いただける、ちょっと高いなと思わ

れないところで、消費者の方にも、流通の皆さんにもメリットがあるような価格政策を常

に考えながら調整をしているというところがあります。 

2015 年は PR 関係、マスコミュニケーション、店頭でのプロモーションも含め、Push

と Pull の戦略の中で、これをどう組み合わせていくかというところが一番重要かなと思

いながらやっています。 

基本戦略は、果実全般が盛り上がるようなことをキウイでできないかということを考え

ながらやっています。店頭でのサンプリング関係は年間を通じ全部で１万店舗ぐらい行っ

て、年間では 500 万人にキウイフルーツのハーフカットを配っている状況です。生産者の

お金を使ってプロモーションをやっています。 

 

（２）農産物輸出をめぐるバリューチェーン構築の可能性について 

中村氏には、①我が国の生鮮果実の海外市場での評価、②果実加工品の海外市場での評

価、③輸出市場の開拓にあたっての留意すべき事項等、多岐にわたる講話をいただいた後、

我が国の生鮮果実・果実加工品の海外販路拡大に関する分析など幅広い論点について活発

な質疑応答が行われました。講演の要旨は次の通りです。 

 

海外の 35 カ国ぐらいを歩いて、実際に現地の消費者の方に調査を依頼し、その結果を

もとに、農産物をめぐるバリューチェーン構築の可能性を研究しました。 

日本産は非常においしさだとか、安全性だとか、信頼性とかの評価が高いので、中国産

とかアメリカ産より高くてもり富裕層が購入するという現状はあります。実際に現地の人

がどちらかを買うかをみると、価格差の関係でどうしても日本産よりアメリカ産を買って

しまう。業者の方ですと、安いアメリカ産を買うということです。 

普及を図るには、価格差を克服して一旦日本企業とか飲食店に日本産というものを浸透

させた後に、一般的な消費者にも買ってもらえる戦略もいいのではないかと思いました。

香港に行くと、日本神話が通用する。ヨーロッパに行くと、こんなにきれいなリンゴは要

らない。ヨーロッパの人はみんなおいしいとその場で言うのですけれども、裏に帰ると、

こんなに高いもの誰が買うと悪口を言っている。 

ノルウェーとかスウェーデンほぼ完全な輸入国であるにもかかわらず、リンゴの供給量

を調べてみますと、非常に供給量が高かった。フィンランドのヘルシンキのワインと果物

の展示会で、大玉の価格を提示すると一体どれを買うだろうかという調査をしてみました。

現地の価格というのは国内市場の価格の大体２倍を想定しているので、ときは 13 ユーロ

ぐらいで、世界一は大体 11 ユーロぐらいで売るという想定で試してみました。フィンラ
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ンドの金持ち層の人が実際に見ながら、これいいなと言って見ているのはみんなときばか

りでした。また、こちらでも 75 ミリ玉というのは絶対条件だと思いました。 

現在問題になってきているのは、店内で産地間競争が起こってしまっていることです。

シンガポールのスコッツ伊勢丹の店長さんが、産地間競争が起こってしまっていると言っ

ていました。 

輸出先国に売れるものを売って、リサーチしながら売るというのは、本当に韓国人は上

手だなと思いました。韓国のものより日本のほうが品質は明らかにいいのに韓国が売れる

というのはここなのかと。本当に輸出先国の要望に応えた農産物の輸出が成功の鍵になっ

てくると思います。 

 

（３）農林水産物・食品の輸出にどう取り組むージェトロの支援内容―について 

吉村氏には、①セミナー開催など海外市場情報提供についての取組、②見本市でのブー

スの設置、海外拠点を活用した輸出販路の構築支援の取組、③貿易実務オンライン講座な

どキャパシティビルディングの取組等、多岐にわたる講話をいただいた後、活発な質疑応

答が行われました。講演の要旨は次の通りです。 

 

ジェトロは国の政策を実行する機関という役割を担っています。大きな農林水産物等輸

出促進全国協議会のもとに、農林水産省様が司令塔となり輸出戦略実行委員会というのが

あります。その中に、青果物においては今年７月に日本青果物輸出促進協議会が立ち上が

っています。そういった、国のほうで土台をつくっていただき、それを活用する形でジェ

トロが農林水産省から補助金をいただく形で日本の事業者が輸出するときの実際の商流

構築のお手伝いをしております。全て海外市場での商流づくりのお手伝いということで、

大きく４つ柱を分けて考えています。 

１つ目は、海外に輸出される際に、まず、敵を知るということで、海外に関する情報と

スキルの支援をしています。 

２つ目に、商流構築支援ということで、商談機会の御提供。 

３つ目に、海外のプロ向けの情報発信、セミナーですね。 

最後に、個別の企業支援と地域単位での御支援という形です。 

海外コーディネーターという食品流通の専門家の方に現地において、現地の生きたマー

ケティング情報を日々収集をしています。海外コーディネーターへの相談は無料になって

いまして、メールなどで、例えばリンゴの値段は日本産が幾らで韓国産は幾らですかとか、

どんなときにリンゴはよく売れるのですかとか、リンゴを輸入しているインポーターさん

とはどんな人で、どういう商流になっているのですかと、そういう現地ならではの生きた

情報を集めて提供しています。 

また、農林水産情報研究会という会員制度を設け、調査内容はウエブサイトで全て公表

していますが、そこからさらに深掘りした形の情報ということで、会員限定で情報発信を

しています。 

各地域から先行事例として、各都道府県に１品目何か輸出を成功させて、その取り組み
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方法をほかの品目に広げていきましょうという、一県一支援プログラムというものがあり

ます。青果物ですと、栃木県のイチゴ、茨城県のメロン、山梨県のブドウとか、大分県の

シイタケについて、青果物の支援を行っています。 
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第３回果樹農業研究会について 

果実マーケット創造と植物検疫等の改善状況について 

 

１．第 3 回研究会 

 ①日時：平成 28 年１月 15 日（金）午後１時３０分～５時 

 ②出席者：駒村委員、徳田委員、長谷川委員、鈴木委員、農林水産省園芸作物課担当官 

ほか 

③講話者：ヤマノ アンド アソシエイツ 代表取締役 武田寿郎氏 

農林水産省消費･安全局植物防疫課 国際検疫調整官 横地 洋氏 

  

２．講話等の概要 

（１）グレープフルーツ･マーケット開拓の取組について 

  武田氏には、①アメリカの農産物輸出に対する支援策、②フロリダ州政府柑橘局の日本

代表事務所としての取組、③日本の果実輸出に当たっての留意事項 等について等、多岐

にわたる講話をいただいた後、輸出振興策について活発な質疑応答が行われました。講演

の要旨は次の通りです。 

（アメリカの農産物輸出に対する支援策） 

  アメリカは、農産物の海外輸出に、国を挙げて支援しています。2009 年、アメリカの

農産物の輸出金額は、10 兆円で、米国農務省の中の FAS、海外農務局が、2018 年までに

農産物の輸出をさらに１兆円増やそうというのを目標として、Market Access Program、

海外に農産物を輸出するための振興プログラム、及び Foreign Market Development 

Program、新規市場を開拓していくプログラムを持って、各品目の海外に向けた輸出促進

をサポートしています。農務省の予算として、2001 年から 2008 年の間に 3,000 億円増

えており、6,000 億円の予算が、アメリカの農産物の輸出に対するサポート、協賛金とし

て支出されています。品目ごとに農産物の貿易振興機関が 50 以上あって、内約 35 団体

が日本に事務所を置き、日本における販売促進活動を行っています。 

（フロリダ州政府柑橘局の日本代表事務所としての取組） 

  フロリダ州政府柑橘局の日本事務所は、消費者がみずからグレープフルーツを買いたい

という形に、いかに持っていくかをテーマに、販売促進をしています。著名なモデル、あ

るいは女優などが食べている好きなフルーツというところで、消費者も、私もそうなりた

い、買おうという形にしていくのが１つ、また、売ってもらうスーパーのバイヤーのモチ

ベーションをどう上げていくかに重点をおいて取り組んでいます。フロリダ州政府柑橘局

は売り買いには一切かかわらずに、毎年、予算を配分し、そのお金を国内のオレンジある

いはグレープフルーツ振興、海外販売促進に充てています。フロリダ州政府柑橘局の活動

を進めていく上で、大変重要な部分はロゴで、それぞれの品目、あるいは生産団体が、名

前とロゴ「THERE’S AMAZING INSIDE」をつけ、それが商品の顔になっています。 

（日本の果実輸出に当たっての留意事項） 
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  アメリカの農産物の日本市場における販売促進活動の経験から、日本の果実を海外に輸

出するに当たって、どういったポイントが重要なのかということを重要なものから説明し

ます。 

 ①品質基準の設定です。品質というものがあって、初めて商売として成り立つわけです。 

 ②品共通ロゴ、ブランドなど統一デザインです。一つ一つのメッセージもつけ、そこに１

つの図柄もつけた、統一のデザインとして、それがこの品目、この果物の顔をつける部分

です。 

 ③商売ですので輸出窓口の一本化が必要だと思います。 

 ④販売促進活動計画、予算確保です。販売促進をしていくための販促金は単に生産者の団

体、あるいは生産者だけの賦課金だけでは足りない。窓口の団体がこういった販売計画で、

これだけを目標としよう。そのためには、販促金として、これだけの予算を準備しようと

いった形で、全体が動いていくことになってくると思います。 

 ⑤鮮度の確保、旬の教育です。いかに新鮮で、おいしい果物をお客様に届けるかという部

分で、海外の地元の企業とどういった取組ができるのか。旬のよさだから、今しか食べら

れない、だから、これだけの品質で、これだけ値段がするという教育も必要であると思い

ます。 

 ⑥販売をしていく上においては、輸出対象国の流通関係者とのパートナーシップがあって、

初めて成り立つわけですので、販売、流通経路をつくり、そこのサポーターとして、パー

トナーをどうつくっていくかが、重要になってくると考えています。 

（病気にならない健康な生活作りの時代へ） 

  病気になって、薬や手術で治す時代から、実際に病気にならない、予防する時代に来て

いる。自然治癒力をいかに高めるか、そのため何を食べるかということが必要であって、

野菜と果物は、まさに治す力を強めるすばらしい食品であることをお話します。 

『FIT FOR LIFE』は 1980 年代にダイアモンド夫妻が書いた本です。これはバランス

のとれた食生活を言われていた時代に、果物、野菜を積極的にとりましょうと書いた本で、

食事を野菜、果物中心に変えることができるならば、医療費は７割から８割削減できると、

私は信じていると言っています。 

『CHINA STUDY』は、キャンベル博士が、中国でいろいろな食生活をすることによ

って、どういった病気になるかを調査した本で、日本語訳は『葬られた「第二のマクガバ

ン報告」』という題名で、３部作で出版されています。野菜、果物中心の食生活によって、

体がよくなるだけではなく、病気も治っていくという実例を様々に挙げています。 

『Forks Over Knives』という映画があり、ヘラルドが日本語版も出しています。アメ

リカで、心筋梗塞、脳梗塞、糖尿病の方が、野菜、果物中心の食生活に変えたことで、い

かに健康になっていくかを、ドキュメントで示している映画です。 

CNN ではクリントン元大統領を取り上げました。彼は心臓がぼろぼろで、食生活を変

えていかなかったら、あなたの余命はないと言われて、完全に野菜、果物中心の食生活に

変えて、体重が 20 キロぐらいやせて、今は極めて健康な状態になっていることを紹介し

ています。 
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『パワー・フルーツガイドブック 医者も教えてくれなかった実はすごいフルーツの力』

は宇山恵子という医療ジャーナリストが、世界の医療データから、果物が健康にこれだけ

いいという実証を論文として発表されたものを日本語に訳しています。 

 

（３）植物検疫について～特に輸出の促進に向けて～ 

横地氏には、①植物検疫協議で問題となる事項、②輸出に向けてこういう点で取り組ん

でいただきたい、③産地と一緒になってこういう点で頑張っていきたい等、多岐にわたる

講話をいただいた後、植物検疫協議についての具体的事例など幅広い論点について活発な

質疑応答が行われました。講演の要旨は次の通りです。 

 

（植物検疫協議で問題となる事項） 

検疫協議というのは、相手国に病害虫が行かないようにする、あるいは相手国から病害

虫が入ってこないようにすることで、世界各国、同じように取り組んでおり、WTO 協定

の枠組みの中で、各国が植物検疫の関係の協定を結び、科学的に合理的な措置以上のもの

を相手国に求めてはいけないという国際的な共通認識のもと、どういった病気、害虫を対

象に、どういった検疫措置を求めるのかという協議を進めています。国別・品目別の輸出

戦略の中で、ターゲットを絞って、検疫協議を進めています。 

去年は、ベトナム向けのリンゴが解禁に、アメリカ向けの温州ミカンについては、検疫

条件が大幅に緩和され、豪州向けのブトウ、温州ミカン、タイ向けの柑橘、中国向けの精

米などが輸出解禁されています。また、解禁に向けて、アメリカ向けの柿、タイ向けの柑

橘などを進めています。この他、豪州向けに桃、ネクタリン、台湾向けのトマト、中国向

けのブドウ、こういったものも検疫協議を進めているところです。 

（輸出に向けて取り組んでいただきたい事項） 

  輸出の場合、仮に輸出検疫協議をクリアできても、食品安全上の条件などがクリアされ

ないと、現実には輸出につながらない。具体的には、残留農薬基準、放射性物質の関係の

基準などが挙げられます。例えばアメリカに、柑橘を輸出しようとしたところ、残留農薬

基準でなかなか難しい。 

また、例えば台湾向けにリンゴなどを出す場合、モモシンクイガがついていると、これ

はアウトになってしまう。台湾側の輸入検査のときに、２回発見されたら、日本全国から

の輸出がとまってしまうので、病害虫の管理もしっかりやらなければいけない。産地段階

での防除暦での防除、選果などのしっかりとした産地の取組などを進めていかなければな

らないし、また、それを実際に担っている方々のスキルアップを図っていく必要があると

考えています。 

（産地と一緒になって頑張っていきたい事項） 

まずはマーケティングをして、相手国でどういうものが売れるかをきちんと見定めた上

で、輸出戦略にのせ、我々は、国境を開けるために頑張っていきます。今、さまざまな支

援を行っていて、例えばさまざまな国の検疫条件はどうなっているか情報提供をしていま

す。 
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また、集荷地まで植物防疫官を派遣して検査をしていくこと（26 年度は 8,000 件程度）

も、やっていますし、外国から来たお客様に、手土産あるいは自分へのお土産の形で、農

産物を持って帰っていただくような仕組みづくりのお手伝いもしています。 

この他、検疫措置をしっかりと講じた上で、外国に出していきたいという産地の方々に

対しても、予算措置を講じています。こういった取組を通じて、輸出促進に努めていきた

いと考えています。 
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第 1 回果樹農業研究会議事録 

 

１．座長選任 

  委員紹介の後、互選により、駒村 日本果樹種苗協会専務理事が議長に選任された。 

 

２．平成 26年度の果樹農業研究会の運営方法・スケジュール 

  事務局から運営方法･スケジュールの提案があり、検討の結果、①本年度の検討会は「果

実輸出戦略検討委員会報告書」のフォローアップを行うこと、②次のスケジュールとする

こと、が承認された。 

 

  第 2回果樹農業研究会 平成 27年 12月 18日（金） 

    テーマ ニュージーランド民間企業の取組、海外販路拡大に関する分析 

    講話者 ゼスプリ･インターナショナル･ジャパン社  

        共栄大学 国際経済学部  中村 准教授 

           

  第 3回果樹農業研究会 平成 28年１月 15日(金) 

    テーマ フロリダ州柑橘局の取組、検疫の改善状況、輸出総合サポートの取組 

    講話者 ヤマノ アンド アソシエイツ 武田 社長 

農林水産省消費･安全局植物防疫課 担当官 

        日本貿易振興会農林水産・食品部 中島 農林産品支援課長 

 

    報告書のとりまとめ   

   講師からの報告の概要を平成 27年 2月にとりまとめ中央果実協会調査資料として発

行することが了承された。また、本年度については「中間報告」をとりまとめ、中間報

告については来年度の果樹農業研究会での検討の材料とすることが了承された。  

 

３．第 2回「果樹農業研究会」   

  平成 27年 12月 8日（金）13:30から 17:00まで、農林水産振興奨励会 2階 B会議室で、

速記者を入れた会議を開催することが了解された。 
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１．加藤氏報告 

 農林水産物・食品の全体の輸出に係る取り組みについて説明します。 

 

（資料１） 

 最初に、輸出の全体像を説明します。農林水産物・食品の輸出は、２年連続で伸びていて、平成26年

は昭和30年に輸出額の統計をとり始めて以来の最高値となっています。今年に入ってからも、平成27年

１月から７月の輸出で4,136億円と、対前年同期比24.8％と、昨年を上回る伸びを見せています。果実に

ついてもかなり伸びている状況です。 

 

（資料２） 

 品目別に見ると、こちらのようになっています。 

 

（資料３） 

 輸出先国のグラフです。地域別で見ると、アジアが72％、北米が17％となっています。順位としては、

１位が香港、２位が米国、３位が台湾、４位が中国、５位が韓国と、この５カ国が引き続き多い状況で

す。２位には米国が入っていますが、やはり近隣のアジア諸国が多い状況です。 

 右側のグラフで伸び率も示していますが、一旦平成23年で落ち込んでいる国が多く、その後、順調に

回復というよりも、さらに伸びている状況です。 

 

（資料４） 

 輸出額を品目別で見ると、加工食品、水産物が多くなっています。野菜・果実で243億円、４％となっ

ています。輸出の際に鮮度保持など問題が少ない加工食品や、冷凍して持っていける水産物などが多い

状況です。 

 

（資料５） 

 次に、日本食・食品の海外普及の状況を説明します。我が国は、少子高齢化によって人口が減少して

いる状況です。一方、世界を見ると人口が伸びている状況ですので、海外に進出していくことが重要で

す。 

 

（資料６） 

 日本の食文化の普及に取り組みつつ、日本の食産業の海外展開と農林水産物・食品の輸出促進を一体

的に展開し、グローバルな「食市場」を獲得しようとしています。 

 世界の料理界での「日本食材の活用推進」としてMade FROM Japan、日本の「食文化・食産業」の

海外展開としてMade BY Japan、農林水産物・食品の「輸出」であるMade IN Japan、のFBI戦略を一

体的に推進しています。 

「日本食材の活用推進」とは、世界の日本食以外の料理で日本の食材を使ってもらうというもの、例

えばフランス料理などで日本のユズを、中国料理でホタテを使ってもらうなどです。 

 「食文化・食産業」の海外展開はMade BY Japanとして、日本の技術を海外に展開していくものです。
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ビジネス環境の整備や人材育成などです。青果物の輸出で、輸出先国の中でコールドチェーンをしっか

りしていかなければなりませんが、それも日本の食文化・食産業を展開していると、やりやすくなると

いう考えです。 

 「輸出」に関しては、単に輸出だけではなくて、日本食文化が向こうの国で普及していけば、それに

伴って必要な食材の輸出も増えていく。ラーメンを例にすると、最初は向こうの国の食材で作っている

が、それらが素地になって本場物を使うようになるという考えです。 

 

（資料７） 

 世界の状況を見ると、日本の食は注目されています。外国人観光客が訪日前に期待することの１位は

食事です。また、ジェトロが行った日本が調査していることを隠した調査ですが、そこでも期待するこ

との１位が日本料理となっています。推計ですが、日本食レストランの数は現在９万店も海外にありま

す。 

 

（資料８） 

 日本食レストランの数の推移です。こういう統計があるわけではないので、全体を捉えられているか

は不明ですが、2006年に２万4,000店でしたが、2015年の調査では約９万店と、伸びている状況です。

アジア圏でも４万5,000店、北米でも２万5,000店と、かなり大きな数となっています。 

 

（資料９） 

 平成25年12月には、和食がユネスコ無形文化遺産に登録されました。登録決定を機に、再度海外に向

けて日本食文化を発信していく。2013年の和食登録決定、2015年の現在行われているミラノ万博、更に

2020年のオリンピック・パラリンピックをホップ、ステップ、ジャンプとして発信を強化して参ります。 

 

（資料10） 

 現在、ミラノ国際博覧会が開催されています。万博全体のテーマは「地球に食料を、生命にエネルギ

ーを」で、食と農をテーマにした博覧会です。 

農林水産省と経済産業省が幹事省となって日本館を設置しています。日本館は「多様性のうつわ」と

して日本古来の知恵と技を現代の日本の最先端技術を用いて応用し、伝統と革新が共存する木材などを

活用したものとなっています。展示物は、自然と共生する「農林水産業」をベースに、深遠な知恵と技

とが凝縮された日本の「食」と「食文化」が持続可能な未来社会を切り拓くことをアピールしています。 

 レストランでは、日本食を体感できるものを出していて、高級日本食だけではなく、チェーン店の入

るフードコートも設置しています。 

 各地方公共団体などの団体が入れかわり立ちかわりでアピールをしています。 

 

（資料11） 

 水田のような自然と共生する日本の農林水産業を「コウノトリ」をシンボルに紹介するなど、多様性

をPRしています。中の下は、レストラン、フードコートの写真です。 

 これらをもとに、日本食、食文化を発信しています。次に、輸出促進全体の流れを説明します。 
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（資料12） 

 歴史的なことを含め今も続いている流れを説明します。平成17年に農林水産物・食品の輸出を促進す

るため、関係者が一体となった農林水産物等輸出促進全国協議会を設立しました。この中で、輸出拡大

目標の確認、輸出戦略の策定を行っています。 

 

（資料13） 

 地方農政局などが事務局となり、関係省庁の地方支部局、地方公共団体などを構成員とする地域輸出

促進協議会を設置しています。また、都道府県単位の輸出促進協議会も存在している状況です。 

 

（資料14） 

 平成25年８月に、農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略を立てました。それまで１兆円という目

標はありましたが、ここで細かく品目別の額を定めました。 

 

（資料15） 

 各品目、青果物の例ですが、現状を説明し、分析を行い、こういう目標と対応方向でやっていくとい

うことで、重点国などを定めています。 

 

（資料16） 

 品目別輸出戦略に対して、取り組みの検証、取組体制などの議論を行うため、平成26年６月に輸出戦

略実行委員会を設置しました。輸出促進全国協議会があり、その下に輸出戦略実行委員会があります。 

 その中で、全体の会議も行いますが、品目別部会も開催しています。輸出戦略の中の８品目のうち、

加工品については品目が多岐にわたることから、加工品部会としては実施せずに、そのほかの７品目で

部会を開催しています。青果物については、その中にリンゴなど、多くの品目があるので、品目別分科

会も開催しています。 

 昨年度議論を始めて、本年度の輸出拡大方針を立てました。同時に、品目別の輸出に取り組む全国的

な団体を立てて、オールジャパンで取り組もうということで、品目ごとの輸出団体が立ち上がっていま

す。 

 品目横断的なテーマは、テーマ別部会として議論を行っています。卸売市場部会として、市場をどの

ように活用していくか、飛行場近くで市場をつくっていくというような話もこちらで行っています。ま

た、物流部会として、どのように物を運んでいくか、その際の障害をどのように解決していくか等を議

論しています。輸出環境課題部会については、原発事故での輸入規制や植物検疫など、どのような問題

があるかを全体的に整理しています。その中で、加工食品についても添加物、畜肉エキスなどで問題が

あるので、分科会を立てて議論しています。 

 また、地方ブロック意見交換会として、各地域、農政局があるところを中心に、９回意見交換会を開

催し、輸出拡大方針や取り組みについての意見をいただいた。実行委員会ですが、その実行については

この輸出団体が行っており、更にジェトロが支援する形になっています。 
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（資料17） 

 昨年度、今年度の輸出拡大方針として、青果物などは各品目も含めて輸出拡大方針を立てています。 

 

（資料18、19） 

 輸出戦略上の対応方向に対して、細かくどうしていくかについて輸出拡大方針で書かれています。 

 輸出拡大方針に対して、各部会で今年度何をやるか、具体的に計画を立て、更にその進捗状況を品目

別の部会で報告して、検証状況をチェックする。更に平成28年度、来年度の輸出拡大方針をどうするか

を検討するのが、品目部会で行っていることです。 

 また、輸出環境課題部会のところで説明しましたが、植物検疫、原発事故の輸入規制などの問題につ

いても各部会でどのような問題があるかを話し合っています。 

 

（資料20） 

 輸出環境課題部会でまとめた整理表です。輸出環境課題をまとめた輸出環境課題レポートを作成し、

ホームページで公表しています。 

 赤字のところが優先して取り組むべきこと、黒字のところが国だけではなく民間とも一緒にやってい

くことで、重点国、重点品目についておのおの取り組むべきことを整理したものです。終わったものに

ついてはどんどん四角で囲って進捗状況を確認し、更に新しい問題が起きた場合、また、優先して取り

組むべきものが終わった場合、その次に優先して取り組むべきものは何かを整理しています。 

 

（資料21） 

 原発事故による輸入規制の動きですが、まだまだ香港、台湾、中国、韓国など、近隣諸国で輸入規制

がとられている状況です。特に台湾、香港に関して重点的に規制撤廃を申し入れていますが、なかなか

解決していかない状況です。 

 

（資料22） 

 一方で、完全撤廃や、輸入規制を緩和している国がかなり出ています。撤廃した国・地域は15カ国・

地域です。 

 

（資料23） 

 輸出促進に対して、輸出促進、輸出に必要な情報の提供としては、ホームページの作成、農水省及び

農政局で輸出相談窓口を設置して対応しています。ジェトロは国内・海外商談会の開催、海外の食品見

本市などにおけるジャパンパビリオンの出展などさまざまな形で支援しています。 

 

（資料24） 

 各団体も補助事業を使ってPRしています。５月に行った輸出促進のイベントの様子です。ロンドンで、

品目別輸出団体が一堂に会するプロモーション活動として、セミナー・レセプションを実施し、英国ほ

か欧州から参集したバイヤーや外食産業関係者に日本の農林水産業の魅力をPRしました。オールジャパ

ンでの取組として、品目別輸出団体がありますが、さらに横のつながりをつくり、日本全体として日本
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食、食文化をPRしています。 

 このような機会を今後も設けていきたいと考えていますし、品目別輸出団体同士が独自に連携しての

PRも行っています。例えば相性がよさそうな日本酒と「すし」という組み合わせで、米と日本酒、水産

物、この３つを一度にPRすることを行おうとしています。 

 この時にはまだ青果物はなかったので、青果物、林産物の団体は加わっていません。林産物について

も、例えば移動式和室を展示するなど、PRの仕方について、検討しています。 

 

（資料25） 

 ほとんどの事業が今年度もう応募を一旦締め切っていますが、こちらは今、応募できるものです。新

興市場などにおけるマーケティング拠点を設置しており、海外における百貨店など、インストア・ショ

ップとして長期間設置し、加工品や青果物を置いています。 

 

（資料26） 

 設置計画です。香港、アメリカ、イギリスは募集終了していますが、シンガポール、バンコク、マレ

ーシアについては、設置期間が長いため、まだ募集しています。１カ月単位でどんどん商品を入れかえ

ていく形ですので、興味がある方がいれば、応募いただければと思います。 

 販売そのものを目的としてしまうとWTO違反となるので、試験販売という形です。アンケートをとり、

出品された方々にその反応をフィードバックしていくというテスト的なものです。 

 

（資料27） 

 来年度の輸出促進関連の予算について説明します。 

 この10月に組織改編があり、輸出促進グループが輸出促進課となりました。また、農政局も輸出促進

に取り組むことが設置法に書かれて、今後、更に輸出促進について取り組んでいくのが農水省組織改編

の中で決まっています。 

 輸出の拡大など輸出関係全体のソフト事業関係の全体像となります。合わせて54億円で、関連予算と

してハード面の輸出関連の事業も載せています。水産加工施設など、HACCP認定体制への支援や青果

物・食肉関連施設整備として強い農業づくり交付金での支援なども行っています。 

 

（資料28） 

 「輸出戦略実行事業」として、「輸出戦略実行委員会」を行うための予算を要求しています。委員会

の開催、そのための調査の事業ですが、そのほか、規制担当者の招聘費も予算要求しています。輸出環

境課題であげましたが、外国政府の行政官を招聘して、現地確認などを行う際の支援ができるものです。 

 

（資料29） 

 主に輸出促進で事業者の皆様に使っていただける予算です。「輸出に取り組む事業者向け対策事業」

という名称です。 

 中身については、全国で取り組んでいく、オールジャパンで取り組んでいく傾向を強めています。主

要品目に対して、輸出団体が全て立ち上がっていますので、産地間連携し調整して使っていただきたい
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ということで、ジャパンブランドの確立に向けた取組として品目別輸出団体に対して補助金を出す事業

になっています。 

 品目別輸出団体会員は今、募集中です。そちらに入っていただいて、調整しながら輸出に対して取り

組んでもらいたいと考えています。 

 ２番目、産地間連携などによる輸出振興体制の構築を図る取り組みとして、品目別輸出団体によらな

い産地間連携についても支援することとしています。対象は、加工食品に関するもの、地方ブロック規

模において複数の品目を取りまとめる団体などが通年または長期の安定供給体制の構築などを目的とし

て取り組むものです。例えば九州全体で取り組んでいく、関西でまとめて輸出に対して取り組んでいく

ような事業を支援していこうというものです。 

 輸出戦略に対応した産地などの取り組みとして３点挙げています。特に品目別輸出団体でなくとも、

産地連携関係なく応募できます。 

 １つ目が、輸出環境整備を図る取り組みとして、圏域などへの対応や、国際的に通用する認証の取得・

更新などについて支援するものです。規格認証、例えばハラールや、HACCPなどが考えられます。 

 ２番目が、輸出戦略に対応した海外販売促進活動の取り組みで、輸出環境課題があったところで、そ

れが輸出可能になった場合に支援するというものです。タイミングなどが絞られます。 

 最後は、先進的輸送技術による最適輸出モデルの開発・実証を図る取り組みです。青果物の場合、物

流関係で改善すべきところ、課題が多くあると思いますので、最適な輸出モデルの開発・実証を行う取

り組みを実施するものです。これも単純に持っていき販売するために物流技術を使いたいという場合に

は使えません。あくまでも開発・実証を行う取り組みの実施です。実証で物を持っていくことはできま

す。 

 

（資料30） 

 「輸出総合サポートプロジェクト」です。ジェトロへの補助を通じてサポートをするものです。つま

り、ジェトロが行う展示会やセミナーに対し支援するものです。先ほどインストア・ショップの説明も

しましたが、６番目、新興市場などにおけるマーケティング拠点の設置として、予算を要求しています。 

 

（資料31） 

 「食品産業グローバル展開インフラ整備事業」は、海外展開を目指す中小・中堅食品産業事業者など

を事業検討段階から立ち上げまでサポートする体制を支援するものです。 

 

（資料32） 

 「輸出環境整備推進事業」は、政府間交渉に必要な情報・データの収集などをするために、委託を行

うというイメージです。 

 概算要求ということで、まだ決定ではありませんが、現段階で要求しています。 
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２．反町氏報告 

 初めに今の果実の輸出状況について簡単に説明し、その後、27年度に行っている施策について説明し

ます。 

 

（資料１） 

 平成26年の輸出の実績は、数量で３万2千トン、金額で124億8,200万円でした。これは、金額ベースで

一番大きな数字です。なお、数量的には19年の３万5,000トンが最大です。 

 今年については８月までの数字が出ています。８月までの累計で対前年比157％の数量、金額ベースで

148％と非常に多くなっています。 

 

（資料２） 

リンゴの場合は、９月から始まって８月までを年産と呼ぶので、これから新しい27年産の輸出実績が

出てきます。今年も非常に出来が良かったので、昨年と同じようなペースが期待できると思っています。 

 梨です。余り変化がないように見えると思います。これは平成23年の原発事故の関係で、それ以降、

主力の千葉、茨城産が香港、台湾に輸出できなくなった、その影響が大きい。また、梨は満月のように

白くて大きい、そこで縁起物として、中秋節のための贈答用で、鳥取、大分を中心とした輸出が多いの

ですが、８月下旬にならないと出荷できない。すると、中秋節が遅ければ数量もふえる。中秋節が９月

の上旬に早まればほとんど輸出ができない。そういう結果がこの数字に表れています。 

 

（資料３） 

 続いて、桃です。桃はここ数年非常に伸びている品目です。特に、香港で伸びている。他国が、香港、

シンガポールなどに持ってくる桃とかイチゴは、比較的日もちのいい、昔のダナーのような硬いもの、

桃についても非常に硬くて少し小さいものが多い。完熟して食べるような、日本のスタイルと若干違っ

ていることもあり日本産は非常に受けがいい。問題なのは、鮮度保持が課題になっているということで

す。 

 温州ミカンは、カナダを中心に日園連が主力になって輸出している。クリスマス需要が中心なのです

が、それ以降も輸出していこうということで、中晩柑を含めて力を入れています。温州ミカンに対して、

よくオレンジが対抗と言われていますがオレンジはやはり包丁を使う。グレープフルーツも包丁を使う。

更に、今はそうでもないですが、昔は砂糖もつかなくてはいけない。そういう商品と、温州ミカンのよ

うなすぐむける商品は若干違うのではないか。また、米国などで日本の不知火が、自分でむけて美味し

いとのことで、スモウという名前で結構売れている。それもいい値段で売れているとのことです。 

 

（資料４） 

 ブドウも近年伸びてきています。特にシャインマスカットが海外で非常に受けがいい。値段が高くて

も買ってくれる。味もいいし、丸ごと食べられる。将来的にもまだ伸びると言われています。 

 柿はそんなに変化がない。特徴として、タイ向けの輸出が非常に多いです。タイ向けの日本の柿は、

甘いものを好むタイ人の口に非常に合うということで評判がいい。柿でもやわらか目の柿ではなくて、

さくっとした柿が一番売れているそうです。 
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 そんなことで、全体的に伸びる傾向があるということです。 

（資料１の（２））  

国別に見ると、台湾が一番多くて、昨年の実績で２万トン強、79億円の輸出額がありました。 

 続いて香港が5,255トンで、金額が26億円。 

 ３位が中国、４位がカナダ、５位がタイです。 

 台湾については、リンゴの量が非常に多い。 

 香港については、最近リンゴが非常に大きく伸びてきているのですが、何か不思議な傾向だなという

のが産地を含めて多くの方の印象で、どうしてこんなに増えているのだろうか、何か原因があるのでは

ないかとその理由を探しているところです。 

 一説によれば、中国の人が深圳から越境してきて購入している。爆買いというのですか、日本に限ら

ず香港でも爆買いがあって、そういう人たちが日本産を持っていっているという人がいました。トマト

の例ですが、日本産のトマトはスーパーなどに結構置いてあるが、中国の人が休みになると、スーツケ

ースを持ってきて、いろんなものを買っていく中に日本産トマトも買っていく。なぜ買うかといったら、

中国産は残留農薬とか、いろいろ食品の不安がある。だから、香港に行って買い出しをする際に日本産

を買ってきている人たちがいるということを聞きました。 

 そんなことで、台湾、香港、中国も非常に伸びてきているというのが国別の状況です。 

 

（資料２の①） 

 続きまして、リンゴについて、輸出先国別に見ていきます。 

 台湾が１位で、２位、香港、３位、中国、４位、タイ。こんな順番になっています。最近、増えてい

るのは、シンガポールです。 

  

 台湾に関して言えば、大きく増えているのですが、実は増え始めたのは2002年に台湾がWTO加盟して

からの話で、そんなに昔からではない。それと、残留農薬規制で向こうがポジティブリストを採用して

から大変な時期があったようですが、そういうことをくぐり抜けて、現在に至っているので、ほかの品

目なども、リンゴがどうやって台湾で伸びてきたかというのは参考になるのかと思います。 

 リンゴの輸出が多い理由です。大体国内生産が80万トンぐらいですが、現在、２万4,000トン、多くて

３万トンぐらい輸出している。大体４％から、多い時で５％ぐらい。需給調整という意味もあるのかと

思います。もし、青森がリンゴを輸出していなければ、国内価格がどうなるか。ほかの品目、長芋でも

そうですが、長芋もまさに国内の価格維持のために輸出しているというのが現状でしょう。 

 

（資料２の②） 

 続きまして、梨です。これは中秋節の贈答用です。１位が香港、２位が台湾と、ある程度一定した輸

出量があります。 

 梨について、台湾に大体500トンぐらいが毎年輸出されています。台湾の場合は、関税割当制度があり、

日本が500トンで固定されているようで、なかなかこれを動かすことができない状況です。関割の枠外で

輸入する人はいないということでした。そういうことが原因で、輸出がふえる状況がなかなかできにく

いそうです。 
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 あと、一点、梨に関して、産地はできれば長期間輸出してみたいとの声があります。中秋節がメーン

なのですが、春節が年越えでもあるので、できれば春節まで保存して、輸出できるようにしていきたい。

冷蔵庫なども整備して、やっていきたいということを聞いています。 

 

（資料３の③） 

 桃はここ二、三年非常に伸びている。伸びている理由ですが、日本の桃のような味に対抗するものが

ないというのが一番大きな要因です。キロ単価1,000円程度と結構いい価格ですが、それでも売れている。

さらに伸びているということです。 

 特に、香港で伸びていますが、香港で伸びている一つの要因は、最近は大体３分の１が船便で輸出さ

れている。昔のように航空便でなくてはいけない時代ではなくなってきていることです。 

 香港ですと船便で港から港で５日ぐらいだと思うのですが、ただ、それが限界で、実はもっと先も輸

出できるのだったら、まだ需要が多くあると言われています。特にシンガポールを回った、マラッカ海

峡を回った先の、ベトナムには輸出が可能になれば売れると言われています。 

 

（資料３の④） 

 温州ミカン、日園連とお話しするのですが、カナダの需要はまだ沢山ある、しかし国内のほうが出せ

ない。国内のほうの供給量が足りなくなっているというのが現状だそうです。それだけカナダでも需要

があるということです。クリスマス需要を目指していますが、今後は中晩柑を入れて、年明けまでもつ

なげていきたいということです。ミカンに関しては、他の地域でも、オレンジなどとバッティングせず

に十分広がる余地があるのではないかと言われています。 

 EUにミカンを送れるかということを調べたら検疫上は問題ない。ただ、遠い。価格が見合わないので

空輸で持っていけるような品目ではない、それは難しいと思っていたら、意外と韓国から持っていって

いるようで可能性が結構あるのではないかと思った次第です。 

 

（資料４の⑤） 

 ブドウもここ数年急に伸びてきた。シャインマスカットが非常に伸びています。特にブドウでの課題

は、輸出するときに粒がとれてしまうことです。輸出すると粒がぱらぱら落っこちて、商品にならなく

なってしまったり、液垂れがもとになって腐敗したりする。シャインマスカットはそれが非常に少ない

ということで、長距離輸送に耐え、かつ、味も受け入れられているということで、少し楽しみな品目な

のではないかと言われています。 

 

（資料４の⑥） 

 柿はタイがほとんどです。タイの柿はほとんどが輸入物です。大体5,000トンから7,000トンぐらい輸

入しているのですが、その９割が中国産です。中国産の価格が大体キロ50円、日本産が350円ぐらい。そ

れでも日本産の柿を食べたいという人が多くて、まだまだ伸びる余地があると言われています。 

 ざっとこれが現状です。 

 

（資料５） 
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 次に青果物の輸出拡大方針について説明します。方針を読み上げると、 

「青果物の品目別輸出戦略に基づく輸出拡大を図る。さらに、品目間・産地間の連携によるオールジャ

パンでの輸出拡大のため「多品目周年供給体制」の検討を行うとともに、その実現に向けて取り組む輸

出団体設立に向けた検討を行う。」としています。簡単に言うと、産地間、そして品目間の連携をして

いく方針です。 

 海外では、何々県産というよりも、日本産という捉え方が比較的大きいので、まずはオールジャパン

というブランド価値をつくろうということで進めています。多品目周年供給体制は、海外の店舗の方か

ら言われることとして、ある一時期にミカンがいっぱいあって、それが消えてしまったら、日本産がな

くなって、別のものが棚に入ると、日本産ブランドがなかなか定着しにくいという話を聞きまして、ま

ずは多品目で色々なものを年間を通じて絶え間なく棚に出して、日本ブランドを維持していく。そうい

うことを検討していきましょうというのが今年の課題です。その解決策に真剣に取り組もうという意味

で、目標として定めています。 

 そして、輸出団体設立ということで、今年の５月28日に輸出団体を設立しました。設立したばかりな

ので、これからどう育てていくかだと思います。できればこの団体に入っていただいて、一緒になって

事業を行っていただきたいと思っています。 

 

 輸出の現状については、平成26年は163億円でした。これは野菜も含まれています。中間目標として来

年170億円、最終的には2020年に250億円を目指しています。 

 リンゴは今、86億円ぐらいなので140億の目標というのは非常に大きな数字なのですが、頑張って近づ

けることができればと思っています。 

 あと、長芋が現在二十数億円で２番目なのですが、これもどこまでいけるか。 

 結局、長芋もリンゴも国内価格の維持が一番の目的で、国内の生産量によってこの金額は変わってく

るとは思います。とはいえ、輸出も一生懸命頑張っているので、期待できるのではないかと思っていま

す。 

 長芋の輸出に伴って、他のものを一緒に持っていくとの動きも出てきています。十勝で今年はタマネ

ギを同じ船に乗せて持っていく動きがあります。相乗効果で、いい関係が起きていると思っています。 

 

（資料６） 

 次は、戦略上の対応方向です。富裕層に向けて、人口の多い中間層もターゲットとし、マーケティン

グ等の評価により売れる品目を発掘しつつ、市場開拓していく。日本産のイメージですが、非常におい

しいが値段が高い。だから、富裕層が今、買っているけれども、中間層にも今後、売っていったらどう

でしょうかというのが、この戦略の方向です。リンゴは台湾でアンケートをとったのですが、実際には

贈答品ではなくて一般家庭にも入っていて、収入層別の集計では、確かに値段が高いので、収入層が高

いほうが買っていましたが、そうではないところにもある程度入っているので、個別に見ていかなけれ

ばいけないと思っています。 

 梨については贈答品です。贈答品は大体この人には幾らぐらいという価格帯があると思うのです。だ

から、少しこういう考えはとりにくい。 

 実際に、専門家の方から話を聞くと、小玉のリンゴを海外に持っていって売るかというと、それはや
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らない。国内の安売り店に出す。売り先が大体決まっているので、それをあえて海外の中間層のために

持っていくというのは、行動としてはやらない。確かに海外の店舗は欲しがっており、海外の店舗とし

てはそういうものがあれば沢山売れる。けれども、国内との関係でこういう行動はなかなかとりにくい

とのことです。そういう理由で、この戦略は発揮されないのかなという状況です。 

 その下の日本産青果物が海外の店舗に常時並ぶ「多品目常時供給体制」の構築、これは実際にやりた

いと思っていて、本年度立ち上がった団体に、来年から本格的な事業を進めて頂きたいと思っています。 

 

（資料７） 

 検疫制限等に対する戦略的な働きかけに関しては、ベトナム向けリンゴについて植物検疫が解禁にな

り、本年12月からベトナムに輸出されていきます。 

 あと、タイ向けの柑橘についても指定園地を、現状、三重県と静岡県の一部ぐらいしかないのですが、

もう少し広げていきたい。 

 米国向けの柿について、今、解禁要請して、米国向けに輸出できるようにしていきたい。 

 残留農薬の基準について、現在、台湾が厳しくなってきて、インポートトレランスによる残留農薬基

準設定について従来より厳しい要件での対応を迫られている状況にあります。 

 あと、インドネシアについては、ライセンス制度とか、さまざまな規制があって、その規制緩和につ

いて交渉しているところです。 

 原発事故の輸入停止措置と、鮮度保持技術の開発、これは非常に大きな課題となっています。鮮度保

持・長期保存技術の開発について、研究分野と連携しながら取り組んでいくこととしています。 

 

（資料８～１３） 

 「青果物の品目別輸出戦略」です。去年、青果物部会という部会の下に品目別に分科会というのを設

けて、それぞれ品目別に戦略を考えてきています。 

 なぜかというと、青果物といっても、それぞれ品目ごとに産地も違えば流通ルートも違う、そういう

中で、品目別に戦略を検討していき、その上で、全体をまとめて連携していこうという考え方です。 

 詳しくはそれぞれ見ていただければと思います。 

 

（資料１４，１５） 

 あと、これが輸出環境課題として国が取り組んでいる課題です。赤で書いてあるものが優先的に取り

組む課題。緑については赤の次に取り組む課題。そういう分け方です。これは公表しているものから持

ってきたので、少し情報としては遅い、もう少し新しい情報も入ってきているのですが、こんな課題が

あるということを紹介します。 

 

 あと、簡単につけ足しの意味でお話をすると、青果物の輸出については、多く輸出されているものの

ほとんどは、国内の価格維持が目的であるというのが１つ目です。 

 新規に海外市場を狙う品目も結構あるのですが、やはり何か戦略が必要ではないかと思います。今ま

では各県がばらばらやっていたのが実態ではないかと思います。一生懸命取り組まれていて、いい面は

出ていると思うのですが、少しまだばらばら感があるのかなと思います。 
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 そういう中で、最近大手スーパーが海外展開をしている。積極的に日本産を買い取る、扱うという方

向を示しているので、そういう機会に産地間連携で一気に持っていったらどうかと思っています。 

 カンボジアのプノンペンに関しては今、特に輸入規制がないので、自由に持っていける。できればあ

る一定量は日本産を置いておきたいということですので、そういうチャンスはかなりあると思います。 

 そういう面で、今までは国内の価格維持でしたが、これからは日系店に産地間連携により、持ってい

くのも一つの手であると思っています。 

 

 先進国の場合、トレーサビリティが課題になってくる。東南アジアについてはそれほどギャップの問

題がないと思うのですが、ヨーロッパに持っていくときはやはりギャップをとっていないと、相手側の

ほうが取り扱ってくれない。何かがあったときのための担保措置をとっていかなければいけないという

ことで、青果物に限らないのですが、要求されるということがあるそうです。 

  

ゼスプリがキウイフルーツで伸びているということで、我々もゼスプリの海外展開について参考にし

ている。キウイフルーツというのはほとんど輸入かなと思って統計などを見ると意外と国産がある。ゼ

スプリブランドで佐賀とか愛媛でつくっている。要は、ゼスプリブランドの日本産が結構出てきている

ということで、面白い傾向であると思っています。 

 

 輸出について、個別産地でやっている人たちも結構いるのですが、これは限界がある。先ほど、鈴木

委員からもお話があったように、代金決済の問題とか、クレーム処理。このクレーム処理が非常に大き

な問題で、産地側はたまらないので、専門家に任せる。あと、各種規制、契約上のトラブル、そういっ

たことがあって、個別産地では限界があるので、今回つくった輸出団体などを通じて、連携を組んで輸

出して頂ければ良いと思います。 

 輸出に関しては、生産者、流通業者、商社だけでなく、包装メーカーとか、冷凍資材メーカーとか、

そういう人たちが絡んでいかないといけない。輸出の課題は段ボールとかの包材も国内で使っていたよ

うな段ボールだと使えない。国内の場合は最近、１日で持ってこられてすぐに販売できるような形にな

っているので、海外に持っていくとみんな潰れてしまう。だから、そういう面の開発も必要だというこ

とで、結構包装メーカーの方が新しい団体に声かけをしてきてくれています。 
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３．鈴木氏報告 

 今まで日園連に入って三十数年、貿易、輸出をやってきました。今までやってきたことの愚痴なりを

現場の声として気楽に聞いていただければと思います。 

 今まで自分が経験した中での感想を、独断と偏見でお話ししますので、失礼な表現があれば勘弁して

いただきたいと思います。 

 

（資料１） 

 日園連の輸出事業は、カナダ向け、アメリカも含めて北米向けの輸出ミカンを昭和23年発足当時から

やっていました。日園連は、戦前からミカンの輸出をやっていた国や、全国の国の試験場の先生方が一

緒になってできたと先輩方から聞いています。カナダ・アメリカ向けに130年以上輸出しています。1885

年に商業取引として始まりました。 

 最近は本当に円高です。私が初めて貿易担当したときは、１ドル240円だった。ところが、今、円安に

なって120円、一時80円台を切るようなレートでした。 

 また、競合先の中国には日本の品種が沢山入っています。宮川早生とか、日本独自の品種も入ってい

て、これがカナダに輸出され、今、日本の10倍弱ぐらい入っていると思います。 

 

 なぜこんなに長続きしたのかを考えると、日本農産物輸出組合というのがあります。今はほとんど機

能していない団体ですが、ここに輸出カルテルが認められていました。日本からの農産品、例えば真珠

とか日本茶とか絹とか、全部ここが一括管理していました。一元輸出、要するに、単価は一本。何々県

のものも、三井物産だろうがどこの会社のものでも全部ここを通じて輸出していたので、ここから一括

オファーをして、一括オーダーを受けて、商社に割り当てるという方式でずっとやっていました。 

 また、この輸出組合の契約はきちんと契約行為としてやっていました。100注文もらったら必ず100を

出す。クレームをもらったら、お互いに契約者としてきちんと処理をする。そういう契約行為がきちん

となされていたということで、単価は少し高いのだけれども、日本産の信用は、品質云々の前に契約上

のものとして非常に評価されていました。 

 私が入ったときも、中国産が既に入っており、安いのに取引が伸びない理由は、取引上の信用がなか

ったからです。要するに、クレームして、腐っていてもクレーム代は払ってくれないという、信用上の

問題が大きいと先輩方から聞いています。 

 240円から80円ぐらいまで円高が進んでしまい、幾ら何でも対応できないということで、今、残念なが

ら2,400～2,500トン程度まで下がってしまいましたが、そんなことが背景にあります。 

 

 アメリカ向けですが、現在、日園連からの輸出は中断せざるを得ない。43年に解禁になりましたが、

かんきつかいよう病に対する条件があって、指定園地をつくりなさいとか、バッファゾーンを設けなさ

いとか、輸出前に必ずアメリカから検査官を、私たちの費用で呼びなさいとか、検査を通らないと一切

輸出させないとか、そういう中で、愛媛も和歌山も徳島、広島、静岡もと、指定地はたくさん当時はで

きたのですが、結局条件がきついものですから、次々脱落していき、最後まで残ったのは静岡。今の藤

枝の地域、唯一ここがトラップ調査もきちんと毎年やってくれているので、EU向け、英国向け、ニュー
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ジーランド向けに輸出できる園地になっており、日園連としてもここの地域をぜひとも残したいと、内々

支援もしながらやっていた。しかし、日本では通常の、本当に普通の殺菌剤が、突然アメリカでの登録

期限が切れた。メーカーとしては登録を延長するメリットがないので、期限を延長しなかった。私たち

は登録が切れたのを知らなかった。それで輸出したところ、残留農薬問題で引っかかってしまった。 

 

 もう一つ植物検疫問題を紹介します。私がやっていた当時、一番問題だったのはコナカイガラムシで

す。本当に小さな虫で、これもクワコナ、ミカンコナ、まだ同定されていない４種類か５種類があって、

アメリカには１種類ミカンコナカイガラムシしかいない。何種類かがアメリカに現存していないという

ことで、これが見つかると全部廃棄処分か日本に積み戻しとなりました。 

 当時は全然問題にならないような病害虫だったのに、突然アメリカがそんなことを言い出した。ここ

から先は私の臆測ですが、当時、アメリカのカリフォルニアからオレンジを輸入していました。フラー

バラゾウムシという虫がついているというので、その年の夏に突然問題になって、かなり政治問題化し

たことがあった。私は多分それの仕返しではないかと思っています。タイミングが良すぎるのです。 

 そういうことで、当時の植防課の方とも一生懸命やりとりさせてもらい、結局は薫蒸処理ということ

になった。薫蒸処理をするとどうしても品質上問題が出る。コストはかかるし、クレームは大きいし、

まして農薬の残留の問題も出てしまったので、今、中断せざるを得ないということになっています。 

 そのかわり、その地域から、今、ニュージーランド向けに輸出しています。これは、向こうの注文に

応えられない。といっても百数十トンの世界ですけが、せっかく注文をもらっているのだけれども、コ

ンテナ一、二本しか出ない。園地が決まっているので、園地内の豊凶によって大分量が変わってくる。

今年は40トンぐらいしか出せない。おかげさまで評判はいいということであります。 

 

 次のアメリカ向けの二十世紀ですが、これは昭和57年から、鳥取県と試験場と国の植防課とみんなで

三位一体になってアメリカに要請し、ようやく解禁にこぎつけた、当時は15キロ箱で20万箱、3,000トン

以上の輸出ができたときもありました。このときはドルレートが200円ぐらいです。 

 その後、韓国がつづけて解禁になり、それとともに急激に減っていった。それにプラス、ひどく円高

が進んでしまったので、とにかく私たちとしては継続をしましょうと、商売ではない、とにかく継続し

ておけばそのうち何かいいことがあるということで、いまだにやっています。 

 日園連がなぜ貿易をやってきたかというと、もちろん輸出振興という目的だったのですが、それ以上

に日園連の経済事業の柱として貿易をやって、利益を得ていた。商売の一環として行っていたので、日

園連としてもできたらもうからないことはやりたくない。一般の商社ですと、もうからないとやめたと

言えるのですが、私たちのような農協組織になると、末端に対する、生産者とか、農協に対する責任が

あるので、なかなかもうからないからやめたと言えないということが確かにあります。 

 アメリカの非常に残留農薬に厳しい中、私たちはどうやって対応したかというと、保険で対応してい

ました。保険会社に虫、病気にかかった場合の廃棄費用ですとか、そんなものを全部持ってもらう。ま

ず、残留農薬でひっかかった場合には、回収する費用などを全部持ってもらうという条件で対応してき

ました。 

 この大きな二本柱でずっとやっていたのですが、平成に入って、農水省からの支援もあって、新興地

域ということで、台湾、香港。香港、シンガポールは以前から細々とやっていました。ただ、青森のリ
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ンゴについても、日園連としては台湾に何社か大きな取引業者を持っているので、やりたいのですが、

なかなか参入できないということもあります。 

 

 不透明な輸入制度、これは中国です。小泉首相が北京で日本のリンゴを１個1,000円で売っていたなど

という話が出た途端に産地が大騒ぎして、やれということで、ある商社を通じてリンゴを輸出したので

すが、中国の輸入制度はよくわからない。中央政府の方針と、上海の制度というのが全く矛盾している

ような内容で、通関するにも一苦労、二苦労と、とてもではないが日園連としてリスクを背負ってでき

る国ではないということで、今は一切中国はやっていません。産地にもそう説明をしています。 

 代金回収も同じ意味です。私たちは、リンゴを中国に売ったときに、その半年後も、全然お金をもら

えない。なぜかと言うと、彼らの冷蔵庫に輸出した分の９割以上が眠っていました。どういうことかと

聞くと、確かに北京の国営のデパートなどで、１個1,000円とかで売っているのだが、せいぜい１カ月に

１箱売れるかどうかだというレベルなのです。ということで、私たちもそれを聞いて初めて知って、ま

た、輸入業者もめちゃくちゃな利幅をとっているのです、これではいけないだろうということで、とに

かくお金をもらおうとすったもんだやって、結局最後は半分しかもらえなかった。そういう国にこちら

から買ってくださいという格好で持っていったら、足元を見られるだけなので、日園連としては責任を

負えないことはしないということで、今、中国向け輸出はやっていません。 

 

 また、向こうの通関制度なども本当に訳がわからない。税関と植防と、３つが一緒になった局があっ

て、本省が輸入オーケーだと言っているのに、書類を確かに上海に伝えたと、DHLで送ったと言ってい

るのに、一切受け取っていないといって、荷物が通関できなくて廃棄した。そういう事件もあったりし

て、そういう意味で、私は中国の悪口は言いたくないですが、取引上は中国とはできるだけかかわり合

いになりたくないというのが本音です。 

 ちゃんと柱になる輸出事業はやはりカナダ向けのミカンの輸出です。これをアメリカ向け、あと、今、

台湾向けに輸出もしています。これも何とか実績としてやっている。 

 いろいろやっていますが、商売ベースでいけば100箱輸出しても、１箱50円、100円の世界では手間賃

も出ない。やはり何千ケース単位で何千トン、何百トンも重ねないと、商社としてはメリットがない。

これは５年後、10年後を見据えてという話で動かせれば別ですが、商売という、取引という側面から見

たら、どうしてもそうなってしまう。 

 

（資料２） 

 そうはいっても、世界各国で成功事例は幾らでもあるではないかということで、少し思いつきで書か

せてもらいました。ニュージーランドのキウイの話は、私が思うには、これがうまくいった根本の原因

というのは、一元輸出です。一物一価、値段が一個しかない。輸入業者も１社、輸出する側も１社、昔、

ニュージーランド・キウイフルーツ・マーケティングボードといって、政府が管轄している公社で、キ

ウイはそこ、梨とリンゴはアップル・アンド・ペア・ボードとまた別になって、そこと決めてやってい

るので、単価が乱高下することがないのです。生産者としたら安心できるのです。なおかつ、彼らは対

日向けに関していえば、円建てでやっていたのです。円高が進めば進むほど彼らはもうかるのです。そ

ういうシステムですから、生産者も喜んだ。そういう一元輸出に関するメリットを、ニュージーランド
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のキウイの生産者は思い切り享受したのではないかと思います。 

 またニュージーランド自体、国内が非常に小さな市場ですから、輸出に頼らないとキウイフルーツ産

業自体がおかしくなってしまうという側面もあり、それだけニュージーランドとしては真剣だったと思

うのです。要するに、国を挙げて真剣だったということです。 

 

 ２番目の北米産のサクランボ、これは一部昔、日園連もやったことがあります。ここも輸入解禁する

ときに、解禁する州はワシントン州とかオレゴンとか、地域を限定してしまった。なおかつ、解禁日は

７月１日に限定してしまった。ノースウエストチェリー協会が、当時18社ぐらいの日本向け商社に向け

て、同じ単価でオファーしてくるので、誰が買っても同じ値段で、その指定業者以外には売らないとい

うことだった。また、７月１日に一斉に解禁になるので、日本の業界もマスコミも大騒ぎしてくれるも

のだから、消費者もわっと飛びついて、言い値で買ってくれて言い値で終わるという、私はうらやまし

くてしようがなかった。日本では無理ですが、そういう意味で書いています。 

 

 ３番目のその他ですが、青森産リンゴの台湾向けの輸出、これは本当に非常に伸びています。円安に

よる影響は、確かに大きい。もう一つ、基本的に大きいのは、政治的なもので、今、大陸から一切物が

入っていない。中国産のものがないので、そんなに安いものがない。もし、政権がかわって、中国本土

の果物にかかわる農産物が解禁されたら、多分日本産に影響が出てくる可能性が大きいと思います。そ

ういうこともあり、なおかつ、品質もいい、味もいいということで、青森産は、あれだけのネームバリ

ューとブランド力があれば、多少円高になっても売れると思います。 

 世界のフルーツメジャー、ドールとかデルモンテはやはりすごい。ちょっと私たちは想像できないぐ

らい大きい。例えば中国に一緒に私たちがリンゴの輸出をやっているときに、仲卸というか、ドールの

指定を受けた輸出商社が、ドールもなかなかお金がもらえないみたいな話をしていました。しかし彼ら

は、５年、10年先を考えているのだということで、多少損をしてもどんどんやる。彼らはプランテーシ

ョンみたいなところでつくらせて、それを動かしている。ある程度大きくやっているアメリカのオレン

ジ生産者でさえ、経営を断念して、ドールに権利を売ってしまう。自分はそこの一職員になり、管理だ

けやって、ドールが世界中に販売してくれるというので、彼らも安心みたいなのです。 

 10年ぐらい前の話なので、今、どうなっているのか知りませんが、とにかくああいう商社にものを動

かされたら、私たちは対抗できない。 

 

 台湾の鳥取の梨、これは今でもそうですが、関税枠つきです。台湾政府が輸入枠を落札させる。10ト

ンか16トン。それをもうかると思うものだから、全然青果物業界に関係のない方が枠だけとって、業者

にもっと高い値段で売るということをして、それでもまだもうかっているという世界です。 

 一時問題になったのは、台湾でも、そうはいっても会社の大きい小さいはあるので、ちょっと混乱し

た時期があって、台湾で一番大きい輸入商社がとても普通の人間が出せないような値段で売るとうわさ

を流したのです。そうしたら、ほかの業者はそんな値段で売れないものだから、どうなっているんだと

問い合わせてきた。私たち日園連からはそんなことはないですと言っているのだが、そんなうわさを流

されてしまったら誰も買ってくれない。そこの商社が全部引き受けて、今度どんと値段を上げる。そう

いうやり方をやるものだから、私たちはとてもかなわないのです。私たちも本当に大きな商社だったら
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対抗できるのですが、日園連は零細農協なので、そんなところとはとてもではないけれども、おつき合

いしないようにしようと。 

 

 そういうことがいっぱいあるのです。そんな中で、輸出というのはあくまで商取引の一種なので、い

ろいろな方がいるし、国によって商習慣も違うし、考え方も違うし、売り方も違うし、その中で売ると

いうのは、私たちからしたら物すごくいろいろな面でリスクがある。その辺を何とか、どこかで担保を

とれるようなことでやれれば、もっと安心してみんなはやれるのかなと思います。 

 今、２番目のアメリカ産の柑橘、これはサンキストのことを言っているのですが、これは昔、枠があ

ったので、そういう枠つきだったので成功をおさめたということを言いたいがために書いています。 

 自分の独断と偏見です。 

 

（資料３） 

 では、今後、輸出拡大するとき、どうしたらいいのか。私たちが今、やっていて一番悩むところは植

防の関係と、残留農薬です。例えばアメリカ向けに、日本で1,000円でしか売れないが、アメリカに持っ

ていけば2,000円で売れるとなれば、輸出指定園地をつくって、そこだけアメリカの防除暦、スプレーカ

レンダーに合わせてコントロールすることができるのですが、残念ながら全く今、逆の状態です。アメ

リカ向けのために防除暦を変えて何をしてというところまで、生産者から見てやっていられるかという

のが現実で、生産者は輸出することにメリットを全く感じていないのです。本当に先見性のある生産者

でそういう方もいますが、大部分はメリットを感じていないのです。リスクが大きい。 

 

 そのときの政治体制と国際情勢によって為替は変わりますし、輸入通関制度も大きく変わります。何

か知らない間に制度が変わっていたということが多々あるので、物すごいリスクを感じる。為替リスク

もあるし、先ほど言ったとおり、代金回収のリスクも当然あります。代金回収という面からいくと、先

進国、アメリカ、北米地域とヨーロッパはしっかりとしているので、その辺のリスクは低いのですが、

一番大きいのは、生産者からすれば、国内に出荷したほうが販売高が高い。香港向けとか台湾向けの制

限のないものについては、分からないが、生産者からしたら国内に売ったほうがリスクがないのです。

要するに、市場、仲買に売っている分にはリスクは全部仲買なり会社が負ってくれる例が多い。日ごろ

の国内の取引の中での一部でしかないので、そこの中で処理してくれるのは産地としてはそのほうがや

りやすい。 

 私たちは産地と直接やるので、値段を出してくれと、値段が高いものになるのです。そんなことで、

なかなか思ったとおりに動いてくれないというのが現状です。 

 

 では、どういう政策が必要なのか。これは基本なのですが、まず、生産量を維持・拡大してくれない

とどうしようもない。とにかく物がないと売買が始まらない。毎年じりじり生産量なり生産力が落ちて

いる中で、売る、輸出する側から見れば、若干供給過剰ぐらいの状態が一番やりやすい。だから、生産

基盤をきちんとしないことには、物がなければ売れない、ここがまずイの一番と思っています。 

 

 これは絶対無理だという意味で書いたのですが、前、農薬とかで捕まったときに、ちょうど中央果実
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協会の小松さんと北米をずっと回らせてもらって、あのときにアメリカの役所の方と話しし、農薬の危

険度というのは世界一緒ではないかと私は素人なものだから、日本人にとって危ないものはアメリカ人

にとって危ないし、アメリカ人にとって安全なものは日本人にとっても安全なのではないのと、国によ

って基準が違うこと自体がおかしいのではないかと、これを統一してくれないかという話をしたことが

あるのですが、そのときの答えが今のコーデックスの基準です。あれは発展途上国などでないと通用し

ないし、アメリカは公式には認めていないようです。また、アメリカの場合はそこから先の州ごとのレ

ギュレーションがあって、ワシントン州はいいが、カリフォルニア州はだめとか、やたらそういうのが

あるので、何とかできないのと話したことがあるのですが、これは国内のそれぞれ各国の事情なり、生

産との兼ね合いがあるので、多分難しいのだろうということはわかっていて、わざわざ書いています。 

 

 為替の安定と輸出リスクに対して、何があっても保険でカバーできるという、ただ、為替のリスクに

対する保険はまだ聞いたことがないので、この辺も多分無理だろうなということで、やはりリスクが大

きければ大きいほど、掛け金が高いので、とてもではないが、青果物の世界はパソコンとか、車とか、

コンピューターみたいに15％とか20％の手数料を取る世界ではないので、本当に２％、３％の世界で動

いていますから、それを超えるような保険料ではどうしようもできないのではないかということですが、

もし、できるのであれば、みんなもっと安易に輸出に取り組めるのかなという意味で書いています。 

 何だかんだ言っても、日本の生産者のための輸出ということが前提になると思うので、先ほどの業者

と連携して使うこともいいのですが、こちら側からすれば、そういう業者と何とか一緒に、悪い言葉で

言えば利用させてもらって、輸出拡大につなげるのですが、そのために原則として、生産者のための輸

出ですよという基本は外してはいけないということです。 
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４．意見交換 

○駒村座長 質疑に移ります。加藤専門官の施策を中心とした説明について、質問がありましたら。 

○長谷川委員 農林水産物等輸出促進全国協議会の機能を教示下さい。例えばその後に出てくる輸出戦

略実行委員会との違いについて教えていただきたい。 

○加藤専門官 全国協議会は年１回しか行っていなかったものなので、もっと細かい事業を行って、実

施について細かいところまで議論し、チェックできるような体制をつくるため、輸出戦略実行委員会を

作りました。全国協議会の位置づけが若干曖昧なところはありますが、全体の表彰や、総理も来られて

方針を確認しているというもので、本当に全国的なもの、全国で進めていくという旗振り的な役割は今

後も担っていくものです。 

○長谷川委員 先ほどFBIの話がありましたが、それに果実は位置づいていると考えていいでしょうか。 

○加藤専門官 FBIは特にどの商品というものもないですし、例に、ユズがあったように、果実について

も入っています。特にMade IN Japanは輸出なので、輸出戦略全体に入っています。 

○徳田委員 全国の県ごとにこういう形での協議会があるわけですが、現実問題として、実際に輸出し

ている業者というか、生産者がそれとどの程度かかわっているのか。 

 というのは、三重県などで見ても、果樹の中でも法人経営が出てきていて、法人経営がみずから直接

輸出に携わっているという状況で、いろんな県の補助金とかをもらいながらやっている。無関係ではな

いが、ほとんど自分で勝手にやっているようなところが目立っていて、それはそれで特に輸出というの

は実際の相手との取引は相当ノウハウ的な、相手との信用とかいろんな問題を考えてくるときに、能力

があるところはさっさと動いている。全国にある県の協議会はどの程度そういうところまでフォローし

ているものですか。 

○加藤専門官 農政局単位の協議会についてもかなり地域によって温度差があるようでして、まとまろ

うとしているところは農政局単位で、インストア・ショップのような形でまとまって出そうとしている

ところがありますし、そうでないところは動きが鈍いところがあります。 

 今回、農政局に輸出促進が業務としてきっちり位置づけられたので、これから再度動かしていく形に

なると思います。 

 まとまってやるところは、できるところは利用していただいて、そうではないところは事業者が頑張

るという形は今後も続いていくものと思います。特に県などでやるPRなど、こういう協議会を通じてま

とめるのではないかという思いです。それ以外の契約等は事業者おのおのになってしまうという。 

○徳田委員 三重県などを見ていても、県の補助金でやっていますが、向こうに相談が行くときに、何

でも使っていいから、ある程度、輸出だけではないのですが、いろんな新たな事業をやることについて、

それなりの申請をするともらえるらしいのですけれども、実際には自分で相手をつかまえて、個別にや

っていて、使っているのはむしろお金は使うが、それ以外はほとんど使っていないというような話もあ

る。そうなってくると、オールジャパンとは言いますけれども、なかなかそれだけで律し切れない部分

もあるし、ある意味全てオールジャパンにしてしまうと動きにくくなるところも現実にはあると思うの

で、どういうかかわり方というか、難しいのですが。 

○加藤専門官 個社でやっていただく分にはどんどんやっていただければいいと思います。県のキャン
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ペーンなどやっていくようなもの、おのおのばらばらで同じところで隣でやってもしようがないので、

そこについては調整して、香港であればこの時期に、もしくは地域を分けていろんな国で一斉にやる、

などということができると考えています。 

○駒村座長 実際の輸出に携わる商事会社とか、水産物などは相当前から輸入も含めて大規模な取り組

みが行われていると思いますが、そういうところの動きの増減、あるいは、そういうところに対する施

策とのうまいリンク、そういうものはどのよう捉えて理解すればいいのですか。かなりこういう中に、

これを支えている形で動いているのか、つかみきれない動きが相当ボリュームとしてもあると理解する

のか。 

○加藤専門官 水産物でいうと、水産の大きな全国団体は基本的に全て水産物の輸出促進の協議会に入

っていただいています。関連の商事会社などもそういうところに入った上で、いろいろやっている。ま

だ水産物の段階でも去年立ち上がったばかりなので、補助事業でうまく実がとれればそのまま一緒にな

ってやっていこうとなると思いますし、そうではない部分はおのおのやっていこうということになる。

ここ２年ぐらいは全国でまとまってやっていることに意味があると思ってもらえれば、一緒になってや

っていくということになると思います。 

○駒村座長 農産物あるいは果実についてはどうなのですか。 

○加藤専門官 ５月に立ち上がったばかりで、これからという段階だと思います。分科会など聞いてい

るのですが、やはり県もおのおのやったほうが早いという。県の補助金の性質として自分のところにし

か出せず、おのおのやるしかないとのこともあって、全国的にやることでどうプラスになるか、という

のを見せていければというところだと思います。 

 青森のリンゴはブランドとして出していけるので、一緒になってやっていくという価値が少なそうに

見えます。ほかのところは旬が多少違っていたりするので、周年供給体制をつくっていったり、日本と

して出していって、全体でブランドとして押し出していくということにかなりプラスはある。誰が音頭

をとるというところだと思うのですが、プラスがあるということでは皆さん、賛成はしていただいてい

るので、そういうところで押していただければいいと思います。 

 ただ、本当にこれからというところです。 

○鈴木委員 やはり現実に誰が輸出するという手続や代金決済をどこがするというところが一番重要だ

と思うのです。 

 現在、輸出の状況を見ていると、先ほど徳田先生からお話が出てきた法人経営の生産者が直接輸出し

ている例もあるのですが、青森のリンゴみたいに現地商人がそれぞれ輸出に直接取り組んでいるという

のはある。果実のほかの品目を考えると、仲卸が輸出するという体制も結構あります。そうすると、生

産者にとってみれば市場出荷の一環でしかない。国によって検疫体制が違っていたり、残留農薬の基準

が違ったりする部分があるので、相手国に合わせた生産体制というのをいかにつくっていくかというの

が、輸出を拡大するためにはかなり重要なところだと思います。要するに、輸出専用の産地をどうつく

っていくか。その辺が一番の問題になってくるのだろうと私は思っています。 

 ジャパンブランドと言いながら、結局県のブランドやその産地のブランドで出荷しているというのが

現実であって、ジャパンブランドと言っても、例えばアメリカから入ってきているサンキストとか、ゼ

スプリとか、ああいうブランドと少し違う。だから、その辺をどうまとめていくかというのが課題だろ

うと思っています。 



52 

 

○加藤専門官 前者については２点あるのですが、代金決済に関してだけ市場を使うという形もある。

市場を通してまとまって出したほうがいいということもあるので、市場は利用していくべきと思います。 

 今日、資料を用意していなかったのですが、市場を使って出していこうという話もしているところで

す。 

 残留農薬問題もありますので、知らずに出して農薬がひっかかってしまったとなると大変なので、生

産側で対応するようなつくり方をしていくということも重要だと考えています。 

 県のブランドを出しつつ、日本産だよという統一的なものを出していく形がいいとは思っています。

そうすると、青森県産リンゴが一番イメージされてしまうのですが、青森県産だよと言って、これは日

本産だということになると、ほかのところも利用できると思うし、ミカンも、おのおの県産ブランドと

言いつつ、日本産というマークをつけておけば、それで日本全体が、ほかの産地も利益が出て、その産

地にも、ほかの産地がPRしたときに利益が戻ってくるということになると考えています。 

 フランス産ワインはみんないいものだと思っていますが、地方ごとのブランドというものもある。そ

のように地方のブランドがあって、さらに国ということで、いいものだというイメージができていけば

いいのではないかと考えています。 

○長谷川委員 認証についてですが、例えばユーレギャップみたいにヨーロッパに輸出する場合はそう

いうものが必要だという話はある一方で、例えば東南アジアみたいにまだある意味で日本産の果実の輸

出が成熟していないところ、あるいは果実需要などが成熟していないところでは、日本の認証を示して

いくような話も一方であるかと思うのですが、日本の認証、例えば特別栽培とか有機栽培とかの認証と

輸出の関係というのはこれから整理していくことはないのですが。 

○加藤専門官 グローバルギャップというものがある中で、ジャパンギャップというものがあるので、

世界的に通用するようなものに変えていくという動きはあると思います。 

○長谷川委員 ギャップはこれをやりますというだけの話で、その中の内容を詰めていく必要があるか

と思うのですが、そういうところに例えばIPMですとか、生物多様性とか、そのような国際的な価値の

ものを入れてやっていかないと、ただギャップと言うだけではさみしいのかなという気もするのです。 

 

○駒村座長 反町班長の説明について、質問がありましたら。 

○鈴木委員 いつもお話を聞いているので、大体のことはわかっているのですが、輸出拡大方針という

ペーパーの２枚目の一番下のところに「鮮度保持・長期保存技術の開発」があるのですが、1-MCPとか

カピリン製剤とかいろいろ書いてあるのですが、この辺は相手国の基準、要するに残留農薬に当たるの

か、ポストハーベストであるのか、あるいは食品添加物なのかということも含めて、その辺の状況はど

ういう状況になっていますか。 

○反町補佐 1-MCPに関しては、台湾に、インポートトレランスを申請中です。最近も、資料要求が台

湾から来ていて、回答しているので、近いうちに基準が設定されると思っています。ほかの資材につい

ては、添加物として使うのかどうかは個別に見ないとわからない。 

○長谷川委員 ここ２年伸びているということですが、ずっとリンゴを横で見ていると為替の影響が大

きいと思うのですが、その辺の見方はどうなのでしょう。 

○反町補佐 為替の影響が一番だと思いますが、それだけではない部分もある。日本円が安くなって、

買いやすくなって、それが美味しいと思える人たちがまた増えてきている好循環というのですか、それ
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が少し出てきていると思います。そういう面で、先ほど言ったシャインマスカットとかが売れていると

か、海外で桃が売れているとか、そんな声が聞こえるということは、そういういい循環が生まれている

のではないか。円安をきっかけにですが。 

○長谷川委員 例えば台湾で、為替がこれだけ円安になる以前は、韓国産が日本産の今までの市場をと

ってきたというような話があったかと思うのですが、今後、またそういう為替が戻ると、韓国に取り戻

されるとか、そういう話はいかがですか。 

○反町補佐 個別に見ていくと、台湾のリンゴについては、一番多いのはアメリカです。アメリカ産が

一番多くて、その次が日本で、韓国です。ということで、もちろん季節が若干ずれてはいるのですが、

それで為替が変動したらどうなるか。もちろん、米国と日本だったら間違いなく対抗しますけれども、

ただ、味も違う。そんなに落ちないと思いますし、四、五年前なのですが、全輸協がとったアンケート

調査の結果を見ても、一般消費者にも結構日本産リンゴが食べられていて、中流層以上の人たちは比較

的親しみを持って食べているので、そんなに為替の影響はない。また、それを超える為替相場は余り直

近では考えられないと思っています。 

○徳田委員 そもそも輸出拡大の目的というところと、その市場の位置づけがどうなのかというのが気

になる。そこはちゃんとしっかりしてくれないかと思います。基本的には、果実農家の経営安定なり所

得拡大というのが本来のところ。その中で国際市場がどうなのかの位置づけによって、個々の産地なり

農協がどう売るかのところが合意できていないといけない。例えば国内市場の中でよく売れるのだった

ら輸出市場はどうする。国内主体であれば、なければ「ごめんね」でいくことになるし、輸出市場をち

ゃんと安定的にとるならば、国内はいずれにしても輸出の量を確保するということになる。協議会のほ

うはとにかく輸出量は常に維持するのだ、でも、農協のほうは別にその気はさらさらなかったりすれば、

当然、うちはないから「ごめんね」で終わってしまう。 

先ほど、国内での価格調整という側面が現実にある、というお話をされていましたが、結局、政府方

針はとにかく増やせ的なところ、工夫するだけがひとり歩きしているようなところが、特にTPP対策に

なってくる。 

 為替の話がありましたが、基本的な国際市場がどうなっているのだという問題で、これは日本への輸

入もそうなのですが、昔、日本はそれなりの大口輸入国で、アメリカにとってはお得意さんだったのが、

今はもうお得意さんではなくなっている。果実の国際価格が上昇基調にある中で、国内価格はずっと横

ばいなので、国際価格との価格差が縮まってきている。だからこそ、実は輸出も、単に味ではなく価格

面もあるのではないかという気がする。国際市場全体の話を抜きに、個々の国の話をしていてもどうな

のか。もう少し長い目で見たときの今の動向、多分、昔、果実は先進国や輸入国で取り合ったのが、い

わゆる発展途上国というか、OECD加盟国以外の比率が高まってきている全体傾向があると思うので、

もう少し果実の国際市場がどうなっているかというのは、余りどこにも出てこないので、そういうこと

が気になる。 

 もう一点、相手国の国内の流通の話というのも、そこがどういう形になって、先ほどの日本の、日系

スーパーなので日本からダイレクトですけれども、ほかのところはどういう形で国内のものが入ってい

るか。これは前も野菜関連でも誰かが言っていたのですが、実はそこが結構大事。昔、タイとFTAを結

んだときに、うちの大学と向こうのチェンマイ大学が別件の共同研究をやったときに、チェンマイ周辺

で日本がFTAを結んだからパイナップル輸出しようという話で、やはりタイから輸出のための国の補助
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金をとってきて、私ではなく別の先生が、日本の輸出の市場という形で受託研究を受けて、代々木公園

で学生を動員して、タイフェアのときに試食させて反応を見るとかをやった。そのときの調査でドール

に行ったときに、ドールの人に聞いてみたのです。そうしたら、日本のパイナップルはうちが６割握っ

ていて、デルモンテが３割握っているので、頑張ってという話で結局、その２社が扱わない限りほとん

ど売れなかった。広島の仲卸で一回扱ったけれども、それで立ち消えになってしまった。多分、熱帯果

樹の場合、多国籍のアグリビジネスが国際市場で非常に強いのに比べると、恐らく日本がつくっている

ような温帯のものはそういう市場ではないと思うのですが、相手国側の国内市場なり流通システムとい

うのが課題になるのではないかという気はします。 

○反町補佐 初めのほうの件なのですが、まず、実態を把握しないといけないという意味で、TPPとい

う状況もある中で、輸出拡大の方向にあるのは間違いないのですけれども、一歩引いて、どうしたら輸

出ができるのか、何でするのかというところも含めて、少し客観的に考えていかなければいけないと思

っています。 

 例えば長芋の例で言うと、国内価格の維持をしないと、価格が乱高下する。すると新規参入の人たち

が困るというのが一番のきっかけだったそうなのです。長芋をつくっていると、非常に大きなものがで

きてくる。そういう大きなものは国内では売れないので、切ってばら売りするのですが、たまたま台湾

などに売ったら非常にいい値段で買ってくれた。更に良かったのは、台湾の食べ方は長芋を鍋に入れる。

それが健康にいい、滋養強壮にいいということで、たちまち中華系の人たちに広がって、広がったのに

はテレビの影響もあるのですが、アメリカでも中華系の方が買っていった。 

 輸出すればするほど国内価格も安定するし、年に１回しかできないものなので、収穫した段階で価格

がほとんど決まってしまいます。そういう面で、初めは国内価格だったのだけれども、今になってみる

と輸出というのはとても重要な存在であるということで、個別に見ると輸出はこれから重要な存在であ

るのではないかと。 

 それと、相手国の状況によってという件については、相手国の国内の状況をよく考えてから対応しな

くてはいけないということです。例えばバナナが一つの例になると思っています。フィリピン産のバナ

ナが２年か３年前の台風で大きな被害を受け、生産量が下がってしまった。物がないから日本は南米エ

クアドルからも持ってきた。エクアドルは関税がゼロで、フィリピンは８％もしくは18％の関税がかか

っていて、エクアドル産の輸入ルートができてしまったもので、フィリピン側は非常に困っていると言

われるのです。もう一点、言われているのは、いいバナナを買いたいと思って、エクアドルに行くけれ

ども、実は中国などのバイヤーが沢山入ってきて、いいものが買えなくなってきている。 

カリフォルニアからオレンジを買いつけたときに、中国がどんどん入ってきていいものを持っていっ

てしまって、日本向けには少し安い、本国でも食べないようなものしか持ってこられなかった。そのよ

うに、海外の市場でも、日本の位置づけは意外と弱くなってきているというのが実態だということを言

われています。 

 あと、海外の生産の状況によって、日本に輸入するのも変わってきている。輸入の状況も変わってく

る。いろんな多様な要因が絡んでいくというのが国際的な青果物の取引ではあるということです。 

○徳田委員 やはり今、国際市場は相当変わってきているので、それでちゃんと押さえておかないとい

けない。多分、輸出は伸びるとは思うのです。恐らく需要は高まっている。ただ、そこを押さえておか

ないと、10年するとがらっと変わっていて、オレンジの話もむしろほかに買われてしまって日本がいい
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ものをとれなくなってきているという実態をいろいろなところで聞くので、この10年ぐらいで大きく変

わる。多分、これからの10年でもっと大きく変わるところを押さえた中で輸出戦略を考えていかないと

いけないと思う。 

○反町補佐 これは次元がまた違うのですが、バブルのころに結構日本の人たちが海外に行って多くの

産地を開発し、現在、農産物が海外からに入ってきて、結果的に日本の市場へ年間を通じてある程度安

定した価格で供給されている。良いか悪いかは別として当時海外産地作りに投資したように、今、輸出

という分野に投資するというのも、将来を見据えた投資であると思います。 

○駒村座長 果物の実情について、詳しく現地の動きも含めて紹介、報告をいただきました。 

 果物輸出という面では、非常に情報をいただきましたが、実際の輸出を考えると、果実コストとか、

そういう側面、物流を考えると、果実だけではなくて農産物全体の中での位置づけとか、相手方に周年

供給を考えたときの、国内の体制づくりというのは相当大きな課題になって、それがどのぐらい着実に

進んでいるのかどうかというあたりが大きな課題と感じています。 

 

○駒村座長 今日の報告に対して再度、前回、19年の報告書に対してフォローアップする、加えていく

ということを意識しながら、いただいた報告とか論点を整理していくことになるのかと思います。 

○事務局（藤定） 前の報告のスケルトン案、これまで行われてきた対策とその効果というところ、①

ブランド構築から⑪を一通りフォローアップするために必要な方ということと、成功事例と、こういう

ものを分析してはどうかということで、スピーカーを選ばせていただいています。 

マーケット面では、ゼスプリ・インターナショナルの藤田統括部長、研究的な面で共栄大学の中村准

教授。フロリダの柑橘局と一緒にグレープフルーツマーケットを日本につくられたヤマノ＆アソシエイ

ツの武田社長、ジェトロの農林水産部からも輸出振興策、特に海外マーケット展開についての支援策と

か、あとは人材育成についてお話しいただきたいと思っています。 

 また、植物防疫課の検疫対策室から、検疫問題について、検疫措置の調和に向けた取り組みというこ

とで、非常に大きなマーケットであるインドとかアメリカとか、その他主要な国についてのお話をいた

だいてはどうかと思っています。そのほかに先々含めて、こういう方々のお話を伺ったらいいのではな

いかという意見があれば、ぜひ聞かせていただければと思うのですが。 

○駒村座長 イオンとか、実際に手がけているあたりの人の話を聞いて、それと、鈴木さんがいわれた

産地との関係とかというところを少し突っ込んでいくというあたりも必要なのかなという感じを受けた

のですが、取り組んでいく方もいろいろなタイプがありますから、難しいところはあるかもしれません

けれども。以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 
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第 2 回果樹農業研究会議事録 

 

１．佐藤氏報告 

 改めまして、ゼスプリ・インターナショナルの佐藤です。私どもは、ニュージーランドの会社でして、

こういうお時間をいただき、本当にありがたく思っています。 

 全体的な話と、今、私どもが輸出に対してどう考えているか、あと、栽培についてお話しします。我々

はニュージーランドのものを輸入して販売するというところが主ですが、国内で作っているのもありま

す。愛媛県、佐賀県、宮崎県でつくり始めています。皆さんもその辺の情報はお聞きになっているかも

しれませんが、40分から45分ぐらいで説明して、その後、質問にお答えしたいと思います。 

 現地のDVDをつくっていますので、それも含めて我々の現状の御案内をします。 

 国産での状況については、つくり始めたのは1997年ぐらいで、2000年から販売を初めています。 

 

（資料１） 

 ニュージーランド本国の現状です。商品としてキウイフルーツしか扱っていません。少し変わってい

る会社の一つと思います。ニュージーランドの生産者は2,700名ほどいます。彼らが我々の株主ですので、

基本的にワールドの人はニュージーランドのキウイフルーツ以外の商品は扱っていません。 

 ニュージーランド以外でもキウイフルーツを栽培しています。その生産者は日本ですと、先ほどの愛

媛、佐賀、宮崎。宮崎はまだ植える前の段階ですが、チリ、ヨーロッパ、イタリア、韓国、フランス、

そういったところでつくっている生産者が延べ1,400名ほどいます。これが生産の母体になっています。 

 

（資料２，３） 

 商品は、緑色と黄色のキウイフルーツだけという状況ですので、簡単にビデオにまとめました。 

（ビデオ上映） 

〇佐藤統括部長 実際、こんなところでつくっています。先ほどの映像が本社で、ニュージーランドの

オークランドから200キロ離れた田舎にあり、キウイの畑も近辺にある。北島で植えています。 

 

（資料４） 

 全体的な状況を説明します。果実の現状を見ると、全体的には消費は非常に厳しい。皆様と共有して

いる動向と思います。使っている金額もそんなに大きくはない。 

 

（資料５） 

 その中で、キウイフルーツの消費については全般的に少しずつ上がってきています。全体的な果実を

食べなくなるダウントレンドの中、キウイフルーツは消費者の方に興味を持っていただき、現状に立っ

ているという状況です。 

 

（資料６） 

 2014年の段階でこの感じですが、2015年はもっと伸びています。 
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（資料７） 

 2,103万トレー、3.5キロのシングル換算です。2014年から2015年で12％程度伸びています。 

 

（資料８） 

 販売の状況です。緑色のものは大体年間を通じて皆様目にとめられると思います。ニュージーランド

産は４月中旬ぐらいから間もなく終了になって、国産のほうにバトンタッチをします。 

 新しい品種の販売を今年本格的に始めました。黄色いサンゴールドという品種です。全てニュージー

ランド産です。右の片隅にあるのは国産のゴールドです。こちらはまだHort16Aという、以前からの品

種を販売しています。今、それをサンゴールドに改植するという方向で業務を進めている。 

 

（資料９） 

 ニュージーランドの現状ですが、2013年、未曽有の危機に瀕しました。かいよう病の問題です。突然

発症したので、最大のリスクを背負いました。生産量は激減しました。従来のHort16Aはほぼ全滅です。

わずか１年、２年です。そんな中で出てきたのがサンゴールドという新しい品種で、これは完全に耐性

があるわけではないが、Psa3に対しては耐性がHort16Aより強い。たまたま改植を進めていた段階でこ

れが発症しました。そういった運もあり、数量的には急激に回復をしました。残念ながら以前の品種は

ほぼ全滅というのが現状です。 

 

（資料10） 

 今後５年間の予想です。日本の販売数量は、大体年率４～５％ぐらいずつで伸びると検討しています。 

 

（資料11） 

 改めて重立ったことをするのではなく、本当に基本的なことを着実に行っているというのが特徴です。

マーケティングに関して、生産量について、それから、お客様に対して、ただ、いろんな理論がある中

で、青果業界に合ったものに変換していこうと考えて行っています。 

 

（資料12） 

 組織の基本業務は、５項目が挙げられます。その中の３つの基本戦略が、コストのリーダーシップ、

差別化、集中で、この３つを基本業務として行っています。 

 

（資料13） 

 マーケティングは何かをマーケティング協会の定義でいうと、個人や組織の目的を満足させる交換を

創出するためのアイデアです。 

 

（資料14） 

 平たく言うと、ものが売れるための仕組みをつくる、これがマーケティングの理論ですので、それを

青果業界に当てはめたものにしていくのが我々の考え方です。 
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（資料15） 

 イノベーションという言葉が出てきます。新しい満足を提供するのに単純に発明や技術の革新だけで

はなく、市場におけるイノベーション、消費者との行動をどう誘導していくか。ここが恐らく青果業界

にとって非常に重要だとの認識を持っています。 

 

（資料16） 

 マーケティングのコンセプトの推移です。我々は農業に従事しています。農業ですので、生産志向で

す。初めに、製品の生産性の向上、グリーンだけのマーケットに黄色い商品開発をして、それをさらに

進化させた。生産志向から製品志向。今度はそれを販売志向に持っていき、現状のゼスプリは恐らくマ

ーケティング志向のところに来ている。それから、ソーシャル・マーケティングのほうに移っていく。

その過渡期にあると思っています。 

 

（資料17） 

 農業に従事しつつ、マーケティングについて話します。基本の4Pが必ず出てきます。Product、Price、

Place、Promotionです。ゼスプリは、これにのっとっています。 

 

（資料18） 

 製品は、キウイフルーツの一品です。商品名でいくとキウイフルーツ。色が２つある。多くの商品が

ある中、女性の方が非常によく買うのは何故かと、問題として出てきます。いろんな形で問題解決に対

するために買うと思います。 

 

（資料19） 

 その中、ゼスプリは何をしているか。まず、ブランドです。ゼスプリというブランドに1994年から切

りかえ21期目になります。品質、味、これをお客様に満足していただけるもの、それと、意外と侮れな

いのが包装資材のところです。例えば箱、パッケージも実態部分としてプロダクトという政策の中で相

当力を入れて改善をした。輸出に対して、箱がきっちりしている、製品の内容、例えばバージンバルブ

でないとだめだとか、そういう部分の基準値も含めながら、超えられるスペックを長い間をかけて改善

をしてきています。 

 実態部分に関しては、生産志向のころに相当プロダクト自身に力を入れた。ですので、味にも消費者

が満足して、数字が少しずつ伸びていると思います。 

 付随機能については、安全性。農薬を含め、ポジティブリストの問題、残留農薬の問題、特に我々は

輸入果実というカテゴリーになります。 

 残留農薬検査は自主的に何回も行っています。もちろん農林水産省、厚生労働省の指導のもと、やっ

ている検査もあります。ということで何か問題が発生したことは一度もありません。自信を持って安全

性もお知らせしていますし、当然、GLOBAL G.A.P、JGAP、全てクリアしながら供給を行っている。 

 あとは、食べ方とか、供給の問題。これも非常に大きい。特にグリーンのキウイフルーツをイメージ

されますと、かたくてすっぱい、おいしくない。これがベースではないかと思うのですが、我々はどう

したらそれをおいしく提供できるか工夫しています。例えばバナナ。バナナは輸入したとき、真緑です。
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追熟して黄色くし、おいしく出している。キウイフルーツも同じ理論で、追熟したおいしいものを店頭

展開するために、二十数年間努力をしています。黄色とはグリーンとは違う戦略があります。 

 あと、新しい商品の開発です。 

 

（資料20） 

 製品政策です。私どもは赤い星のあたりにいると思っています。青果業界の中では、新しい品種がな

かなかない。新しいものがない。これが青果業界において改善していきたいものです。私どもとしてみ

ると、緑のキウイフルーツしかない中に、黄色いキウイフルーツを開発して出した。これはとても大き

な業界に対するインパクトだったと思います。 

 とはいえ、果実の産業は本当に厳しいのも現実ですので、いろんな方々と連携をとりながら、果実の

業界を盛り上げていきたいと思っている次第です。 

 

（資料21） 

 ゼスプリの仕組みとして、追跡するシステムがあります。シールを張り、バーコードでいろんなトレ

ースバックができる仕組です。 

 わからないことはほぼほぼない。例えばいつ、誰が、どういう農薬で、どういう栽培をして、どの船

に乗ってきたか、そういうところまで全部データで出てくる。ですので、消費者レベルで何か問題が起

こっても、すぐトレースバックができるのが特徴の一つです。 

 もう一つ、フルーツにフルーツラベルがついている。果実にこういうシールが張ってあるのはないと

思います。バナナも全部はついていませんし、グレープフルーツもついているものもあれば、ついてい

ないものもある。我々の場合は、ほぼ全部につけているので、少し変わっている仕組みと思います。 

 

（資料22） 

 またやはりおいしいものをということで、一番右が新しく今期主力で発売をしたサンゴールドの、糖

度表示です。大体16から18度くらい。その隣、スウィートグリーンも３年ぐらい前から売っている。新

しいグリーンの品種で非常に甘い商品というのをごくわずか開発して出しています。 

 

（資料23） 

 製品戦略と販売戦略です。今後伸びていくのに必要なところではないかと思います。製品戦略につい

ては、おいしいものを出していく。それから、安全性の追求というのが非常に重要である。それ以外の

販売戦略で行きますと安定供給。これを私どもは実は非常に重要視しています。要は、天候リスクなど、

いろんなリスクがある中で、私どもはほぼ常に供給できる体制というのをとっています。 

 安定供給の優等生はバナナですが、今、私どもが消費者の方々から求められているのは、４番と５番

のところです。品質は良くて当たり前という感覚で消費者の方は思っていますので、４番、５番のとこ

ろに非常に注力してやっています。 

 

（資料24） 

 プロダクトのところでは、いろいろなものを開発中です。手でむけるものや、中がピンク色など、色々
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な商品を今も開発中で、2017年ぐらいから新しいものも出していきたい。もちろん、育種権をとってい

ますので、日本でつくって、輸出というのも視野に入れながら、商品開発を行っている。 

 

（資料25） 

 これが最近の新商品です。スウィートグリーン。見た目は緑のキウイフルーツと変わらないのですが、

非常に甘いキウイフルーツです。ただ、棚もちや出荷される期間が非常に短いというのが特徴です。 

 サンゴールド。従来のものよりも栄養価が高くて糖度も高い。これらを提供しています。 

 

（資料26） 

 製品上のイノベーションとしては、品種改良、安全性や、保管、輸送です。下の２つ、これも色々な

イノベーションが必要になってきています。例えば輸送の方法。ニュージーランドからは、専用船で、

冷蔵で持ってきます。その船の老朽化がだいぶ進んでおり、船の数が相当減ってきている。輸送上の問

題が５年後ぐらいまでに問題になって来ると考えています。 

 

（資料27） 

 Placeです。流通関係。1994年にゼスプリという社名に変更して、ニュージーランド産のキウイフルー

ツを取り扱うことに対して、まず業界の皆さんにやる気を持ってもらうこと、これが私どもの一番の仕

事でした。キウイフルーツはかたくてすっぱい、置いても大して売れない、なんだかよくわからない商

品というところから、いろんな形のものを投入しました。 

 例えばチャネルとして、各卸売市場、専門問屋、その先で売られているところ、量販店も含めて、い

ろんなところを開発してきました。 

 最終的には、やはり売り場の確保と、一番いい売り場で広く欲しい、長く欲しい、これによって、消

費者に対して認知をいただくということで、約20年間力を注いだ結果が今に至っていると思っています。 

 

（資料28） 

 流通政策では、特に流通業者です。これは難しかった。中央卸売市場、現在152カ所あると思います。

皆さんなかなかお取引をいただけなかったのも20年前の思い出として私はもっています。 

 そんな中で、商品や、もの、情報の流れ、などを改革していきました。 

 

（資料29） 

 もう一つ大きな柱があります。業界のいろんな方々、例えばキウイに対して働いている方、会社の両

方のメリットを出さないと、なかなか取り扱っていただけない。こういうリスクを私どもがとって、や

っていきたいということで、インセンティブ。個人的に何か金銭的にインセンティブを出すということ

は一切やっていません。そんな中、会社には利益が出るような仕組みであったり、担当者にはキウイフ

ルーツをわかってもらえるような仕組みであったり、そんな形のものを投入して、今までに至っていま

す。 

 

（資料30） 
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 我々の役目をこのように考えています。我々は生産者と消費者をつなぐ橋でありたいということです。 

 

（資料31） 

 前から出ていますが、ウイン・ウインというのがウイン・ウイン・ウインになって、こんな形のもの

の役割を担っていると、流通政策の中で説明しているのが現状です。 

 

（資料32） 

 流通上の問題。流通政策ですと、卸売業者対策、量販店、この２つが非常に大きく、20年ぐらい行っ

てきたという状況です。 

 

（資料33） 

 価格、当然、一番いいもの、おいしいもの、見た目もいいもの、全部それをクリアした中で、価格に

影響しなければならない。 

 

（資料34） 

 私どもがやったことは、消費者に幾らだったら買ってもらえるかを徹底的に調べました。イメージで

いくと、キウイフルーツは１個128円で売っている、どこに行っても同じとなっていると思います。少し

前までは98円だったと思いますが、ほかのものの物価上昇も含めて見ていきますと、消費者に満足して

もらえる、少し高いなと思われないところで、消費者にも、流通にもメリットがあるような価格政策を

常に考えながら調整をしています。 

 

（資料35） 

 プライシングに関しては、多くの要因があります。例えば為替です。そういう要因がありながらも、

消費者に買ってもらえる価格を追求し続けているのが現状です。 

 

（資料36,37） 

 最後にプロモーションです。 

 2015年はPR関係、マスコミュニケーション、店頭でのプロモーションも含め、PushとPullの戦略の中

で、組み合わせてプロモーション戦略を立てています。 

 

（資料38） 

 基本戦略は、例えば他の果実、バナナの会社、国産を含めて、競合の方々を排除するような行動は一

切とっていません。果実全般が盛り上がるようなことをキウイでできないかを考えながらやっています。 

 

（資料39,40） 

 2015年にやった活動です。キウイは誰が食べているのを、ずっと調べています。残念ながら、食べな

い方はほとんど食べないのが現状です。年代を見ると50代以上の方がほとんど食べています。それと、

栄養素、栄養価値が購入のポイントになっている。ということと、店頭で意思決定されている。今日キ
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ウイを買おうかなと思って買われる方がいないのも現状です。 

 

（資料41） 

 そういったことも踏まえまして、４つの戦略で行っています。 

 ロイヤルティー、年代ではもう少し若い方にも買っていただきたい。 

 

（資料42,43） 

 テレビコマーシャル。瀬戸朝香さんを起用して２年目です。 

 また、多くのメディアのサポートを行っています。新聞関係、デジタル、雑誌。 

 

（資料44） 

 健康PRです。最近、健康番組が増えてきましたので、そういったところでのキウイの取り組みの活動。 

 

（資料45） 

 マストバイといいますが、シールを張って応募してもらうような消費者向けのキャンペーン。 

 

（資料46,47） 

 店頭活動です。多くの店頭活動を行っています。お子様に体験してもらうもの。 

 

（資料48） 

 大きなハーフカットで食べてもらう、ショッピングモール等々で行っていますが、これが年に1,000店

舗分程度実施しています。年間では500万人にキウイフルーツのハーフカットを配っている状況です。 

 

（資料49） 

 POP資材の関係です。果実の場所は、スーパーではトップフロントにあります。入ってすぐ必ず果物

野菜売り場がある。最近は少し総菜が増えていたと思いますが、POP、こういった形で訴求することに

よっての購買は、少なくとも10％か20％程度上がるというデータも出ています。 

 

（資料50） 

 こういった資材を配っています。 

 

（資料51） 

 ４月から１月ですと、テレビコマーシャルはその都度入れる形をとっていますが、メーンは６月、７

月、９月。それ以外、店頭でのサンプリング関係は年間を通じて行って、大体1,000回から、小さいもの

を入れると、全部で１万店舗ぐらい行っています。 

 

（資料52） 

 活動をまとめると、このような形です。ゼスプリという名前を知っている方は、余りいない。６割ぐ
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らいです。バナナではドール、かんきつ類ではサンキスト等々の著名ブランドは、大体９割以上の方が

知っているので、少しブランドの認知を高めていきたい。 

 

（資料53,54） 

 販促上のイノベーションとしましては、いろんなことをやりながら進めています。 

 これをどう組み合わせていくかというところが一番重要かなと思いながらやっています。 

 

（資料55） 

 全般的なところです。日園連が来ていますが、随分前から情報の共有化をお願いしています。私ども

は外資でしたので、なかなか歩み寄れなかったのですが、月１回必ず我々の販売数量、状況等々全部開

示しています。国産の皆様と情報共有をして、私どもとしましては、シーズンが間もなく終わるので、

国産のグリーンのほうにバトンタッチをしたい。終わりましたら、バトンを受け取りたい。そんな12カ

月を目指しながらやっています。あとは、育種権の問題です。 

以降、輸出について説明したいと思います。 

 

（資料56） 

 国内におけるゴールド栽培、四苦八苦し、本来なら今の数量の３倍から４倍作っていたはずですが、

愛媛県と佐賀県で契約栽培を行いました。残念ながら、なかなかうまくいっていないのが現状です。 

 

（資料57） 

 ゴールドキウイだけでなく、国内のキウイフルーツの生産量は年々下がっていっている。年率２％か

ら、大きいと３％ぐらい下がる、10年たったら10％、20％下がる。大問題だということで、1990年代後

半から、国産のゴールドをつくり始めました。発売を開始したのは2001年ぐらいからですが、ちょうど

15年たって、非常に厳しい状況に追いやられたのは、かいよう病の問題です。 

 

（資料58） 

 2014年においてもPsa3の発生が確認されています。従来のHort16A、特に国内ではレインボーレッド

も比較的弱いほうだと思うので、福岡県、静岡県等々での生産量が減っています。我々のサンゴールド

はこれに対しては耐性が若干強いというのが現状です。相変わらず原因不明で、何か手当てがあるかと

いうと、なかなかないので、これも共存していくしかないと思います。 

 

（資料59） 

 我々の販売している数で、3.5キロのトレー換算で38万トレー分程度が現状で、２割ぐらい昨年より落

ちています。かいよう病、立ち枯れが大きな問題で、2012年から見ても、だんだん下がっているのが現

状です。ようやく2014年から宮崎のプロジェクトを開始しました。それでも全然満足はしていません。 

 

（資料60） 

 輸出については、2010年から取組んでいました。2010年のとき50万トレー程度あったので、出荷した
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いということで検討したが、そのときに包材の問題、それから、輸出に対しての認識を誰にも持ってい

ただけなかった。これが非常に大きな足かせとなった。 

 では、注文は来るのでしょうか。先ほどの数ぐらいでしたら日本の価格にプレミアムをつけるから全

部くださいと言われています。そのぐらい日本産ということの安心感、物すごい人気があるのも事実で

すので、我々としましては、いろんな問題を解決しながら、いち早く出していきたい。やはり絶対数量

が足りないのが現状です。恐らく最低でも400万トレーから500万トレーぐらいを早々に実現していきた

いと取組んでいます。なかなか進んでいないというのも現状です。 

 

（資料61） 

 新しい品種の候補、いろいろやっています。出願登録済みのものもあります。ですので、今、黄色と

緑ですけれども、恐らく赤いもの、レインボーレッドはもう出ていますが、どちらかというとピンク色

といいますか、本当に全部が淡い赤い色になる品種を持っていますので、恐らくそれが2018年から販売

がスタートするのではないか。そうしますと、黄色、緑、赤。本格的に信号のような販売ができるよう

になるまで、あとわずかのところまで来ている。それもつくって輸出したいのですが、なかなか進めら

れないというのも現状です。 

 

（資料62） 

 最後になりますけれども、我々が今、考えている脅威と機会を最後に話します。 

 やはりTPPですね。ニュージーランドのキウイフルーツ、TPPが発効しますと、即時関税撤廃になり

ます。6.4％の関税が即時撤廃ですので、それも考えなければいけない。それよりも国産のキウイフルー

ツを輸出していく、いわゆるプレミアムな商品、これを大きな機会として捉えています。ですので、今、

ある畑、愛媛県、佐賀県をいち早くサンゴールドに改植をして、生産量を高めることと、プラス、新し

い畑の開発というのを早急に進めていきたい。 

 一番最初から始めてかれこれ15年以上の歳月がたっていますが、一番下のところの「輸出に向けて」

というところに書いていますが、インフラの整備や安全性、これも解決しなければいけない問題が残っ

ています。私どもは、輸出についても非常に展望があるという認識で進めています。 

 とはいえ、生産者の高齢化、これもやはり非常に大きなもんだいです。 

 あとは、TPPとは関係ありませんが、ほかの国からの輸入、イタリアの輸入解禁申請が、出るか出な

いかというのがありますが、持ってくるまで４週間かかるのです。そういう輸送のインフラ等々の整備

というのも考えながらいきますと、それよりは日本でつくったものを輸出していくのが、早くできるよ

うになると思っています。 

 

（PP） 

 きょうのテーマとしましては輸出をということでしたけれども、私どもの考え方は一応こんな形です。

40分間お時間をいただきまして、本当にありがとうございました。  
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２．中村氏報告 

 「我が国の生鮮果実加工品の海外販路拡大」というテーマで科学研究費で、海外の35カ国ぐらいを歩

いて、実際に現地の消費者の方に調査を依頼し、その結果をもとに、農産物をめぐるバリューチェーン

構築の可能性を研究しました。ということで、きょうは報告させていただきます。 

 

（資料１） 

 今回、研究会にお招きいただきまして、ありがとうございます。 

 これはMesse Berlinで果物の展示会をやっていたところです。金星とか、ふじとか、世界一とかを実

際に並べています。2007年か2008年ぐらいです。日本産の果実の輸出を研究してきたのですが、主に現

地の消費者の方からお話を聞いて調査した結果を中心に報告します。 

 今後、どうやって青果物の輸出を拡大できるのかということについて、お話しようと思っています。 

 

（資料２） 

 私は共栄大学国際経営学部におり、昔は世界の多くの国を回っていました。最近は、例えば放射性物

質に関する安全性とか、沖縄のパインアップルとかの調査をしています。 

 

（資料３） 

 「はじめに」ですが、この後、我が国ではこれから少子高齢化が進んでいき、農産物市場も減少して

いくと思います。その一方で、世界の食市場というのはアジアを中心に富裕層が拡大して、人口が増加

している。アジアの市場は、３倍ぐらいに増加するのではないかと推定されています。 

 日本の近年の輸出については、円高とか原発事故という影響があり、一時的に落ち込んでいますが、

昨年度の輸出額は、統計をとり始めて以来最高になっています。今後、農産物の輸出を拡大して、成長

産業にするには、世界市場を取り込んでいく必要があるのではないかと考えます。 

 

（資料４） 

 今日の報告では、輸出先国の消費者のマーケティングリサーチを通じて得られた知見をお話しします。

今の農産物輸出の概況を報告し、私が実際に歩いてきた国、東南アジア、香港、シンガポール、タイを

中心に、そこで販売されていた、栃木県のにっこり、とちおとめ、巨峰、米について報告します。ヨー

ロッパについては、リンゴの輸出について説明します。そこから得られたバリューチェーンの構築の可

能性について、提案してみたい。 

 

（資料５，６） 

 今の農産物の輸出の現状ですが、輸出額は、2011年には4,511億円だったものが、2012年には4,497億

円に若干落ち込んでいます。この間、円とドルの為替レートは80円です。現状の３分の２ぐらい。ユー

ロはこのころ102円でした。この間、本当に円高が進みました。 

 一時的に、輸出額が下がったのは、原発の事故だけの影響ではなかったと思います。香港で2011年と

2012に調査していた際には放射線物質に関する影響度が大きく、過敏に反応したが、それだけではない。

現在は、香港市場などはとても落ちついています。 
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（資料７，８） 

 農産物の今の目標値ですが、来年の目標が7,000億になっています。オリンピックのころは１兆円を目

標にしています。私が調査しているとき、この金額は夢物語ではないかと、そんなに売れている状況が

正直言って、私には全然感じられなかったが、ここ数年香港に行くと、本当に１兆円超えそうだ、円が

安くなり日本食の人気が物すごく伸びている。昔、香港でラーメンはだれも知らなかったようですが、

今は普通に日本食のラーメン屋があり、リンゴ、牛肉、米も外食店が結構多くなり伸びています。 

 

（資料９） 

 初めて香港に行った2008年、2009年頃の状況は、誰でも北海道のホタテは知っている、干しアワビ、

貝柱、ナマコ、こういうものが普通のショップにも売っている状態でした。 

 普通に店に行っても、日本語で表示してある。日本の農産物が売られている状態で、富裕層に人気が

高かった。 

 

（資料10） 

 事前に調べたところ、あまおうが人気で非常に売れている。赤梨も青梨も多くて、有機農産物もかな

り売れている。青梨の二十世紀が香港市場と台湾市場に非常に多く入ってきているということでした。 

 

（資料11） 

 実際の調査前に香港に行き、栃木県庁と合同で西田西友というスーパーに現地調査をしました。調査

項目的な感じで、あまおう、にっこり、などの品種名を調査票に入れ、どれぐらいの品種を知っている

かを調べましたが、ほとんどの品種がわからない。例えば、あまおうは店に並んで、私たちの目につく

ぐらい買っているけれど、品種を見て買っているわけではない。名前は知らなかった。 

 梨も、二十世紀が売られていたので、品種名を知っているか調査したら、１割程度しか知らなかった。 

 大学の経営学部の学生でも品種はほとんどわからない。日本の子供と同様、香港でも本当にわからな

いことがわかりました。 

 感覚的に、日本のイチゴというのは赤くて大きいという程度しか分かっていない状況でした。 

 

（資料12） 

 当時の香港とタイの価格は、さがほのかが30香港ドル程度と、アメリカ産と同じぐらいでした。品種

はわかりませんが、韓国産のイチゴは日本産より10香港ドル程度高かった。 

 梨では、にっこりが78香港ドルで、中国産の黄金梨の価格の５倍近くでした。タイのバンコクの伊勢

丹では、タイ産のイチゴ価格の５倍でした。 

 

（資料13） 

 香港は一般的に日本のイチゴ美味しいと知っているぐらい、食べる人もいますが、タイは2009年まで

ほとんど食べたことがない、本当に珍しい状態でした。それで５倍だったので、食べた瞬間は非常にう

まいというのですが、高過ぎるという声を100万回ぐらい聞きました。 
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（資料12） 

 現地での日本産の価格です。にっこりの価格は78香港ドル。とちおとめは58香港ドル。とちおとめは

バンコクで500バーツになるが、香港ではこの値段でも大体８割か７割ぐらいは買うとの話ですが、タイ

になると、物価が全然違います。非常に評価が高いのですが、価格を見せると、こんなものを誰が買う

という感じで、現地の通訳に、高過ぎて買わないと言っているという話をされました。 

 

（資料14） 

 香港は、完全にあまおうの天下でしたので、２年目にどうにか「とちおとめ」を売ろうと、フェアを

やったのですが、同じ場所で大体同じ時期にやっているけれど、栃木県ブランドはほとんど知らない。

知っている地名を聞くと、東京、大阪、北海道。沖縄でさえわからない。やはりローカル戦略は難しい

という話になりました。 

 シンガポールのスコッツ伊勢丹の日本人店長が言っていたのが、販売物の産地がわからない。福岡は、

ちゃんと福岡がわかるマークをつけている。栃木県もマークをつけなければだめだと言っていた。今は

ジャパンブランドで売る状態になっていますが、そのころはローカルブランドで、これはとても太刀打

ちできないとの実感がありました。 

 ２年目には、大きい「とちおとめ」を輸出したが、香港人は日本産の大粒を好むのですが、クロス集

計すると、高齢者は割と小さいのを好むという感じがしました。 

 特徴は、あちらでも富裕層の人は非常に安全性を求めるし、有機農産物のほうが良いとの話もされま

した。香港では必要という感じでした。 

 

（資料15） 

 米の話をします。果物で通用することは米でも通用するのかをきっかけに、米を調査しました。これ

は比較的新しい調査です。2013年の調査と思いますが、どうして日本の米が売れているのかですが、関

税がゼロで、安いというのがあった。米加工品、お酒などが結構売れている状態で、米の粒、我々が食

べるようなものも２倍に増えているという状況でしたので、調査しました。 

 

（資料16,17） 

 SWOT分析で見ると、日本産の強みは、すごく高いけれどおいしい、どこでも言われる話です。それ

と日本製は非常に信頼が高い。 

 弱みは、価格差が限界に近いぐらい高い。我々日本人は日本の農産物は品質が高いと思っているので

すが、現地でよく言われるのは、古くまで置かれていることです。品質は本当に確かなのかということ

をあちらのバイヤーにすごく言われています。我々は品質が高いものを送っているのですが、価格が高

いので、結局長く放置して品質が落ちている。これもお国柄かと思いましたが、イチゴのパッケージを

店に並べるとバイヤーが爪を立ててかたいかやわらかいかとやっている。当然潰れるので品質が悪くな

る。日本では考えられないことが起こるのが実感です。 

 日本食を食べる機会が非常に多くなり、日本の短粒種も結構食べる機会もあるので、機会が増加した

ということもあります。 
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 脅威としては、パリでも同じですが、日本食レストランのシェフが日本人ではなくフィリピン人で日

本食をつくっている。スウェーデンですし屋に行きましたら、すしを１年間勉強してきたモンゴル人が

普通にやっている。そういう人が日本産の食材を買うかというと、買いません。アメリカ産、中国産の

ものを購入してしまうことが、脅威の一つとしてあります。また、まだ原発の影響で、５県の青果物と

か乳製品が輸入停止品目になっています。 

 

（資料18） 

 簡単に考察した結果をお話しすると、日本産は非常においしさ、安全性、信頼性の評価が高いので、

中国産やアメリカ産より高くても購入するという現状はあります。アメリカ産より日本産を選択する方

の年収は高いので、富裕層が購入している。現地の人がどちらかを買うかをみると、価格差の関係で日

本産よりアメリカ産を買ってしまう。安い日本産のものがあれば、一般の主婦にも買ってもらますが、

業者ですと、安いアメリカ産を買うということです。 

 普及を図るには、店売りもとても大切と思うのですが、結構お店の方が来る。お店の方が巨峰を買っ

て、これが日本の巨峰だと売っている。そこで、日本食レストランを販売ターゲットにして、価格差を

克服し、飲食店に日本産を浸透させた後に、一般的な消費者にも買ってもらえる戦略もいいと思いまし

た。 

 服部幸應先生に日本国際地域開発学会で講演してもらったときのお話の受け売りですが、例えばシェ

フに一旦売って、次に一般の消費者に売る戦略もいいのではないかと思います。 

 

（資料19） 

 シンガポールに巨峰を売ったときのお話です。GDPは日本より２万ドル高い状態になっていますし、

購買力平価は世界３位です。あちらにも広尾とか田園調布に住んでいた日本人がいる。ドバイなども世

界中の金持ちが来る所得が高い国だと思いますが、ここは、植物検疫も緩いので、世界中の、日本のほ

とんどの農産物が入ってきていると思います。 

 

（資料20） 

 当日の価格水準は、これを見るとわかります。我々は栃木県フェアで参加して、巨峰を16.9シンガポ

ールドルで販売しました。島根県のデラウェアに次いで安い価格です。それでもアメリカ産のものと比

較しますと大体４倍になります。 

 

（資料21） 

 Autumn Royalは３シンガポールドルですから、５倍の格差があります。結局、オーチャドの金持ちの

方が非常に多くても、巨峰は余り買わないのでいっぱい並んでいる状態です。Autumn Royalはもう全部

ないです。買った皆さんがすごく高価だと言っていました。 

 

（資料22） 

 価格の評価を聞いたのですが、巨峰は10シンガポールドル程度なら買うと。日本円では671円です。600

円ぐらいですので日本人の感覚と同じぐらいです。そういう感覚で買うという感じです。 
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（資料23） 

 日本人が皆さんAutumn Royalを買っていくので、どうして巨峰を買わないのかと聞きました。私たち

は巨峰の値段を知っているので、非常に高いのはわかっている。シンガポールは、オーストラリアやア

メリカからでもすばらしい農産物が入ってくるので結構おいしいと言っていました。 

 Autumn Royalは種なしです。食べさせられたのですが、本当においしいブドウだと感じました。 

 

（資料24） 

 JAは種なしより種ありのほうが輸出しやすいと言い、農家は種なしはおいしくない、どちらにするか

を栃木県庁で検討し、現地調査で低価格性が求められたので、種ありを売りました。 

 認知度がない状態ですので、日本人以外の巨峰の購入リピーターをどう増やすかが課題でした。 

 

（資料25） 

 次は、EUです。Messe Berlinで行ったリンゴの官能調査の結果です。王林、シナノゴールド、栄黄雅、

星の金貨という品種のうちどれが好まれるのかを調査してきた結果です。 

 

（資料26） 

 どういうふうに食べているかを調べました。現地で食べられているリンゴは75ミリ玉の大きさで、皮

つきで食べる。食習慣はなかなか覆すことはできないという結果になった。 

 

（資料27） 

 は蜜入りをWater Coreといい、蜜があったらくり抜いて食べるぐらい人気がない。蜜が入ると周りが

甘いと十分説明するのですが、それでも蜜があったら嫌だという結果になりました。有袋と無袋では、

無袋でいいよという結果が出ました。 

 現地のリンゴの展示状況です。日本だけが大きなものを並べている。ほかの国々は、イギリスと同じ

ような大きさのものを売っている。日本だけが大きいものをやっているという不思議な感じでした。 

 

（資料28） 

 日本産の総合評価が高かったのは、シナノゴールドと王林です。本当においしい、大好きだとの結果

がでました。フィンランドでも同じですが、適当な大きさではない、でか過ぎると言われました。 

 ニュージーランドの人には、あんなに大きな市場があるのに何しにここに来ると言われました。 

 王林の輸出の最初はイギリスとスペインだったそうです。片山りんごの片山さんに聞いたのですが、

ジュースの価格が大変安くなってしまったので、王林の小果実が売るところがないので輸出した。スペ

インで失敗した理由は、結局日持ちしないことでした。 

 私の感覚ですが、香港に行きますと、アジア、日本神話が通用する。ヨーロッパに行くと、こんなに

きれいなリンゴは要らない。イギリスでは売れないと言っていました。価格プレミアムはアジアよりヨ

ーロッパが少ないような感じはしました。 

 ヨーロッパの人はおいしいとその場で言うのですが、裏に帰ると、こんなに高いもの誰が買うと悪口
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を言っているのを横で聞きながら、調査するというような状態でした。 

 

（資料29） 

 台湾も輸出は安定しているので、次は高所得国を狙おうと、青森ジェトロと、北欧に行きました。震

災前の2010年には契約もできました。STOCKMANNという北欧で最大のデパートです。そこに輸出す

ることになりましたが、震災で契約がダメになってしまった。 

 

（資料30） 

 北欧の経済を調べると人口が少ない。ノルウェーでも472万人しかいない。一番大きいスウェーデンさ

え900万人しかいない。しかし、ノルウェーはこんなに所得が高いかとびっくりした。ペットボトルが１

本400円する。調査は、ノルウェーのベルゲン大学のアーリング先生の協力を得て行いました。日本人の

感覚で所得階層をつくったら、これは大学でおばちゃんが掃除している価格だと言われました。 

 

（資料31） 

 実際に国民所得とか年収が高くて、購買力も非常に高い。 

 

（資料32,33） 

 ノルウェーとかウェーデンでもリンゴをつくっているところが若干はあるのですが、ほとんど輸入し

なくてはいけないような状況で、ほぼ完全な輸入国です。リンゴの供給量を調べると、日本は果樹と青

果を含めると20キロぐらいの水準になるが、北欧の諸国は非常に供給量が高かった。 

 日本より水準が高いのでリンゴの輸出先として期待が持てるということで、青森ジェトロとフィンラ

ンドを含め４カ国を回ってきました。 

 

（資料34） 

 フィンランドのヘルシンキのワインと果物の展示会で、大玉の価格を提示しどれを買うか調査をしま

した。価格を提示する前に食味や見た目でどう評価してもらえるか調査したのです。 

 現地の価格は国内市場の価格の大体２倍を想定し、ときは13ユーロ、世界一は11ユーロで売るという

想定で、ふじは弘前ふじで試しました。 

 

（資料35,36） 

 価格が一番高かったのが「とき」だったのですが、フィンランドの金持ち層の人が実際に見ながら、

これいいなと言って見ているのは「とき」ばかりでした。 

 高級品種というのは限られる。一般大衆品種を売る販売チャネルと富裕層向けの販売チャンネルを変

えることを考えなければいけないと思いました。 

 また、75ミリ玉が絶対条件だと思いました。どうしても地域の壁がある。よく戦艦大和型リンゴだと

いって、大きいものを持っていくのですが、駆逐艦にやられるがごとく、日本のリンゴはなかなか売る

のは難しい。2009年、2010年ぐらいのときはそういう状態でした。大きいのは日本でも高いといって持

っていくのですが、あちらで余り望まれていなかった。残念ですけれどもそういう状態です。 
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（資料37） 

 その結果を持って、イギリスとドイツとスウェーデンとノルウェーの４か国に行ってきた。調査に協

力したのは、ノルウェーはベルゲン大学、イギリスはノッティンガム大学です。ドイツはゲッティンゲ

ン大学、スウェーデンはスウェーデン農業科学技術大学の先生方に調査を依頼して、日本から検疫を通

してふじを持っていきました。 

 ふじとシナノゴールドですが、外観はふじのきれいさ、発色に感動されていた。青森の人はスウェー

デンに持っていったって売れないと言っていたが、そのスウェーデンでは人気で、片山りんごなどは、

それ見たことか、非常な人気だったではないかと言っていました。 

 しかし、大きさは欧州産のほうがいい、でか過ぎる、こんな大きいのは食べないと言われました。ノ

ルウェーの人も小さいのがいい、こんな大きいのを食べるかと言っていました。 

 総合評価が最も高かったのはスウェーデン。非常に総合評価が高かったという感じでした。 

 

（資料38） 

 次は、欧州のゴールデンデリシャスと日本のシナノゴールドを比較した表です。国によって違うと思

った。シナノゴールドはイギリスなどでは人気がなかった。余り好きではないとの感じで、ここでもシ

ナノゴールドのほうが大きいリンゴでした。欧州産のほうを欲しいといって、この大きさでないと私は

食べないよと言われました。 

 スウェーデンで非常に人気だったのですが、大体5.8ユーロの価格を提示した瞬間に、買うよと言って

いたのが急にトーンダウンし、５割ぐらいになるという感じでした。 

 輸出する想定価格が11ユーロ、12ユーロぐらいになると、１割ぐらいしか買わない。食べ物をその値

段では買わない。例えばドイツは西ドイツと東ドイツで東西統合している国なので、東側は物すごく食

料が安いという感覚がある。食べ物にこんな値段はかけない。お国柄が非常にある。日本はドイツのMesse 

Berlinに持っていくのですが、人気がないのはそこが原因と思います。ドイツの展示会に持っていくのに、

ドイツで契約できなくて、ほかの国の人と契約する原因になっていると思いました。 

 

（資料39） 

 最後になりますが、バイヤーと輸出業者に提言したいのが８点あります。 

 アラブはヨーロッパの一番酸っぱい粗悪なリンゴジュースを輸出される。だから、リンゴジュースは

酸っぱいというイメージがあるらしく、日本のリンゴジュースを飲んだときに、加糖だと間違えられる。

こんなにおいしいのをたべたことがないと、お世辞抜きで言ってくれる方というのは、裏でこんな高く

て買わないよという人もいるかわりに、本当に日本のものはおいしい、これは本当にマジックだと、日

本の農産物はマジックで、おまえらはこんなすばらしいものをよくつくると言われました。 

 

（資料40） 

 その反面、この値段でよく売りに来る。想定価格は日本の３倍以上ですので本当に高い感じがある。 

 

（資料41） 
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 輸出することによって、果物の産地は大変変わると思いました。香港で売るときに、緩衝材を置いて、

パッキングする方式なども変えていましたし、リンゴを輸出するときに、長期保存型のリンゴを輸出し

ましょう、推奨しましょうという流れも来ていましたし、有袋ふじは消えつつあって、葉とらずリンゴ

なども売れているのですが、実際に推奨されるようになったなどです。 

 

（資料42） 

 例えばどこの産地に行っても、どんなものでもブランドとして確立する可能性なども出てきました。 

 

（資料43） 

 ５番目ですが、例えばほかの輸出先国、まだまだ開拓できる地域があるというのがわかりました。例

えばGlobusでは、田子のニンニクが1,200円ぐらいですし、イギリスのWaitroseはいいものだったら誰で

もどんなものでも買うと言っていました。 

 

（資料44） 

 問題になってきているのは、小さい店内で産地間競争が起こってしまっていることです。シンガポー

ルのスコッツ伊勢丹の店長が、山梨と福岡と２つの産地が競争してしまっている、店内で産地間競争が

起こってしまっていると言っていました。 

 

（資料45） 

 売れないだろうと思っていたものが結構売れることもあります。ユズとワサビをまぜた「ゆずわさび」

ですが、我々からしたらへんてこなものなのですが、すごくうまいといって人気だったし、現地のバイ

ヤーやシェフにお任せして、日本食を使った独自の商品を開発してもらうというのも手なのではないか

と思います。 

 

（資料46） 

 日本人は世界で一番いいものを売っているという感覚があるそうです。それで、これいいだろうと押

し売りみたいな感じで、これはすばらしいだろうと言って売っているのですが、韓国のバイヤーがうま

いなと思うのは、サーベイが物すごく上手で、日本の農産物より品質は落ちるのですが、現地調査が非

常にうまい。やはり輸出先国にリサーチしながら売るというのは、韓国人は上手だなと思いました。そ

れは農産物だけでなく、工業製品などでもそうなのかというような感じです。 

 輸出先国の要望に応えた農産物の輸出が成功の鍵になってくると思います。 

 若干長くなりましたけれども、御清聴ありがとうございました。 
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３．吉村氏報告 

 日本貿易振興機構、ジェトロは、海外ビジネス全般のお手伝いをしており、経済産業省の傘下の独立

行政法人です。食品に限らず、工業製品や、最近では外食産業のサービス産業や、クールジャパン、映

画とか音楽とかコンテンツの海外ビジネスの支援。あとは、海外企業の日本進出、対日投資の支援をし

ています。 

 

（資料 表紙） 

 表紙にあるのが海外拠点です。現在、海外54カ国73事務所です。これらの海外ネットワークを使って、

ビジネスの具体的な支援をしています。 

 

（資料１） 

 国内の拠点図です。ほぼ全ての都道府県に出先を持っており、地元の生産者、事業者と密接に連携を

し支援しています。 

 

（資料２） 

 ジェトロは国の政策を実行する機関という役割を担っています。その中で、国の政策がどうなってい

るかというところを載せています。農林水産物等輸出促進全国協議会のもとに、農林水産省が司令塔と

なり輸出戦略実行委員会というのがあります。その中に、重点品目である水産であったり、米とか花と

か、青果物については、品目が多岐にわたって、品目を統一しての戦略を立てづらいということで、リ

ンゴであったり、花卉であったり、長芋という分科会に分かれています。 

 さらに、品目ごとの輸出団体というのが一昨年度から順次立ち上がっており、青果物においては今年

７月に日本青果物輸出促進協議会が立ち上がっています。 

 国のほうで土台をつくってもらって、それを活用する形でジェトロが農林水産省から補助金をもらう

形で日本の事業者が輸出するときの商流構築の支援をしております。 

 

（資料３） 

 ジェトロの中の取り組みです。輸出促進本部というのを設け、ジェトロ単独でできない部分は、食品

の場合は検疫の問題、酒では国税庁、水産や肉では厚生労働省等とそれぞれ協力をし合って輸出体制を

整え、実際に輸出促進していくということが必要になってきます。さらに、日本政策金融公庫、農業法

人協会、A-five、大日本水産会、事業者と接点のある業界団体ともそれぞれやっている業務を生かす形で

連携して、輸出サポートをしています。 

 

（資料４） 

 農林水産・食品部の中の体制です。去年までは海外見本市、国内商談会といった事業ツールで分かれ

て仕事をしていましたが、今年度からより品目に特化した形で専門性を高めて輸出の支援をするという
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方向にかじを切り、下のほうにある３つの課を新設しました。私は農林産品支援課で、青果物の輸出促

進の支援をしています。 

 具体的には、品目別の輸出団体との連絡調整、場合によっては共同で事業をしたり、あとは、青果物

であったら成果物に特化した見本市、国内商談会、品目セミナーの実施、あるいは、品目別のマーケテ

ィング情報の海外事務所から上がってくる情報などを集めたり、地方事務所が発掘した案件発掘をして

輸出につなげていくというお手伝いをしています。 

 

（資料５） 

 実際に輸出を支援するサポートメニューです。全て海外市場での商流づくりの支援ということで、大

きく４つ柱を分けて考えています。 

 １つ目は、海外に輸出される際、敵を知るということで、海外に関する情報とスキルの支援をしてい

ます。 

 ２つ目に、商流構築支援ということで、商談機会の提供。 

 ３つ目に、海外のプロ向けの情報発信、セミナーです。 

 最後が、個別の企業支援と地域単位での支援という形です。 

 

（資料６） 

 少し詳細に説明します。情報・スキル支援です。ジェトロは海外に事務所が複数あります。 

 

（資料７） 

 輸出重点国を中心に、海外コーディネーターという食品流通の専門家を現地において、現地の生きた

マーケティング情報を日々収集し、日本の企業からの問い合わせに対応し、定期的に、年に１度ぐらい

日本に戻って、その国のマーケティング情報についてセミナーをしています。 

 海外コーディネーターへの相談は無料で、メールなどで、例えばリンゴの値段は日本産が幾らで韓国

産は幾らですかとか、どんなときにリンゴはよく売れるのですかとか、リンゴを輸入しているインポー

ターはどんな人で、どういう商流になっているのかなど、現地ならではの生きた情報というのを海外コ

ーディネーターが集めて提供しています。 

 

（資料８） 

 また、各国の輸入規制調査をしています。重点品目と重点国については、調査項目、輸入条件はもち

ろん、農薬の規制や、あるいは表示ラベル、関税、それ以外の税はどうなっているとか、あるいは、販

売に係る規制がある国もありますので、総代理店でないといけないとか、そういったものを調べて、全

てジェトロのウエブサイトで公表しています。 

 

（資料９） 

 マーケティング調査です。海外に日本産の食品を売るには、まず、業務用から入るという御説明が先

ほどもありましたが、実際にはどうか。海外の日本食レストラン300店舗ぐらいにヒアリングをかけて、

どこから今、調達しているか、幾らぐらいで調達しているか、日本産に切りかえるとしたら何がポイン
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トになるかといったようなことをアンケートして、調査レポートにまとめています。 

 消費者の趣向性もマーケティング情報として大事ですので、海外消費者アンケートということで、毎

年都市を変えて調査をしています。これも全てウエブサイトのほうで全文公表しています。 

 

（資料10） 

 それ以外にも、食品輸出における現地の輸入制度、マーケティングにつながる調査など、日々調査を

して、ウエブサイトのほうにアップしていますので、御関心のあるものは「ジェトロ 食品調査」のよ

うにキーワード検索するとすぐ出てきますので、参考にしてください。 

 

（資料11） 

 ジェトロのホームページです。ここ２年、トップページは全て「農林水産物・食品の輸出を支援しま

す」ということで、組織を挙げて農林水産物の輸出を第一の主要業務だという認識でやっています。 

 

（資料12） 

 多くの調査をしていますが、非常に詳しくて長い、忙しくて読めないという経営者の方も多いので、

国別のマーケティングの基礎情報を、香港だったらどういう味覚が受けるとか、輸入制度でどういうこ

とを知っておかなければいけないとか、そういったところを１枚紙ですぐわかりやすく見ることのでき

るシートも載せています。また、食品の輸出統計を取りまとめて載せています。 

 

（資料13） 

 セミナーです。先ほども佐藤様、中村先生のほうからマーケティングの重要性のお話がありましたが、

私どもも同じようにマーケティングの視点というのはこれから非常に重要になってくると考えておりま

して、マーケティングの考え方を２日間集中的に学ぶという講座をやっています。 

 同じように海外にいる食の専門家である食品コーディネーターに来日してもらって、それぞれの国の

日本食市場、マーケットセミナーを開催しています。 

 

（資料14） 

 商談スキルセミナーです。より実践的なセミナーで、海外のバイヤーと商談をする前に何を準備して

おかなければいけないのか、当日、値段は幾らですかと聞かれて答えられない事業者も結構います。輸

出するときにはどういう価格立てをしなければいけないのか、あるいは、もっと基礎となる英語の名刺

も準備しておいてくださいねとか、貿易実務というのはどういう流れになっているのかなど、一連の説

明を行うセミナーを開催しています。 

 

（資料15） 

 マーケティングを学ぶマーケティングスクールの状況です。 

 

（資料16） 

 テーマ別のセミナーです。最近、アメリカであったら食品安全強化法であったり、ユダヤの方向けの
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コーシャだったり、イスラム圏の方向けのハラールというところに関心が高まっていますので、そうい

ったものを解説するセミナーも、全国各地で開催しています。 

 

（資料17） 

 品目別のセミナーです。品目に焦点を当てて、品目ごとの輸出の規制であったり、課題であったり、

実際に輸出に成功されている方のコツみたいなものを解説してもらうセミナーで、青果物についても年

に４回開催しています。３月に東京で開催する予定です。 

 

（資料18） 

 海外コーディネーターによる海外マーケットセミナーです。 

 

（資料19） 

 農林水産情報研究会という会員制度でして、これまで説明した調査内容はウエブサイトで全て公表し

ていますが、さらに深掘りした情報ということで、会員の皆様限定で情報発信をしています。 

 

（資料20） 

 ２つ目の柱のほうに移りまして、実際の商流構築支援として、海外見本市、国内商談会、海外商談会、

海外マーケティング拠点、⑤⑥について、それぞれ簡単にお話しします。 

 

（資料21） 

 海外見本市、これは文字どおり海外で行われる食専門の有力見本市に、ジェトロがジャパンパビリオ

ンを設けて、そこに日本の企業が出品し、商談してもらう仕組みです。 

 これは日本の事業者に大変メリットがありまして、１つは、出品に当たって海外の見本市の主催者と

外国語でやりとりする手間なく、ブースの設営、施工までも全部ジェトロで行うので、全て日本語のや

りとりで海外の見本市出展がかなうという手間と、出品料の補助というのがあります。出品料の３分の

１をジェトロが負担しているので、コストを抑えた形で海外見本市に出ることができます。 

 もう一つのメリットは、ジャパンパビリオンというジャパンの傘の下で出ることで、日本産であると

いうお墨つきをもらうことです。最近の海外見本市は中国産のすしの製品とか、タイ産の天ぷら粉とか、

一見日本風に見えて実は日本産ではないものも結構出てきたりして、海外のバイヤーから見たら区別が

つきづらい状況にはなっていますが、ジャパンパビリオンに売っているものは全て日本のものですよと

いうわかりやすいサインにもなっています。 

 

（資料22） 

 今年度、海外見本市を20本、世界各地で開催しています。 

 

（資料23） 

 国内商談会です。これは海外のバイヤーに日本に来てもらい日本国内で商談をしてもらうというスキ

ームです。日本事業者にとってのメリットは、海外に行くと出張費などがかかりますが、地元で開催さ
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れるものですと、無料で海外のバイヤーさんと商談ができるというものです。 

 

（資料24） 

 国内商談会今年度は33回開催しています。青果物についても全国各地で商談をしていまして非常に多

くの事業者に参加してもらっています。 

 

（資料25） 

 海外商談会ですが、輸出先として可能性の高い国であって、有力な海外見本市がない国を中心に、日

本から海外に出向いて、海外のホテルなどで商談をするというスキームです。これも年に10回、世界各

地で開催しています。 

 

（資料26） 

 今年度から始まった海外マーケティング拠点と呼ばれる事業です。海外の小売店舗の中に日本産品を

置く専用の棚をジェトロが買い取り、そこに日本の事業者の商品を置いて、購買記録を得て、商品のモ

ニタリングに役立てるもので、今年度は６カ所、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、アメリカ、

英国のロンドンで行っています。来年度はもう少し地域を拡充して実施する予定です。 

 

（資料27） 

 商社マッチングです。これは食品輸出をしたい事業者、輸出をしたいと思って、いきなり自分で貿易

実務もやって、直接輸出できる方はそんなに多くいませんので、まず、最初は商社の力をかりて、商社

に売ってもらって、そこからある程度できるようになれば、直接輸出に切りかえていく事業者が多くい

ます。そういった方のために、食品輸出を扱っている商社のリストをジェトロで整備して、このリスト

はいつも見ることができるのですが、実際にフェース・ツー・フェースでお会いして、商談をして、お

互いパートナーを探してもらうマッチング商談会というのを開催しています。商社と同じように、食品

の流通、リファーとか、果物でも輸送対応可能な物流会社についても、同じようにリスト化してウエブ

サイトでの公表と商談会も開催しています。 

 

（資料28） 

 海外のプロ向け情報発信です。これまでは、商品を商談の機会の提供でしたが、実際に継続して輸出

するには、商品の魅力や使い方、調理の仕方とかを、現地の食のプロの方に情報発信をしていかないと、

商品理解が進まないということもあるので、こういった形のセミナーを年間何回か開催しています。 

 

（資料29） 

 この写真は、海外見本市の中でのデモンストレーションです。例えば右上のドイツでのANUGAなどは、

和牛のセミナーで、和牛のおいしさを生かす調理法は何かとか、美しく見える和牛のカッティング方法

とか、そういった話をしています。 

 ベトナムのハノイで日本産のリンゴが９月に輸入解禁になり、明日初売りがあるということで、現地

のバイヤー向けに日本産のリンゴセミナーと試食会を開催する予定です。 



98 

 

 

（資料30） 

 国内商談会で来てもらったバイヤーに、現地視察ということで、商品がどういったところで誰がつく

っているかという、生産現場の一番川上から見てもらう視察プログラムを設けています。やはりつくっ

ているところを見ると、バイヤーの商品の理解と思い入れというか、彼らの営業トークの材料になるの

で、これはとても大事なことです。商談会のときは必ず現場も見てもらう形をとっています。 

 

（資料31） 

 個別企業支援と地域支援です。これは輸出有望な商品を持っていて、なおかつ、輸出を一生懸命頑張

りたいという熱意のある企業を私どもでアサインしている専門家が、商談が成約して安定輸出につなげ

るまで、最後まで一貫サポートする支援メニューを持っています。現在99社支援しています。後ほど、

こういったサービスを使って青果物輸出に成功した企業の紹介もします。 

 もう一つは、各地域から先行事例として、各都道府県に１品目何か輸出を成功させて、その取り組み

方法をほかの品目に広げるという、一県一支援プログラムがあります。青果物ですと、栃木県のイチゴ、

茨城県のメロン、山梨県のブドウ、大分県のシイタケについて、青果物の支援を行っています。 

 

（資料32） 

 個別企業支援で実際にやった事例です。海外商談会の専門家が同行し、同席をして、日本に戻ってき

たら、すぐお礼メールはこう書く、反応がよければまた一緒に海外に行くという、本当にしつこいぐら

いにマン・ツー・マンで指導するスキームです。これは最近、青果物の企業のお申し込みが非常にふえ

てきています。特に農業法人の方がみずから輸出も取り組みたいということです。 

 最後に、ジェトロによる各種サービスをお使いいただいて、実際に輸出に成功されている企業を３社

ほど紹介いたします。 

 

（資料34） 

 １件目は宮崎県でサツマイモをつくっている「くしまアオイファーム」です。こちらはサツマイモを

アジア、特に香港、台湾に輸出しています。国内でサツマイモを食べる方が減ってきたので海外に新し

い市場を探していた。県の即売会などに参加し、細々と輸出は続いていたのですが、単発出荷でなかな

か継続して輸出ができないということで、宮崎県の農業経営者法人協会によりジェトロに紹介されまし

た。 

 ジェトロで、どの国に輸出すればいいのか、情報を集めようということで、各種セミナーに参加して

もらいました。当時は宮崎に事務所がなかったので、福岡とか東京とか、参考になりそうなセミナーに

は、全国どこでも出かけていって、情報収集してもらいました。 

 次に、輸出支援相談サービスです。これは相談窓口みたいなものです。ふと思い浮かんだ疑問とか、

自分で調べてもなかなか出てこない情報とか、そういったものをジェトロにお電話していただければお

答えするというサービスですので、そういったところで何度もやりとりをして情報を得てもらいました。 

 最後に、輸出要望案件支援企業ということで、個別支援の段階です。そちらで商談会、海外見本市と

かに出ながら、商談スキルを上げていかれました。 
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 先ほどマーケティングの重要性というのをお話ししましたが、この「くしまアオイファーム」という

のは、もともとサツマイモが売れないから海外に出したいというところから始まっていたけれども、実

際に香港とか台湾に行ったときに、日本では売れない小さなサツマイモに人気があるということに気づ

いた。何で小さいサツマイモが人気なのかというと、御飯を炊くときに炊飯器に一緒にサツマイモを入

れて蒸す。そういった食べ方をするということで、日本だと大きくて太ったサツマイモのほうが高値で

取引されるのですが、香港では全く物差しが違うのだと気づいて、大決断だと思うのですが、小さなサ

ツマイモを専門で植えて育てて、今は年間30トン、今年は多分50～60トンぐらい輸出実績があるようで

す。 

 

（資料35） 

 ２つ目が、「広岡農場」です。これも各種セミナーやサービスを使ってもらって、継続輸出につなげ

ています。 

 

（資料36） 

 ３番目の「内藤農園」です。香港の海外商談会に出てもらって、もともとつくっている商品のクオリ

ティーが大変高くて、しかも現地のニーズに最初からがちっと合ったというところもあり、商談会後の

フォローアップをジェトロ山梨と二人三脚で行い、代理店も決まって、５キロケースで生食用のものを

500箱、ジュースも2,100箱という継続輸出ができています。 

 2000年以降、私ども、食品の輸出に取り組みました。当時は青果物の事業者は年に１社か２社ぐらい

来られる程度で、国内に売り先がないから輸出をしたいのではないのと悪口を言われているようなこと

をいわれていたのですが、最近は、年に20社、30社ぐらいの事業者が来られて、皆様非常に熱心に輸出

に取り組んでいます。 

 また、皆様の中で、輸出に関心があるがどこに相談したらいいのかわからない、どういうツールを使

ったらいいかわからないという生産者、事業者がいましたら、ぜひジェトロを紹介していただきたいと

思います。 
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４．意見交換 

〇駒村座長 ありがとうございました。 

 それでは、今の御報告について意見交換をしたいと思います。 

〇徳田委員 何点か教えていただきたい。１つ目として、ゼスプリのマーケティング戦略の前提として

のキウイの市場構造という問題があると思うのですが、シェアを30％持っているという、これはほかの、

例えば日本で輸出を考えたときには、状況は全く違うと思うのですが、そもそもキウイ自体が、FAOの

統計で見ると、世界の生産量に対する貿易量がほかの果実に比べて異様に高いという、非常に特殊な構

造がある。ゼスプリはその辺の状況をどのように認識しているかというのが１点。 

 あと、日本からの輸出に絡んでですが、これはゼスプリ・ジャパンとしての戦略なのか、ゼスプリ本

社として全体の世界戦略の中に位置づいているのかまず、その２点について。 

〇佐藤統括部長 後ろのほうの質問からお答えします。基本的には本社の意向でやっています。例えば

本社に行っても、宮崎がいいとか、どこがいいとかと言ってもなかなかわかりませんので、その部分に

関してはある程度幅を持ってもらっていますけれども、あくまでもグローバルの関係の中で進めている。 

〇徳田委員 日本の位置づけというのは全体でどういうようになっていますか。 

〇佐藤統括部長 まず、輸出、いわゆるニュージーランド以外のものというのは、実質別部門になって

いて、CEOは１人なのですけれども、その中で大きな戦略としては本社の趣向でやるのですが、ゼスプ

リ・ジャパンの立場としましては、細かいところのいわゆる戦略、戦術、ある程度畑の面積をどうふや

していこうかということです。 

グローバルとしましては、先ほどありましたように、1,200名ぐらいの生産者の中で最終的にどのぐら

い生産していくのか、どのぐらいの面積でやっていくのか。理由としましては、これはサンゴールドと

いう品種をライセンスで分けています。ですので、もうすでに日本にはこのぐらいの畑はつくっていい

ですよ、つくってくださいね、頑張ってくださいぐらいの数字はもうできていて、それをジャパンは認

識した上で進めていく。ただし、ニュージーランド主体のものも当然あるので、そういった意味では具

体的なところはほぼジャパンが先導してやっていくような流れになっています。 

 もう一つ、大きな輸出、輸入の形態では、キウイフルーツは本当にそういう形態が多くて、御存じの

とおり、１番はイタリア、２番がニュージーランド、実質見えてこないのでが、チャイナの数字も非常

に大きい。ですので、中国産の生産量が本当にわかってくると、恐らく２番が中国になって、３番がニ

ュージーランドになるのではないかと思っているのですが、余り見えてこないので何とも言えません。 

 逆にグローバルの中でいきますと、アメリカでキウイは食べられているかというと、ほとんど食べら

れていない。アメリカでキウイをつくっているかというとほとんどつくられていない。チリなど南米で

つくられているものが上に上がっていくという構造になっている。輸出を主体にしている商品なのは間

違いないのですが、では、マーケットが本当にそこまで伸びているのでしょうか。まだまだ必要な部分

というのはあるのではないかというのが、我々のグローバルの中での見方です。 

 これは恐らく私どもだけの見方ではなく、イタリアでもそのように感じているかもしれませんし、い

わゆる自国での処理です。例えば国内産のグリーンキウイフルーツ、今、福岡県、愛媛県がベースだと

思いますが、今の生産量でいきますと、ほぼほぼ売り切れてしまっている。 
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 ですので、黄色いキウイだけでなく、緑色のキウイフルーツについても、恐らく世界中で逼迫すると

ころが出てくると考えています。その分、輸入や、輸出というところで、では、適地適作がそんなにあ

るかというと、実はそうでもないので、非常に難しい局面というのは来ると思っています。 

〇駒村座長 ちょっと畳みかけるようで申しわけないけれども、そうすると、日本での輸出産業、輸出

のキウイ生産のターゲットというのは、中国の見えない部分がある。イタリアの場合は例えばアジアに

進出するにしても遠過ぎる。そうすると、日本はどこをターゲットにして、宮崎などの出口を構想され

ているのでしょうか。 

〇佐藤統括部長 実際は、チャイナというマーケットは、大きくあるかと思いますけれども、一番近く

ではシンガポールを初めとする東南アジア各国です。香港は既に行っていると思います。我々が出して

いるわけではなく勝手に行ってしまっている。台湾も大きなマーケットだと思います。 

 ただ、チャイナはちょっと時間がかかるかなと思っています。 

〇長谷川委員 日本もこれから輸出をするという中で、マーケティングをする主体をつくるというのは

非常に大きな課題だと思って聞いていたのですが、日本の先進的な農協がやっていることにかなりかぶ

るような感じと思いました。では、日本の農協みたいな話なのかと、よくよく考えてみれば、ゼスプリ

という外資の企業にもかかわらず佐藤さんが非常に日本の流通構造の中にぴたっとくっついてやられる

こと自体が、それが違うと思ったのですが、そもそもそういう姿勢でゼスプリは進めてきたのかという

のが質問です。 

 もう一つは、昔、ゼスプリに限らず、ニュージーランドというと、とにかく自国の輸出一本やりで、

余り相手先の国の話などというのは聞いたことがなかったのですが、非常に日本で生産されているとい

うことで、何か転換があったのかどうか。その２点です。 

〇佐藤統括部長 今のゼスプリ・インターナショナルという会社の前身がキウイフルーツマーケティン

グボードというボードシステムだったのですが、当時は本当に輸出、輸出で自分たちのことしか考えず

というところもあったかと思います。 

 キウイフルーツマーケティングボードは潰れまして、新しく会社を立て直したというのが今の会社の

もともとの発端になっています。当時は輸出のシステムやお客のことはほとんど考えてなく、持ってき

たら売れるくらいのレベルだった。ところがそんなことではないと思い始めて、やり始めたのが1995年

からでして、少しずつやってきたというのが今までの経緯です。 

 中央卸売市場を初め、当時は台湾バナナが主力だった時代ですので、そんな中でキウイなどしょせん

小さなマーケットで、何しに来た、帰れと言われた日々が大分続きました。そういうところから一つず

つ切りかえていって、皆さんに寄り添うような形で会社自身も学んだことが多かったと思います。 

 特に国産でつくっていこうと思ってやっていますので、ニュージーランドのものを売るのは当然です

が、相乗効果がすごく出ていると私は思います。というのは、ニュージーランドの会社ですので、なか

なか理解をしていただけなかったのが歴史にありましたが、恐らく日本でつくるというのを当時は誰も

想像しなかったのではないですかね。外資ですので、持ってきて、話は終わりでしょうというのが現実

なのですが、そういう意味ではいろんなノウハウを持てたということと、育種権をしっかりとってやっ

てきたことではないでしょうか。こういうビジネスは余りないと思っています。ですので、育種権のと

れるところ、我々は中国でもつくりました。残念ながら、2004年の四川大地震で畑が3,000ヘクタールぐ

らいあったのですけれども、全部潰れまして、相当厳しくなったときもあったのですけれども、そうい
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う意味では、育種権をしっかりとって、それがちゃんと機能する国に販売していく。どうしてもシンガ

ポールやタイ、台湾ですね。実際、先ほど全部くれといったのは台湾からでした。全部よこせというこ

とを言っていました。そんな話もありました。 

 そういう意味では、もともとはそういうことはなかった。それを少しずつ改善していって、今に至っ

ているというのが現状です。 

〇鈴木委員代理 先ほど話を聞いていると、本当に大変うらやましい話で、日本でも同じようにやれた

らいいのにと思って聞いていた。一つ聞きたいのは、ニュージーランドは国策として窓口は１つ、オフ

ァー価格も全て当時のマーケティングボードさんが値段を出して、オファーをして、受ける側も北米地

域でしたら、例えばオッペンハイマーですとか、どこかという、政策をやられているから、世界的にこ

れだけ成功してこられた。窓口が１個だったからこそ安心してマーケティングができるシステムがあっ

たと思うので、今のゼスプリになって、今、それも窓口が１つでやっているのかどうか、それが国の政

策というか、法律としてちゃんとなされているのか。 

 もう一つ聞きたいのは、輸出カルテルだ何だとWTOは結構うるさいですね。その辺をどう対処されて

いるのか。 

〇佐藤統括部長 シングルデスクでやる部分は、以前は確かに国策で、昔のキウイフルーツマーケティ

ングボードにはニュージーランド政府の者がいました。それは事実です。それをなくして、今は完全に

民間企業としてやっています。ですので、窓口としては、日本では販売代理店はバナナのドールにお願

いをしている。ゼスプリの社員は、大体20人ぐらいおり、その中で代理店さんがドールさん。窓口とし

ては１つなのですが、とはいえ、実は選挙みたいな、いわゆる投票があります。ちょうど去年の12月に

終わったばかりなのですけれども、このシステムについて賛成ですか、反対ですかというのを全部投票

してもらうのです。ですので、あくまでも全部オープンにして、どうぞ、投票してくださいという形で

投票した結果、97％賛成で可決しまして、これから５年おきぐらいにその投票はあるのですけれども、

賛成していただきましたので、このシステムで当面は続けます。 

〇鈴木委員代理 現状、アウトサイダーは出てこないのですか。 

〇佐藤統括部長 出ますけれども、うまくいっているのが余りないのですね。もともと人口は450万人ぐ

らいしかいなくて、第１次産業の輸出をしていかないと食べていけない。そういった意味では、そうす

ることによるメリットのほうが大きいという判断をしているのだという認識です。 

 当然、公正取引委員会、WTO等々の関係というのも全部図っています。ですので、必ずお伺いも立て

ますし、何かあれば相談にも行きますし、国税も同じですね。全部入っていただいて、全部オープンに

してやっています。ですので、もう何でも聞いてくださいという形で、全部オープンです。その分、見

られているというのもありますし、そういうカルテルではありませんけれども、決してそういうとはし

ないという方針ですね。ですので、全部オープンなわけですね。 

 価格を決定するに当たっても、当然、ニュージーランド本社の意向も入れますけれども、こちらから

ジャパンとして突っぱねることもある。というのは、為替の問題ですね。ニュージーランドドルは最近

ちょっと大分厳しくて、我々の認識ですと、ニュージーランドドルは大体50～60円という認識があるの

ですが、今は80～90円になっていますので、販売はいいですという説明をしているけれども、ニュージ

ーランドに戻すと大したことはないというのはよく言われるフレーズです。 

 価格についても全部、そういう協議案件というのも全部オープンにしてやっていっています。 
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〇鈴木委員代理 失礼ですけれども、円建てでやられているのですか。 

〇佐藤統括部長 販売はもちろん円建てです。でも、送金は全部ニュージーランドドルに換算して送っ

ています。ドールが伊藤忠さんの子会社ですから、ファクタリングというのですか、お金の集計は全部

伊藤忠さんにお願いをして、そのまま本国に送金という形になっています。全部ニュージーランドドル

ベースなので、正直、余りよくないのです。 

〇事務局（藤定） テレビコマーシャルは経費が高いではないですか。あれだけゴールデンタイムに流

しているということは、かなりの経費がかかると思うのですけれども、その経費の捻出というのは、例

えば販売高の何パーセントをそこに充てるとか、マーケット戦略というか、そういう形での経費の投入

というのは、例えば本国のほうでやっておられるのか、日本のジャパンとしてやっておられるのか。 

〇佐藤統括部長 基本全て本国の承認です。ですので、何に幾ら使っているかも当然全部本国に許可を

得てやる。販売と、いわゆる経営陣、ボードメンバー。生産者がボードメンバーですので、要は生産者

のお金を私どもは使って通常つくっているというのが現状ですから、当然、彼らの許可がないとできな

い。日本のコマーシャルは高いというのも、ニュージーランドの役員会議で承認をされた金額を使って

いっている。そういった形で結構厳しく見られています。 

 ですので、やったからに結果も当然求められます。 

〇鈴木委員代理 それは例えば１トレー10セントとか50セントとか強制的に。 

〇佐藤統括部長 強制的というわけではないですが、支払いの中で予算立てをして、日本だけでなくて

ほかの国でも同じことをしています。各国の予算が全部出て、それを各国の責任者が話し合いをして、

そんな形で全て合議制みたいな形で決まっていきます。なので、数字がいいから日本だけとかはない。

物すごくシビアです。当然ながら余り無駄遣いもできない。あくまでも生産者からのお金を使っている

という認識は私個人としてもすごくある。本当に十分配慮、注意をしながらやっているのが現状です。 

〇駒村座長 本国の承認があるというのと同時に、今度、例えば宮崎で大規模な開発をして、それらに

対して本国から重点的な投資が来るという形で動いているのか、ジャパンの中でいろいろプランをつく

りながら動いているのか。 

〇佐藤統括部長 愛媛も佐賀もそうですが、基本的にうちが畑を買ってとか、完全に投資が本国から来

ているとか、そういう形態ではない。あくまでも生産者に契約をお願いしてです。 

〇駒村座長 予算的な、資本投入みたいな、本国から、例えば日本が、年数がたっているけれども、さ

らに今後ふやしていくという意味で、日本がニュージーランドから重点的に見られて、投入されている

ということですか。 

〇佐藤統括部長 ゼロではないのですが、投資が本社から来るという形ではない。生産者が切って植え

る３年間無収入になるわけですね。大きなリスクです。そのリスクも覚悟の上で一緒にやりましょうか

という形になっていますから、何か大きな投資がニュージーランドから来ているというよりは、それに

対しての投資をしてくれる方々を募集している。そういう方々がいますので、本国からお金が、ゼスプ

リ・ジャパンがお金を出して云々という形態にはなっていない。 

 そういう意味では、クリアです。農家の方々もお金を出されていますし、我々も穂木のサポートや技

術提携などは当然費用を出してやっています。 

〇早瀬係長 ２件お伺いしたい。ゼスプリブランドがあると思うのですが、ブランドを担保するに当た

って、どういった取り組みをされているのか。生産基準とか、いろいろあるかと思うのですけれども、
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そこの確認など、そういうのをどうされているのか。 

〇佐藤統括部長 まず、一つは、製品基準です。ハイスペックです。例えば我々が決めた基準値以外の

ものは捨ててもらっています。ですので、規格外品と出てきて、いろんな派生する商品ができたりする

のですけれども、今のところそれはできない仕組みにしている。 

 と申し上げるのは、やはり味が落ちつかない。例えばHort16Aは小玉なのですけれども、一番小さい

のとかができてしまう。農家としてはこれも売ってくれというのがあるのですが、申しわけないけれど

も、ここは譲れない。このスペックのものは店頭には並ばせたくない。当然、ここを売らなくてもこち

らをある程度の単価にして、皆さんの配分とかいろいろ計算しながらやるのですが、まずは商品のスペ

ックの部分、いわゆるゼスプリブランドをつけるという意味ではハイスペックなもの、ニュージーラン

ドと同じスペックのもの、それ以上は求めていません。ニュージーランドと同じものというのが一番大

きなスペックです。 

 細かいことを言いますと、例えばホルモン剤、私どものポリシーでは、その畑には使えません。それ

も会社のポリシーとして持っていまして一切使えません。 

 そうなると、つくれるところが結構限られてきます。最近、それも少しわかってくれたのか、愛媛も

大分使わなくなっていますので、一つそれが一番の違いとしまして大きいですね。 

〇早瀬係長 つくれる産地が限られるというお話があり、国内自体で抱えているリスクも少しずつ大き

くなっていると思うのですが、片や、消費はブランディングもありキウイは伸びている。消費と生産状

況の厳しさにはギャップが生じてきているが、ゼスプリの取り組みとして、今後、国内のキウイ生産を

どう進めていこうとお考えなのか。 

〇佐藤統括部長 特に愛媛県には県を挙げて取り組んでいるので拡大志向です。正直、なかなか進まな

いのはジレンマです。会社のゼスプリ・ジャパンの方向性、それから、ゼスプリグローバルの方向性と

しても、国産の畑を皆さんで協力してふやしていきたい。これは常々何年もかけてずっとお伝えしてい

る次第です。 

 ただ、なかなかうまくいかないのは佐賀県も同じでして、佐賀県の場合は全農を経由しているような

栽培形態になっていないので、農地バンクや農業法人の方々のお問い合わせとかもあるが、握手して一

緒にやっていくという相手が見つかっていないのが現状です。だから、ドールや伊藤忠、各大手商社か

らの取引の提案というのもあるのですが、なかなかそこまでいかないというがジレンマになっています。 

〇早瀬係長 それは品質とか、いろいろある。 

〇佐藤統括部長 一番のネックになっているのは、高齢化ですね。今、つくっている方をまず維持しな

いとどんどん減っていってしまう。そこから始めて、そういった方々の後継ぎの方々に説明しに行って、

できましたらこちらの品種に変えてくれ、申しわけないけれども、隣の柿がなったら切って、あいてい

る土地があったらつくってくださいと、一軒一軒話していっているというのが現状です。 

 取り組みの中では「愛媛産には、愛がある」というブランドがあり、ゼスプリブランドだけを押すの

ではなく、コラボレーション、現地自治体や現地農協と一緒にやっています。皆さんと一緒にやってい

きましょうというのが大きな考え方です。 

〇弦間理事長 検疫の問題なのですが、ニュージーランドから持ってくるときは、ハイスペックでやっ

ているので、指定試験地ということになっているわけではないのですか。 

〇佐藤統括部長 なっていますけれども、基本的には全部植物検疫は受けます。カイガラムシですが、
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全部受けています。ほとんど薫蒸にかかるのはない。ゼロではないですけれど。 

〇弦間理事長 これから日本国産のものを海外へという戦略がある。その中で、シンガポールあたりで

は現状では緩やかなので、それほど問題ないと思うのですが、台湾ということになると、だんだん厳し

くなってきている。そうすると、その戦略に基づいた国内の、佐賀県、愛媛、宮崎の栽培法は変わって

くるようなことを考えられているのですか。 

〇佐藤統括部長 変えていきたいと思っています。まず、残留農薬の検査の方法が違います。皮まで入

れるのか、入れないのかというところで、違いは出てくる。それと、農薬メーカーのライセンスの問題、

生産者としては全農から言われるからこれを使わなくてはいけない。うちでそれはやめてくれといって

も、どうしてもそれがついてくる。最近、少し検討しようかと。前はふざけるんじゃねえ、帰れとか言

われていたのですが、少し優しく言っていただけるようになりました。そういう意味では、もうひと頑

張りかなと思って、愛媛県でいきますと中村知事の力をかりたりとか、現状を説明させていただいたり

とか、農林水産省の皆様からの力をいただいたりして、何とかその辺も変えていきたいのですが、どう

しても利権が絡んでいると、難しい問題が沢山出てきます。真っ向からぶつかることはないのですけれ

ども、ある程度どうでしょうかということをやっていっています。なかなか難しいのが現状です。 

〇田尻専門官 愛媛と佐賀の、契約栽培について、今までもっとゼスプリのほうで投資されていること

があると思ったけれども、全くそういうことはない。契約栽培を結んだ方というのは、メリットを感じ

てゼスプリと協力していると思うのですが、そこはゼスプリブランドに魅力を感じてなのですか。 

〇佐藤統括部長 それも実際あると思います。昔は無名ですので、何しに来たんだぐらいの話になりま

す。とはいえ、私どもはHort16Aという、黄色いキウイフルーツの育種権を持っています。どなたか一

緒にやってくださいといって、広く日園連、松本さんにもいろいろ協力いただいてやったが、手を挙げ

てくれたのは愛媛県一人だった。その当時受けた方が、これは世の中変わる商品になる。頼むから一緒

に死んでくれと、向こうの農家さんをまとめたくれた方がいた。今になったら、商品の将来性と、商品

力プラスブランドではないでしょうか。それがなければ今はないですね。そのぐらい厳しい状況でした。

今だからこそブランドというのはあります。 

〇田尻専門官 現在だったら、ブランドということですか。 

〇佐藤統括部長 もう少し出していけるのではないかと思います。ただ、それがいいのか、悪いのかは

別問題かもしれません。それよりは、やはり消費者に何を提供するのか。おいしいもの、安全なものを

提供するという根底から、ブランドが今のところはついていっているという感じですか。ブランドがあ

るから、ゼスプリだから安心だというのも最近になって少し言われるようになりましたが、かといって、

まだまだ知らない方のほうがほとんどだろうと思います。なかなかブランド力ではものは売れない、認

識していただけないと我々は思っています。これは、ドールは別かもしれません。 

〇田尻専門官 農林水産省はブランド化を図って、それを力にして振興を図っていこうということも推

進しているわけなのですが、ブランドはゼスプリから見ると、万能とまでは言えないということですか。 

〇佐藤統括部長 万能まで言えませんけれども、プラスに間違いなくなります。例えば愛媛県で言いま

すと、「紅まどんな」というのがあります。あのブランド力って結構すごいと思っています。県庁主催

で結構同じ種名で出させてもらったりする。あれが例えば愛媛だけでなくてほかの県のリンゴやいろん

な形のブランドが出てきたら、活性化というのは未曽有のものではないかと思います。今のところ、余

りないですね。バナナではドールがあり、いろいろされていると思います。うちの立場としてはまだそ
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のブランド力というのはそこまでないのでものですから、間違いなくプラスには今後はより一層なる。

ブランド力強化は個人的には間違いなくあると思います。 

 

 

〇駒村座長 ジェトロの非常にきめの細かい活動が丁寧に紹介されまして、改めて認識を深くしたとこ

ろです。ジェトロに活動で何か御質問はありますか。よろしいでしょうか。 

〇事務局（藤定） 海外の輸出支援のところで、企業の数が99となっていますが、何か意味があるので

すか。来たら幾らでもプッシュするという感じでよろしいですか。 

〇吉村補佐 そうですね。もちろん審査はありますが、商社とかの支援はしていなくて、製造、生産者

の方を支援しているということですので、もっと数をふやしたいと思っています。 

〇駒村座長 逆に、我々、今、来ているところは生産者直接というわけでは必ずしもないのですけれど

も、輸出を考えるには、あるいは行政も含めて、あるいはこういう団体も含めて、こういう点をぜひし

っかりやってくれとか、力を入れてほしいとか、そういうところがもしありましたら。 

〇吉村補佐 ジェトロという、私自身とかそういう意識はないのですけれども、やはり敷居が高いと思

われている方がまだまだ多くいるということで、やはり団体の皆様から、ジェトロに聞いてみたらと、

そんなに敷居は高くないよと背中を押していただいて、つないでいただければ、もっともっと有望な事

業者と接点を私どもも持たせていただけるのではないかと思っています。 

〇駒村座長 ありがとうございました。 

〇長谷川委員 その際、農協とかは対象になっているのですか。 

〇吉村補佐 なっています。実際に農協単位で海外見本市に出たりしています。 
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第３回果樹農業研究会議事録 

 

１．武田氏報告 

 ヤマノアンドアソシエイツの武田です。 

 私の会社は、アメリカの農産物の協会の日本代表事務所で、過去35年以上にわたり、契約ベースで、

日本の活動をサポートしています。その経験を役立たせ、今後の日本の果実の輸出にお役立ていただけ

れば、大変幸せです。 

 

（資料１） 

 本日のアジェンダです。アメリカは農産物の大輸出国です。アメリカ農産物の輸出が、どういう仕組

みで、どのように国を挙げてサポートしているのかの簡単な紹介と、フロリダ州政府柑橘局の日本代表

事務所として、35年取組んでいる内容、何をしているのかの説明、最後に日本の果実の輸出に当たって、

ここに気をつけて取り組むべきというところについて、お話します。 

 

（資料２） 

 日本の農水省に当るものは、米国農務省、U.S. Department of Agriculture、我々はUSDAと略して言

っています。 

 USDAには、色々な大組織があり、農産物の輸出に関する部署は、FASと言っています、Foreign 

Agricultural Service、日本語では、海外農務局と言います。これは大変古い歴史があり、1953年に設立

され、アメリカの農産物の貿易、輸出、また、新しい市場の開拓や調査が任務です。また、食品の安心・

安全の基準、あるいは技術援助、また、飢餓の援助も含めてサポートしています。 

 

 本日、この後、お話のある検疫という部分がついてくる。これは、APHIS、日本語では国際動植物検

疫局と言っています。ここが一体となって、アメリカからの農産物の輸出をサポートしています。 

 農務省は、FASが窓口にはなって、多くの品目ごとに、それぞれの農産物の貿易振興機関が50以上あ

ります。そのうちの約35の団体が日本に事務所を置き、日本での販売促進活動を行っています。 

 

（資料３） 

 主な農産物の貿易振興機関のリストです。アメリカは全体で52州あり、最初にUSやアメリカとつくの

は、全米を対象にした生産品目団体です。 

 USA Rice Federation（全米ライス協会）というタイトルの振興機関がありますが、これはカリフォル

ニア米だけではなく、全ての州で栽培される米の海外輸出に対する取組を行います。 

 よくみると、カリフォルニアが、頭につく協会が沢山あります。我が社も、以前は、カリフォルニア

のチェリー協会、サクランボ協会、カリフォルニアのアボカド協会、カリフォルニアのワイン協会、な

どの日本事務所もしていました。 

 現在は、フロリダの柑橘局の日本事務所以外に、カリフォルニアのブルーベリー協会、全米のスイカ

協会の日本事務所も兼ねています。こういう州の名前が先につき、その後に品目という協会もあります。 

 今、我が社が一番大きな顧客としているのが、フロリダ州政府柑橘局で、フロリダ州で栽培される柑
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橘、主にフレッシュのグレープフルーツと、100％のグレープフルーツジュースの日本市場における販売

促進をサポートしています。 

 

（資料４） 

 アメリカは、農産物の海外輸出に、国を挙げて支援しています。2009年のアメリカの農産物輸出金額

は、10兆円です。先ほどのFAS、海外農務局が、Market Access Program、海外に農産物を輸出するた

めの振興プログラム、それから、Foreign Market Development Program、新規市場を開拓していくプ

ログラムを持って、各品目の海外に向けた輸出促進をサポートしています。予算は、国の税金です。農

務省予算は、2001年から2008年の間に3,000億円増えており、既に6,000億円が、国の税金から、アメリ

カの農産物の輸出に対するサポート、協賛金として支出されるという状況です。 

 海外農務局は、96の海外の事務所を持っています。ほとんどがアメリカ大使館の中に事務所を置いて

いますが、167カ国に対して、農産物の輸出を促進している。2018年までに農産物輸出を更に１兆円増や

すのを目標として動いている状況です。 

 

（資料５） 

 具体的に、どういう手続を行うかですが、FAS＝海外農務局の中に、Market Access Program（MAP

と言っています）があり、申し込みのフォームがあります。先ほどの各機関が、このフォームで、各年

度の予算申請、即ち、こういう活動をしたいので、これだけの予算をお願いするという申請をします。

各機関は、定められた申し込み手順に沿って、MAPの申請をFASに対して行います。 

 申請に当たっては、UES、United Export Strategyという、輸出に当たっての詳細なルールですが、

そのルールの手順にのっとって、MAPという申請を農務省の中のFAS、海外農務局に対して行います。 

 申請の内容は、販売促進にかかわる販促の費用、広告、あるいはPR、販促物の作成です。この他、サ

ンプリング、試食販売、展示会に出展するお金です。また、市場調査、技術支援などもろもろの項目に

対する申請を受け入れます。申請された金額の中の一部をUSDA、FASが負担します。 

 実際にどういった形で農務省が負担するのかというと、ブランドプロモーションとジェネリックスプ

ロモーションの２種類があります。先ほど紹介した協会の中に、Sunkist Growersがあります。Sunkist

は、生産者の団体ですので、この機関の中の１つに入っています。Sunkistはブランドですので、Sunkist

の場合には、ブランドプロモーションという形になります。この場合には、申請者、すなわちSunkist 

Growersは、その申請の金額の半分を負担しなければいけない、国は残りの半分を負担する。 

 それ以外はジェネリックスと言っています。フロリダ州政府柑橘局もそうですが、これらはブランデ

ッドではなくジェネリックスです。つまり一般的な品目のプロモーションについては、最低でも10％を

申請機関が負担する形で、申請します。 

 

（資料６） 

 我が社が日本事務所をしている、フロリダ州政府柑橘局がどういった機関なのかの説明です。 

 フロリダ州は、ディズニーワールド、ユニバーサル・スタジオがあります。州の一番の収入は観光で、

２番目が柑橘業です。 

 柑橘業で、一番大きいのがオレンジで、フロリダはオレンジの生産が、以前は世界一でした。今はブ
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ラジルに抜かれていますが、フロリダ産のオレンジは、大変ジュースが多いので95％がジュース用の原

料として搾って、ジュースになっています。もう一つは、グレープフルーツです。約40％が生鮮で出荷

され、残りの６割が搾ってジュースとして出荷される。 

 フロリダ州政府柑橘局は、フロリダ州政府です。アメリカの場合には、連邦政府がワシントンD.C.に

ありますが、各州が州政府という単位で、かなりの権限と予算も持ち、州政府としての行政を賄ってい

る中で、フロリダ州政府の中の一機関として、フロリダ州政府柑橘局があります。これは完全に公の機

関で、ノープロフィットな形です。 

 柑橘局のメンバーですが、局長はフロリダ州知事が任命します。柑橘局全体を監督するのは、Florida 

Citrus Commissionという協議会があり、このメンバーも、フロリダ州知事が任命します。生産者あるい

はジュースのプロセッサー、シッパーなど柑橘にかかわっている会社、企業のトップが、コミッショナ

ーとして任命され、柑橘局の方向性を決めていくという形の組織です。 

 フロリダ州政府柑橘局は、商売には一切かかわりません。売り買いには一切かかわらずに、毎年、予

算をアロケーションし、そのお金を国内のオレンジあるいはグレープフルーツ、海外のプロモーション

に充てています。今、日本向けのオレンジの予算はありませんが、フレッシュのグレープフルーツと、

グレープフルーツ100％ジュースの販売促進に予算が計上されています。 

 フロリダ州政府柑橘局の活動を進めていく上で、大変重要なものはロゴです。日本の果実を海外に輸

出する際も、品目、あるいは生産団体の者がつける名前とロゴ、商品の顔になる部分です。 

 フロリダ州政府柑橘局のロゴマークは、「THERE’S AMAZING INSIDE」と英語で書いていますが、

フロリダは、非常に風が強く、雨があり、葉傷等々で、外見の悪いフルーツになります。しかしながら、

砂地、海に近い畑でとれますので、大変ジューシーな糖度の高いグレープフルーツが生産されます。

THERE’S AMAZING INSIDEというのは、中身がすばらしい、外見ではなくて、中身で勝負という意味

合いも含めて、こういったロゴをつけています。 

 日本でしている販売促進活動の全ての活動、あるいは販売促進の販促物等にも、このロゴを必ずつけ、

また、フロリダから出荷されるフルーツのカートンボックス、フルーツのシールにもこのロゴをつけて、

フロリダからのグレープフルーツというものを、皆がこの共有ロゴを使ってPRしています。 

 フロリダ州政府柑橘局の日本事務所は、グレープフルーツが解禁になった1971年から設置されておま

す。今から30年以上前です。 

 柑橘局もそうですが、いろいろな機関の海外における活動は、アメリカの本部が、アメリカ人を各国

に派遣して、駐在させると大変なお金がかかるので、私どものような、各国のローカルの会社と契約を

結び、日本事務所、イギリス事務所、フランス事務所という形で各国での活動をしています。 

 公の機関ですので、全て入札制です。３年に１回、フロリダ州政府柑橘局が、日本の何社かに、日本

事務所としての活動の入札の引合書を送り、それに対して、提案を出した企業、その中から、柑橘局本

部が一番と思われる会社と日本代表事務所として契約して、そこに３年間の販売促進の活動を任せます。 

 アメリカの農産物の機関のやり方は、ほとんど同じです。唯一、ミートフェデレーション（肉の会社

の組織）が、日本にスタッフを雇用して、事務所も自分が借りて、自分たちが運営しています。彼らは

世界に数事務所もっていますが、ほとんどの事務所は、それだけの予算がないので、私どものように、

日本の会社と契約ベースで進めています。 
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（資料７） 

 フロリダ州政府柑橘局の日本代表事務所として、何をしているかです。 

 これは去年の活動です。グレープフルーツは、以前、日本に1,200万カートン輸入され、バナナに次い

で、非常に大きな輸入フルーツ品目でした。しかし、ここ10年、台風やカンカーという潰瘍病、グリー

ニングがあり、生産量がピークの３分の１以下に落ち込んでいます。昨年度の輸入数量も、ついに300万

カートンを切り、ピークの1,200万の４分の１まで、輸入数量が落ち込んでいます。 

 以前は、1,200万カートンもあったので、グレープフルーツは、スーパーの店頭に並べば、１個100円

が常識で、皆さん100円で買いましたが、円安や現地での生産コストも上がり、今、スーパーで１個198

円と、ほぼ２倍の価格で販売されています。 

 私どもの販売促進活動も、以前は、いか大量に販売していくかの販促活動でしたが、ここ数年は、限

られた数量で、いかに付加価値のあるフルーツとして、値段を高くしてでも、皆様に買っていただくた

めの売り方、販売促進をするようになっています。 

 我々は、売り買いはしていません。売り買いはインポーター、荷受会社、スーパーのバイヤー、外食

などにお願いをしている。しかし、これだけ品目があり、また、国産の柑橘の品目も大変増え、品質も

上がっている中で、フロリダのグレープフルーツを差別化し、グレープフルーツを積極的に取り扱って

もらうために、どうするか。いかに消費者にグレープフルーツを買いたいと思わせるか、私どもはコン

シューマードリブンと言っています。コンシューマー、消費者がみずからグレープフルーツを買いたい

という形に、いかに持っていくことができるかがテーマです。 

 そのためのPRとして、昨年から、女優の相武紗季さんをフロリダグレープフルーツの大使、スポーク

スパーソンという形で、彼女のイメージがフロリダグレープフルーツの美容と健康、ダイエットになる

ということで、彼女の写真を販促物に使ったり、彼女を通しての記者発表会をしたりしています。そう

いった著名なモデル、あるいは女優が食べている好きなフルーツということで、消費者も、私もそうな

りたい、買おうという形にしていくというのが１つです。 

 売ってもらうのは、スーパーですので、スーパーのバイヤーに、いかにフロリダグレープフルーツの

販売促進をしてもらうか。売りが減って、利益商材でもなくなりつつあるグレープフルーツについて、

もう一回、目を覚まして、見方を変えて、積極的に取り上げてもらうためにはどうするか、という売り

場づくりをしてもらうために、スーパーのバイヤーに対するモチベーションをどう上げていくかという、

その２つに、今、重点に取り組んでいます。 

 そういった中で、１つは、相武紗季さんを使ったものになります。日本独特ですが、２月26日をフロ

リダグレープフルーツの日として、日本の委員会に登録しました。語呂合わせで「フロリダ」の「フロ」

で、これは「風呂の日」の26日です。けれど、ちょうどフロリダのシーズンになる２月からスタートし

てますので、２月26日をフロリダグレープフルーツの日として、去年のその日に帝国ホテルで、相武紗

季さんにフロリダグレープフルーツを、彼女も大変好きなフルーツでして、どういう形で彼女がそれを

楽しんでいるかお話をいただき、それを各メディアにも取り上げてもらうという形でやっています。 

 あとは、それ以外のブロガーの方とか、口コミとして、グレープフルーツを実際に好きで、食べて、

健康な日々を送っている著名な方々に、グレープフルーツを送らせていただいて、食べていただいて、

それをアップしていただくという形で、著名人を通して口コミで広げていくことをしています。 

 ここにグレープフルーツのビールも位置付きます。15年ほど前です。フロリダから小玉がなかなか売
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れない、小玉を売るためにどうしたらいいか考えろという宿題をもらいまして、そのときに、居酒屋に、

小玉を生絞りして、焼酎に入れて、グレープフルーツの生搾りをしようという提案をさせていただいて、

今はほとんどの居酒屋で、グレープフルーツだけではなくて、レモンや、いろんな果実の生搾り焼酎が

定番になっています。そういった形で、グレープフルーツの小玉をいかに振っていくかを、居酒屋との

組みでやったことがありました。これは定番になっています。 

 ビールは、女性の間で苦みが苦手だという方がいます。でき上がったビールでも、フルーツビールと

いうものが結構あるので、焼酎のかわりにビールに生搾りのグレープフルーツを入れて飲む、グレープ

フルーツビールを、幾つかの外食チェーン店と組んでやっています。 

 

（資料８） 

 フロリダグレープフルーツの日、２月26日の前後を使って、銀座の商業施設の４カ所で、フロリダグ

レープフルーツフェアを開催して、サンプリングで配ったり、レストランの中で、フロリダグレープフ

ルーツを使った特別なレシピメニューを取り上げていただくというプロモーションを打ちました。 

 こちらは楽天イーグルスの仙台で、４月の頭にフロリダグレープフルーツプロモーショナルの日とい

う形で、その日の楽天イーグルスのゲームをフロリダグレープフルーツの日ということで、球場の中の

スコアボードとか、あるいは球場の外でサンプリングをしたり、試合が始まる前に、フロリダ柑橘局の

本部の人間が来て、各選手にフロリダのグレープフルーツを提供しました。 

 なぜ楽天イーグルスかというと、田中マー君が20勝したときの秘話として、奥様が毎日マー君にグレ

ープフルーツを食べさせたということがありました。グレープフルーツは、疲労回復によくて、彼がそ

れを食べたことによって、20勝したようなことがありました。たまたま星野仙一さんとも親しかったこ

ともあって、楽天にお願いしたという経緯があります。 

 単に球場で、その日１日、フロリダグレープフルーツの日のプロモーションをしたのではなくて、前

後の１カ月から１カ月半の間に、東北地区にある大手スーパーの店頭で販売するフロリダのグレープフ

ルーツにシールを張りました。これは各インポーターが張ってくれたのですが、そのシールを何枚か応

募で送ってくれると、楽天イーグルスの切符が当たります、あるいは楽天イーグルスのグッズが当たり

ますという形で、消費者が商品を買うことによって、シールをはって、申し込んで、商品が当たるとい

う、我々はマストバイと言っていますが、売りに直結するようなプロモーションという形で行いました。 

 もう一つは知恵のあるアニメーションのキャラクターのコナンです。今年もまた新しい映画が解禁さ

れますが、コナンのイメージとフロリダグレープフルーツの健康、栄養という部分をうまくつなげて、

これも各店頭で応募いただくと、コナンの映画の切符が当たるというプロモーションを組みました。 

 

（資料９） 

 テレビのメディアの力が、大変強い重要な部分です。広告ではありません。広告だと予算が幾らあっ

ても足りない。ゼスプリのキウイのように、お金が潤沢であれば、たくさん広告を打てるのですが、私

どもはそれがないので、いかにテレビの情報番組系で、フロリダグレープフルーツを、美容、健康、ダ

イエットというテーマで取り上げていただくかというところで動いています。これはPR会社との連携で

す。 

 昨年は、NHKの『ためしてガッテン』という番組で、フロリダにも撮影隊を送ってもらい、現地の畑、
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あるいはパッキングハウス、フロリダの家庭でグレープフルーツをどういった形で調理して食べている

かの撮影、取材をしてもらいまして、40分間の番組全てで、フロリダのグレープフルーツが紹介されま

した。お湯に温めるとむきやすいとか、新しくNHKが発見した、そんな紹介もありました。こういった

情報番組系にいかに取り上げられるようにするかということも、私ども日本事務所の仕事の１つです。 

 

（資料10） 

スーパーのバイヤー、店長が積極的に各店舗で売っていく、そこをどう我々がサポートしていくかとい

うところです。スーパーのバイヤーをフロリダに招待をして、実際にフロリダの産地でどう物がつくら

れ、どうパックされ、日本に出荷されているのかを、まさに現地のとれたてのフルーツを食べてもらう、

体験してもらう産地ツアーを組んで、ことしで３年目です。行ってもらうと、モチベーションが全く変

わり、行ったバイヤーは、頑張ろうとなります。 

 こちらはI社です。今までは国内の柑橘中心で、グレープフルーツはもうだめだ、売れないという彼ら

の固定概念の中で、積極的には販売されていなかったのです。が、行ってもらったことで、すばらしい、

これを売っていこうと、やっていただいたことによって、売り上げが増えていく。 

 これはO社です。こちらも今までは棚のスペースが少なかったのですが、これだけ大きなディスプレイ

をつくって売っていくことで、やれば売れる、やればできるということを体験していただいた。 

 一番下は、S社です。首都圏の店は面積が小さいので、グレープフルーツのスペースをとることがなか

なかできない。しかし、現地に行って、私が現地に行って見つけてきた、極めつけのすばらしいフルー

ツですと売り場にもつけて売ることによって、昨年対比で500％以上の売上となった例もあります。 

 百聞は一見にしかずで、バイヤーが昔はよく産地ツアーや商談で現地にも行ったのですが、スタッフ

の数が減り、超多忙でそんな時間はない。海外の出張が、まかりならぬ時代になったものですから、そ

の中でも、現地を見てもらうことによって、こういった成功例がつくれる。我々としては、こういった

成功例をほかのチェーン店にも紹介し、やればできると見せていくということで、動いている次第です。 

 

（資料11） 

 販促物として、各店頭の売り場で使うための資材です。 

 合格フルーツということで、グレープフルーツの持っているビタミン、それによる眠気解消とか、風

邪予防とか、集中力アップといった、受験生に対しての効果のあるフルーツというところで、今、まさ

にグレープフルーツを各店舗、店頭の販促物として使ってもらい、I社などでも、今、やっています。 

 相武紗季さんも、今年は、きのうまでフロリダに行ってもらいました。相武さんに、産地で実際の撮

影、ビデオ、写真を撮ってもらい、それを、今後、記者発表会をするときにも使ったり、電車の中の広

告として、トレインアドバタイジンングの資材に使うといった形です。 

 これは、スクイーザーでして、特にグレープフルーツは、むきづらい、食べづらいということが、消

費が減っている１つの理由でもあり、生搾りで搾って飲みましょうと、こういったスクイーザーを、例

えば小玉のグレープフルーツを５個で売っていく、その中にこれを１つただで提供する。私どもが先ほ

どの予算の中で、各スーパーに無償で提供し、消費者に使ってもらうという形をとっています。 

 

 駆け足ですが、以上が、私どもがフロリダ州政府柑橘局の日本事務所として、去年、活動した内容で
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す。 

 その結果、限られた出荷数量、去年は290万という輸入量でしたが、その商品を倍の値段、200円近い

値段で売っていただいた。今までインポートのフルーツは、利益が出にくい商材であったようですが、

昨年の実績は、付加価値のある果物という形で、数は減っていますが、我々の販売促進の協力とともに、

彼らのビジネスとしても、利益ある商材に変わっていったという実績が出てきています。 

 今年度もこのような形で取り組むことで、先ほど説明した色々な農産物の協会、事務所がありますが、

フロリダ州政府柑橘局のように、ここまで消費者に対して、あるいはトレード、インポーターやスーパ

ーのバイヤーに対して、直接かかわり、サポートしていく協会は、余りないのです。ですから、我々と

しては、そこまで皆さんと一体になってサポートしていく体制をとらないと、ただ広告を打ちました、

ただ販促物をつくりました、御自由にお使いくださいというだけでは、なかなかうまくいかない時代で

す。そこに我々がいかに具体的な提案をしていくかによって、彼らの行動パターンを変えていくことが、

非常に重要な部分だと思っています。 

 

（資料12） 

 今までのフロリダグレープフルーツのほか、アメリカの農産物の日本市場における、販売促進の活動

を経験したものを、今度は逆に日本の果実を海外に輸出するに当たって、どういったポイントが重要な

のかということを、ここに箇条書きしています。 

 一番重要なのは、品質基準の設定です。ニュージーランドのゼスプリのキウイが一番いい例です。フ

ロリダのグレープフルーツについても、USAナンバーワンという、アメリカ農務省が決めた基準があり

ますが、それ以上にきつい基準を、フロリダ州政府柑橘局として決め、当然これ以上の糖度、酸度、あ

るいはサイズがなければ、出荷してはいけないということも含めて、まずは出荷できるフルーツとして、

最低限守っていかなければいけない品質の基準をその団体が決めて、それを生産者に対して徹底させ、

それ以下のものは買いません、あるいは売りません、輸出しませんという形にするべきだと思います。

この後、ブランドというお話も出てまいりますが、ここの品目を輸出するためには、品質というものが

あって、初めて商売として成り立つわけです。品質基準の設定というものが、極めて重要な部分です。 

 ２番目に、品質基準を代弁する、あるいはその証として、先ほどTHERE’S AMAZING INSIDEという

フロリダ州政府柑橘局のロゴを紹介しましたが、いわゆる統一のデザインをつくり、タグラインと言っ

ていますが、例えば青森のリンゴだけではなくて、タグラインとして一つ一つのメッセージもつけ、そ

こに１つの図柄もつけた、統一のデザインとして、それがこの品目、この果物の顔というものをつけて、

今後の商売に使ってもらうという部分は、必ず求められる部分だと思います。 

 商売ですので、輸出をするに当たって、今、青森のリンゴなどは、団体としての窓口をつくって、海

外への輸出を一本化されているようです。一生産者単位で輸出ということには、難しさがあります。輸

出窓口を一本化して、それが生産者団体になるのか、あるいは各県の経済連や農協などの窓口となる団

体を決めて、品質基準の設定、ロゴの設定、そこの窓口の企業というか、会社というか、団体が、全て

をそこが仕切っていくという窓口が必要だと思います。 

 

 その中で、販売促進をしていくための販促金が、どのぐらい出せるのか。これは単に生産者の団体、

あるいは生産者だけの賦課金的な、カートン幾らといったお金だけでは、なかなか足りない部分もあり



120 

 

ます。そういうところでは、政府系の予算等も入れた中で、販売促進の活動の計画をつくり、必要なも

のがどのぐらいの予算になるのか。これは当然これだけの販売をする、その売り上げはこれぐらいの予

想、その中の例えば10％、５％、それを販促金に充てようといった形での計算になってくると思います。

まずは先ほどの窓口の団体が決まり、そこがこういう販売計画で、これを目標とする。そのために、販

促金として、これだけの予算を準備しようという形で、全体が動いていくことになると思います。 

 検疫は、１つ重要な部分だと思います。 

 次は鮮度です。やはり果物ですので、いかに新鮮で、おいしい果物をお客様に届けるかという部分で、

海外の地元の企業とどういった取組ができるのか。 

 あと、日本は四季があります。旬の教育で、アジア地区のそれなりに収入のあるお客様は、日本の旬

のよさを既に御存じで、冬の雪を楽しむために、北海道に来る方もいるわけです。旬のよさだから、今

しか食べられない、だから、これだけの品質で、これだけ値段がするという教育も必要であると思いま

す。 

 販売をしていく上においては、輸出対象国の流通関係者とのパートナーシップがあって、初めて成り

立つわけですので、先ほどの輸出取りまとめ窓口と、輸出対象国の流通業者をうまくまとめていく、そ

このパートナーシップをどう組むことができるか。販路があって、初めて販促です。 

 今、例えば百貨店のM社、I社などは、向こうのパートナーと組んで、M社として目ききで選んだもの

を販売していくこともしていますが、輸出国のパートナーとしては、向こうの大手のスーパー、インタ

ーネットをまとめている会社もありますし、その辺はどういったロジスティックで、どこに販売をして

いくかという販売先、流通のチャネルによって、パートナーシップの対象の企業も変わってくると思っ

ています。そこの販売、流通経路をつくり、そこのサポーターとして、パートナーをどうつくっていく

かが、重要になってくると考えている次第です。 

 輸出に求められる部分について、駆け足でお話をさせていただきました。 
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２．武田氏報告（２） 

 これは輸出とは全く関係ありませんが、青果物のマーケティングに携わっている人間として、まさに

ベースの食というものが求められている時代が来ているということを、機会あるごとに発言しています

ので、説明いたします。 

 

（資料１，２，３） 

 年間のフルーツの消費量、年齢によるもの、減少の原因です。 

 

（資料４） 

 青果市場がどんどん減っています。大量、安定、まさに大型流通として求めていたものが、今や生産

者の顔が見えるとか、新鮮さ、旬というものがキーワードになってきている。 

 

（資料５） 

 各スーパーにおいても、GMSが赤字で、イトーヨーカドー、ユニー、イオンが、どんどん閉店を決め

ている一方で、食品スーパーは伸びている。 

 CGCの堀内氏が言っているのは、100億円以下のスーパーはだめだ、300億円、あるいは1,000億円、

3,000億円という規模になって、初めてリージョナルなナンバーワンになれる。日本の場合には、スーパ

ーがたくさんあります。創業者の高齢化の中で、自分はもうこれで終わりだという、地方スーパーの資

産確定のために、上場企業と手を組んで、今、北海道のラルズなども１つのいい例ですが、いかにリー

ジョナルで、それだけの規模のスーパーにしようかという時代になってきているところです。 

 

（資料６） 

 現状としては、スーパーが多過ぎる、過剰出店です。価格競争です。スーパーのバイヤーは、モチベ

ーションがない状況です。 

 今、求められるのは、プラントベースの食、野菜、果物ベースの食生活による美と健康の効果をどう

伝えるかと、ターゲット層、あるいは従来の市況による価格変動に左右されないブランド化された売り、

あるいは新しいイメージづくり、新しい販売方法の確立が求められている時代だと思います。 

 

（資料７） 

 コンビニは、昔は男性ばかり行って、たばこを買ってという時代でしたが、今、65歳以上が４人に１

人です。家計調査を見ても、コンビニがお年寄りにとって、味方になっています。なくてはならない存

在になってきているという状況です。 

 

（資料８） 

 マイコムの調査でも、女性の50代以上で、コンビニの購入者は40％です。今、もっと増えていると思

います。購入している生鮮品目では、牛乳が一番多くて、カット野菜、卵、果物、葉物野菜などがコン

ビニで買われている時代です。 

 なぜ行くのかは、スーパーで買い忘れたとか、近くの店舗で買いたいときに側にある。また、他のも
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のを買ったついで、あるいは少量だけでも買えるといった利便性がある。 

 

（資料９） 

 今、子供たちがメタボ症候群等々になっています。子供たちが健康的に非常にまずい状況になってお

り、政府は医療費の削減のためもあり、野菜350グラム、果物200グラムと、皆さんやっていますが、実

際にその効果が出てきていないのが現状だと思います。 

 

（資料10） 

 本協会の調査のデータを拝見しても、20代の方々は果物をもっと食べたいと、実際に言っている。な

ぜならば、健康にいい、美容にいいということをちゃんと分かっており、食べたいという声がここにあ

る。しかし、皮がむきやすい、皮のまま食べられる、要するに便利性が、非常に求められている部分で

す。 

 

（資料11,12） 

 病気になって、薬や手術で治す時代から、病気にならない、予防する時代に来ている。人間は自然治

癒力という、すばらしい力を生まれつき持っているわけで、自然治癒力をいかに高めるか。そのために

は、何を食べるかが必要であって、野菜と果物は、治す力を強めるすばらしい食品です。 

 

（資料13） 

 メタボや生活習慣病対策には、野菜と果物が必要です。今、アメリカで、その辺がどういう形になっ

ているかをお話しますが、野菜や果物にあるファイトケミカルやビタミン、ミネラル、要するに果物は、

究極のアンチエイジング食品だということを、もう一回、皆さんと確認しょうということです。 

 

（資料14） 

 ノロウイルスが大変流行している。あるいはインフルエンザも新しい型が出てきている。要するに薬

が追いつかない。薬を飲んで治す時代ではなくて、病気にならない、インフルエンザにならない、ノロ

ウイルスにかからない、そのための予防をどうするか。そのためには、何を食べるかが非常に重要であ

って、過去50年間の人間の食生活、特に西洋式な肉食を中心とした食生活を変えなければいけない。野

菜、果物中心の食生活が求められている時代であり、人口の増加、水、食糧不足、環境異変に対しても、

野菜、果物はとても優しい食品ということです。 

 

（資料15） 

 『FIT FOR LIFE』という本です。1980年代にダイアモンド夫妻が書いた本の日本語訳です。バラン

スのとれた食生活を言われていた時代に、果物、野菜を積極的にとりましょうと書いた本で、人間が地

球に生まれ、最初に存在したときに食べていたものは、木になっている果実と落ちているナッツです。

オランウータンやゴリラと同じように、果物、ナッツを食べて生きていたのが、人間の始まりという本

です。 
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（資料16） 

 次に『CHINA STUDY』です。『CHINA STUDY』というのは、キャンベル博士が、中国でいろいろ

な食生活をすることによって、どういう病気になるかを調査した本で、日本語訳は『葬られた「第二の

マクガバン報告」』という題名の３部作です。これも野菜、果物中心の食生活をしたことによって、体

がよくなるだけではなくて、病気も治っていくという実例をいろいろと挙げている本です。 

 マクガバンレポートは、アメリカでがんが増えて、その原因を調べた結果、肉食を中心とした食生活

が原因だということでしたが、それは業界の反対等々があって、なかなか公に出なかったものです。 

 

（資料17） 

 エセルスティンの『心臓病は食生活で治す』で、これも英訳と日本語訳があります。 

 

（資料18） 

 『Forks Over Knives』という映画があります。ヘラルドが日本語版も出しています。これは先ほどの

キャンベル、エセルスティンの実際のドキュメントの映画で、アメリカで、心筋梗塞、脳梗塞、糖尿病

の方、要は病気になっている方が、野菜、果物中心の食生活に変えたことによって、いかに健康になっ

ていくかを、ドキュメントで示している映画です。 

 Forksというのは、食事のことです。Knivesというのは、手術のメスのことで、手術よりも正しい食事

のほうが優れている。だから、正しい食事が手術より優れているというタイトルになっています。 

 

（資料19） 

 オーストラリアの映画で『Fat,Sick＆Nearly Dead』です。これは毎日スムージーを飲み続けることで、

体重が減って、どんどん体が健康になっていくという映画です。 

 

（資料20） 

 もう一つは『Planest』です。同じくキャンベルとエセルスティンが、食生活を改善することによって、

心臓病を治していく部分と、地球温暖化にも、野菜、果物は、優しいというドキュメンタリー映画です。 

 

（資料21） 

 先ほどの『CHINA STUDY』を書かれたキャンベル博士が言っているのは、医学による治療で、プラ

ントベース、野菜、果物の食事が成し遂げられるものに及ぶものなど、私は何も知らない。だから、い

かに野菜、果物中心の食生活が大切なのかということを彼が書いて、食事を野菜、果物中心に変えるこ

とができるならば、医療費は７割から８割削減できると、私は信じていると言っています。 

 日本でも、最近、生命科学振興会理事長の渡邊昌先生が『「食」で医療費は10兆円減らせる』という

本を書いていますが、それもどう食生活を変えるかというものです。 

 

（資料22） 

 プラントベース＆ホールフード、要するに野菜、果物、全てのホールフードを推奨している団体が、

世界にこれだけあるという現実です。 
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（資料23） 

 クリントン元大統領は、心筋梗塞を２回やっています。彼はそれで心臓がぼろぼろだと言われて、食

生活を変えなかったら、あなたの余命はないと言われ、彼は完全に野菜、果物中心の食生活に変えて、

体重が20キロぐらいやせて、今は極めて健康な状態になっています。これはCNNで取り上げられたもの

です。 

 

（資料24） 

 ホールフーズです。ホールフーズのオーナーは、ベジタリアンです。ここはスーパーです。従って、

野菜、果物だけだとスーパーになりませんので、肉や魚ももちろん売っています。しかし、彼らのスー

パーのコンセプトは、Health Starts Here、すなわち健康は私たちのお店から始まるということです。こ

んなスーパー、日本にはありません。まさに自分のスーパーは、皆様の健康をスタートするというコン

セプトでやっています。ここのスーパーの野菜、果物売り場は、楽しくなるような売り場です。 

 

（資料25） 

 プラントベース、ホールフードが求められる時代が到来しています。医者や病院ではない。八百屋や

果物屋、あるいはスーパーの青果売り場が、健康効果を提供し、薬や手術よりも優れたものを日本の消

費者に提供するのです。 

 ですから、野菜、果物に携わっている皆さんは、人類の病気の予防だけではなくて、健康増進、医療

費の大幅な削減、そして、地球環境を守るという、非常にすばらしい有意義な社会的貢献に役立ってい

るということです。 

 

（資料26） 

 野菜、果物は、千載一遇のチャンスです。なぜならば、野菜、果物は、まさに命、生きている食品で

あります。免疫力を高める食品、必需品ということで、野菜、果物の業界に対する方には、いつもこう

いうお話をさせていただいています。 

 

（資料27） 

 本日の最後です。『パワー・フルーツガイドブック 医者も教えてくれなかった実はすごいフルーツ

の力』といって、宇山恵子という医療ジャーナリストが、世界にいっぱいあるフルーツの医療データで、

健康にこれだけいいという実証を論文として発表されたものを日本語に訳しています。宇山さんのこの

本がフルーツの力のすばらしさを語っている、1,000円プラス消費税です。興味がある方はぜひ購入くだ

さい。 

 以上です。 
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３．横地氏報告 

 私からは、植物検疫について説明をします。国際検疫調整官というポストに、この４月から来ており

まして、農産物の輸出入に関する検疫協議、２国間の検疫協議を担当しています。したがいまして、検

疫協議で問題になる検疫所の観点、相手国からこういうことを言われるということ、ぜひ輸出に向けて

こういう点で取り組んでいただけると助かる、産地と一緒になって、こういう点で頑張っていきたいと

いう話を中心にさせていただきます。 

 

（資料１） 

 植物検疫協議では、協議すべき対象の病害虫があります。 

 輸入の場合、相手国にいる、日本にいない病害虫が日本に入ってこないようにすることを植物検疫で

やっている。日本の農産物を外に輸出することになりますと、輸入の場合の外国の虫が入ってこないよ

うにするのと同じように、輸出の場合は、日本にいる害虫、病気が、海外に出ていかないようにするこ

とが求められるというのが、植物検疫協議のイシューになります。 

 例えば輸入の場合、相手国から日本に入ってくることになるので、その場合、日本に存在しない虫と

か、病気について、消毒と書いていますがこれは殺虫と読みかえて下さい。入ってこないようにちゃん

とした上で、日本に輸出することをお願いしている。逆に相手国に輸出したい場合、相手国に存在しな

いで、日本に存在している害虫、病気について、しっかりと処理をして、輸出をしていくことが大事に

なってきます。したがって、どうしても産地と一体となった取組が重要になってくる、あるいは流通過

程でさまざまな処理を加えた上で、輸出をしていくことが重要になっていくということです。 

 

 例えば日本が柑橘を海外から輸入するときには、チチュウカイミバエとか、ウリミバエ、ミカンコミ

バエ、それから、コドリンガというガですが、こういう横綱級の害虫が入ってこないように、輸出国側

でしっかりと殺虫してから持ってきてくださいということをお願いして、それが確実に達成できること

が確保された上で、我々は輸入解禁をしている。 

輸出する場合には、同じことを相手国に求められるということです。例えば日本にはミカンバエとい

うハエがいます。これは西日本に多く存在している、普通に我々の国内にいるハエですが、こういうも

のは、海外には存在しないので、ちゃんと処理をしてくださいということがあります。 

 リンゴ、桃、梨につくモモシンクイガというガがいますが、これもついていないものをちゃんと輸出

してくれと、我々は求められています。 

 従って、日本から輸出する場合は、日本には存在するが、相手国には存在しない病気、害虫について、

園地検査とか、消毒処理、殺虫処理をして出していくことが重要になる。こういった取組をやっていく

ことが大事だということです。 

 

（資料２） 

 こういった観点から、現在、農林水産省では、オールジャパンで取組を進めています。産地も業界も

我々も一体になって、輸出に向けて取り組んでいくことで、輸出戦略を省でつくっているところです。 
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 品目別の部会などをつくり、それぞれの品目によって、どういう取組をしていくかを決め、また、ど

ういう品目をどこの国に出していくかも、あわせて決めようという取組をしています。 

 これは27年度ですが、28年度の輸出戦略をこれからつくろうというタイミングでして、どの国に、ど

ういう品目を、どういう観点から推していくかなどについて、現在、議論をしているところです。 

 

（資料３） 

 植物検疫協議の状況を、簡単にまとめました。 

 国別・品目別に輸出戦略を立てて、その中で、検疫協議をしっかりと位置づけて、国と品目を重点的

に出すため、ターゲットを絞って、現在、検疫協議を進めています。 

 最近、検疫協議で整ったものは、去年であれば、例えばベトナム向けのリンゴが解禁になりました。

アメリカ向けの温州ミカンについては、既に輸出はできていたのですが、検疫条件が大幅に緩和され、

また、豪州向けのブトウ、温州ミカン、タイ向けの柑橘、中国向けの精米などが輸出解禁されました。 

 また、解禁に向けて、検疫協議状況にあるものを載せています。例えばアメリカ向けの柿、タイ向け

の柑橘などを進めています。また、青果物ではありませんが、中国向けの精米とか、こういう協議を進

めています。また、豪州向けに桃、ネクタリン、台湾向けのトマト、中国向けのブドウ、こういったも

のも検疫協議を進めているところです。 

 検疫協議は、相手国に病害虫が行かないようにする、あるいは相手国から病害虫が入ってこないよう

にすることでして、世界各国、同じように取り組んでいます。したがって、WTO協定の枠組みの中で、

各国が植物検疫の関係の協定を結び、科学的に合理的な措置以上のものを相手国に求めてはいけないと

いう国際的な共通認識のもと、どういった病気、害虫を対象に、どういった検疫措置を求めるのかとい

う協議を進めている状況です。 

 

（資料４） 

 植物検疫については、病気、害虫が相手国に行く、あるいは相手国から入ってくることを防ぐことが

目的ですが、それだけで輸出できるか、輸入できるかというと、必ずしもそうでもない。植物検疫とは

別の観点から、貿易上の阻害要因になるものを載せています。 

 留意事項と書いていますが、輸出の場合、仮に輸出検疫協議をクリアできても、食品安全上の条件な

どがクリアされないと、現実には輸出につながらないという点が、現在、１つ大きな問題点としてクロ

ーズアップされています。 

 具体的には、残留農薬基準、放射性物質の関係の基準などが挙げられます。例えばアメリカに、昨年、

柑橘を輸出しようとしたところ、残留農薬基準でなかなか難しい。 

 また、放射性規制についても、大幅に緩和されてきてはいますが、まだ一部の国で規制が残っている

状況もある。こういった点を、植物検疫以外の観点でクリアしていかなければいけないのです。 

 こういった点も含めて、輸出を促進するに当たっては、解決していかなければいけないので、やはり

オールジャパンでの取組が非常に重要になっているのが現状です。 

 病害虫については、下に書いています。検疫の観点ですが、病害虫が仮についていた場合、貿易がと

まってしまうことに十分留意して、産地とか、流通段階で関与していかなければならない。 

 例えば台湾向けにリンゴなどを出す場合、モモシンクイガがついていると、アウトになってしまう。
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台湾側の輸入検査のときに、２回発見されたら、日本全国からの輸出がとまってしまう状況になってい

ますので、病害虫の管理もしっかりやらなければいけないということです。 

 ちなみに、日本は２回ではなくて、１回見つかったら、アウトです。つい最近も、台湾からのポンカ

ンで害虫が見つかって、台湾からの輸出が、今、とまっている状況になっています。 

 従って、病害虫の管理もやっていかなければいけないので、産地段階で防除暦でのしっかりとした防

除、選果などのしっかりとした産地の取組などを進めていかなければならないですし、また、それを実

際に担っている方々のスキルアップを図っていく必要があると考えています。 

 

（資料５） 

 検疫で海外に出せないケースも多々あるのですが、実際にどういう品目が、どこにどれだけ出ている

のかを見たものが、この表です。国別・品目別の輸出額と植物検疫の現状でして、左側に国が右に品目

が並んでいます。 

 これをどう見るかというと、台湾向けに出ているリンゴは、67億7,600万円です。この輸出額は、貿易

統計からとっています。ここの欄に、参考までに輸出の順位を載せています。そうすると、台湾とか、

香港、この辺には、たくさん出ている。この数字が小さくなってくると、出ている量が、金額ベースで

小さくなっていく。 

 バツ（×）と書いてある点は、検疫上そもそも出せないので、金額が載るわけがないということです。 

 ０は何かというと、検疫上は物が出せるけれど、実際に荷が出ていないものです。 

 従って、検疫で開いていないところを、どんどん開けていくことを、我々はやっている。他方、既に

検疫所の問題をクリアされているような国に向けた品目であれば、そこを狙って輸出体制を組んでいく

ことも、１つ商売の戦略上の考え方としてはあると考えておりまして、参考までに紹介をしています。

例えばアメリカには、意外と出ていない状況になっている。 

 

（資料６） 

 青果物の輸出促進に当たっては、いろいろな課題があるので、少し植物検疫のバイアスはかかってい

ますが、書いています。 

 検疫協議はしっかりやっています。それをしっかり進めていくためには、科学的な知見で検疫条件を

設定して、過不足のない検疫措置を講じていくことが大事なのですが、例えば残留農薬で、検疫とは別

の観点で、残念ながら、輸出が滞ってしまうこともあります。こういうことにも十分配慮した形で、輸

出に取り組んでいくことが大事だと考えています。 

 まずはマーケティングをしていただいて、相手国でどういうものが売れるかをきちんと見定めた上で、

輸出戦略にのせ、我々は、国境を開けるために頑張っていくわけです。それ以外の観点については、そ

れぞれの分野でしっかりと取組をしていただいて、相手国のマーケットに、日本のすばらしい、おいし

い果物などを出していくことが、重要だと考えているところです。 

 

（資料７） 

 我々は、今、さまざまな支援を行っていて、例えばさまざまな国の検疫条件はどうなっているか情報

提供をしています。 
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 それから、港まで運んで検疫チェックをして、これは輸出できませんと言われると、輸送コストが無

駄になってしまうこともあるので、例えば集荷地まで、我々の植物防疫官を派遣して、集荷地で検査を

していく。そこで、だめということであれば、その場で差しかえることも、やっています。26年度は8,000

件ほど、集荷地で検査をしています。 

 また、貨物で輸出するだけではなく、インバウンドで、外国から来たお客様に、手土産あるいは自分

へのお土産の形で、農産物を持って帰っていただくような仕組みづくり、お手伝いもしています。 

 

（資料８） 

 また、検疫措置をしっかりと講じた上で、外国に出していきたいという産地の方々に対しても、予算

措置を講じています。こういった取組を通じて、輸出促進に努めていきたいと考えています。 

 私からの御説明は以上です。 
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資料６ 

 

 

 

 

資料７ 

 

 

 

 

資料８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

４．意見交換 

（１）アメリカ農産物の輸出振興とフロリダ州政府柑橘局の取り組みについて 

○駒村座長 フロリダのグレープフルーツを中心に、日本とはスケールが大分違いますが、非常に組織

的といいますか、多面的な活動を国と一体になってやっているところが、非常に印象的だったと思いま

す。最後に日本が輸出に取り組む場合のポイントについて、お話をいただきました。 

 質問等を出していただいて、意見交換をしたいと思います。 

○徳田委員 非常に興味のある話で、お伺いしたいことがたくさんあります。幾つか選んで質問します

が、１つは、武田さんの会社の場合、基本的にはプロモーションというところで、実際の販売は、それ

ぞれということだと思うのですが、最後のところでは、輸出取りまとめ窓口、団体の一本化という提案

もありました。プロモーションでも、例えば商品を提案するとしたら、当然それに応じた、シッパーに

対応しなければいけない。とすると、全体の取引に対応できるかどうかが抜きにはあり得ないと思うの

です。現実にはプロモーションと販売は表裏一体の部分があるので、全く関係ないとは言い切れない、

その辺はどういう調整が図られているかという問題です。 

 あわせて、現実に輸出する業務は、それぞれいろいろな条件の中で、日本から輸出するという想定と、

アメリカ、フロリダから日本に出すということでは、取引自体が随分違うのではないかと思うのです。

前にカリフォルニアで、日本向けの青果物の輸出を仲介しているブローカーと一緒に産地を回ったこと

があるのですが、彼はグレープフルーツの時期には、ずっとフロリダに行って、そちらでブローカー業

務をやっている。恐らくそういう形になっているのではないか。フロリダのシッパーが日本に事務所を

設けて、日本で取引をやるということは、多分ないだろうと思います。そうすると、そういう人たちが

そこに行ってという形で、例えば日本からの輸出だと、日本にどこかの国が来て、中国向け、タイ向け、

タイ人がブローカーをやっているのは、ちょっと考えにくいとすると、大分違ってくると思います。 

 もう一つ重要なのは、流通の中でどういう仕組みをつくるかについて、どう考えるべきかです。 

 アメリカの場合、プロモーションでも、契約ベースというお話でしたが、そうすると、実際には、公

的予算から出ているということで、いわゆる実際のプロモーションの効果は、なかなか計りにくいので

すが、どういう形でされているのか。 

 もう一つは、全体的な今のグレープフルーツの国際マーケットの状況で、量が減ってきたという話も

ありましたが、変わってきているのではないかと思います。日本への輸出量が減っている背景には、向

こうの生産減と同時に、インターナショナルマーケットの中での輸出競争が、昔とは大分変わってきて、

今、アメリカと同時に、ほかの国、一番大きいのは、多分南アフリカだと思うのですが、その競争の状

況が、価格面で見ると、時期のずれがあるので、競争がバッティングしているかどうかはともかくとし

て、そういう競争の変化があるのではない。１つは、その辺がどう影響しているかということです。 

 逆に、輸入市場としての日本の位置が大分変わってきていると思います。昔は、日本が最大輸出国で

あったのが、最近は、中国、東南アジアあたりが、大分輸入量をふやしていく中で、例えばサクランボ

の場合は、前のFAOのデータで見ると、90年代は、アメリカのサクランボ輸出の５割以上、大部分が日

本だったのが、現在は10％前後です。カナダのものを輸出と見るかどうかということはあるのですが、

それを除いても、相当減ってきている状況です。価格面についても、昔ほど日本はうまみがなくなった
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ということも、いろんな話で聞こえてくるのですが、その辺の輸入国と日本という、インターナショナ

ルマーケットの条件というか、それがどう変化して、それによって、プロモーションも大分変わってき

ているのではないかと思うのです。その辺の変化について、もし何かあれば、教えていただきたいと思

います。 

○武田社長 大変いいポイントでして、まず輸入果物のバナナ、パイナップルは、大手の企業、すなわ

ちドールがあり、スミフルがあり、デルモンテがあり、ユニフルーティーがあります。これは各社がや

っているので、それは置いておきますと、それ以外の果物、果実、野菜というと、専属のインポーター

として、大手が数社あるわけです。ユニオンとか、ロイヤルとか、ウィズメタックとか、そういった輸

入専門に扱っているインポーターがいて、そこの方々が、フロリダの場合でいくと、現地に行って、シ

ーズン中は、向こうに駐在はしていなくても、目ききとして、出荷に当たっての検品作業をすることに

よって、いいものを出させるという部分があります。ユニオンなどは、その期間、ずっと事務所に人を

置いて、全ての検品を向こうでするという形をしていました。 

 それ以外には、カリフォルニアを中心に、シアトルなり、ロサンゼルスに、ブローカーと言われてい

る、日本語を話す日本人が、フロリダの産地に定期的に行って、それを日本のスーパーに紹介して、そ

こがエクスポーターとして日本に輸出していくというパターンがあります。 

 日本のスーパーとヨーロッパのスーパーの違いは、日本はスーパーの数がすごく多いと同時に、言葉

の問題がある。ヨーロッパの場合には、スーパーのバイヤーが直接シッパー、フロリダの生産者から買

うというケースもあるわけです。けれども、日本はそれができない。ですから、そのために、ブローカ

ーが活躍する場があり、彼らは言葉の部分、発注の作業、輸出入の手続をしてくれる。それによって、

スーパーにという部分があります。先ほどのS社などもそうです。 

 それらの中には、ブローカーから産地を指定して、そこを経由で買って、直接輸入して、店舗で売っ

ている社もあります。バナナ、パイナップルを除いた果実、野菜もそうかもしれません。野菜はインポ

ーターが変わってきますが、大手のインポーターが、実際の商品の目ききと発注と輸入業務をやってい

ます。 

 フロリダの人間が、年に１回、夏の時期、シーズンが大体６月に終わります。来年に向けてどうしよ

うかを検討するために、８月、９月にフロリダのシッパーは、ほとんど全部が日本に来ます。そこで、

来年度の販売、輸入計画を、彼らのお客さん、インポーターと話をして協議していく。シーズンが始ま

ると、11月からフロリダのグレープフルーツの出荷が始まりますので、シーズン中は、フロリダの人間

が日本に来ることはない。インポーターがフロリダに行って、現地の状況を見ながら、発注の数量の調

整や、品目を見て、畑を見て、ここからのものをどうするかという形でやっていることが多い。 

 先ほどの販売とマーケティングが表裏一体というのも同じでして、販売をしているインポーター自身

が、マーケティングを具体的にスーパーのバイヤーに提案をしていくノウハウなり、行動が伴わない部

分があるので、そこを私どもがサポートしているのが、フロリダのグレープフルーツの場合です。 

 その部分に関しては、本来、インポーターが、マーケティングも含めて一緒にやれば良いのですが、

今の日本のインポーターの仕事のやり方として、売りという部分がどうしても優先され、言葉は悪いで

すが、オーダーテーカー的なものになっています。マーケティングをつけて、それをやるから、これを

一緒にやりましょうという持ちかけではなくて、スーパーのバイヤーから、これを持ってこい、この値

段だったら買う、だから、持ってこい的な、オーダーテーカー的な部分で、もうからないというパター
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ンも結構あるのではないかと思います。 

 今度、日本から輸出していく場合においては、まさに売りの部分とマーケティングの部分をどこかの

団体が１つの窓口としてやる。そこをどう一体化させて、売りとマーケティングというものを一緒に、

先方のインポーターなのか、小売のスーパーなのか、そこに提案をしていくかということが、極めて重

要ではないかと思います。 

○徳田委員 いろいろ意見はあると思います。 

○武田社長 ２つ目の公的な予算で、実際の我々の活動の効果が、どういう形で測定されているのか。

これは非常にいい質問でして、これは我々も常に言われています。効果測定というものは、例えば先ほ

どの記者発表会をし、それによって、どれだけの売りにつながったのかは、計ることができません。で

すから、こういった場合には、メディアとして、どれだけの媒体に取り上げられたかです。 

 先ほどのコナンとか、楽天イーグルスのキャンペーンのように、それをやったことによって、販売が

どれだけ伸びたかということは、各スーパーに我々が行って、その期間の販売のデータで、どれだけ売

り上げが増えたかという情報をいただき、それをお互いにシェアする形にしています。直接売りにつな

がる販売促進の活動については、スーパーと我々が一体となって、その効果をお互いに見ていき、実売

りとしての数字から我々としても反省し、次に生かしていくという形をとっています。 

 ３つ目ですが、グレープフルーツの市場環境も非常に変わってきています。輸入量もピークの４分の

１まで下がっている。南アが、今、実際に輸入量としては、ついにフロリダを抜いてしまった。ですか

ら、グレープフルーツの最大の輸出国は、今、南アになってしまった。 

 けれども、シーズンとしては、バッティングしていない。南アは６月から11月、残りがフロリダだっ

た。しかし、フロリダのシーズン期間に、北半球のフロリダの数量が減り、全ての期間をカバーできな

くなってしまったために、今年でいくと、メキシコが入ってきたり、これからトルコが入ってきたり、

カリフォルニアもありますし、イスラエルもあります。そういう部分で、フロリダの生産が賄い切れな

い部分を、北半球の他産地が、そこがどうカバーするかという部分です。 

 サクランボの例では、日本に対する輸出量のパーセントは極端に減ってきています。グレープフルー

ツの場合は、全体量は減っても、アメリカの国内の需要は、そんなに落ち込んでいない。昔から、500万

から600万カートンぐらいです。昔、日本は1,200万カートン輸入していたので、日本が世界一グレープ

フルーツを消費する国だったのです。ところが、今、それが300万まで落ちてしまっていますので、今、

世界一ではなくなってしまった。それは、生産量が減ったということもありますし、あとは、フロリダ

のグレープフルーツ自身の消費量が、そのときに比べて減っていることがあります。 

 これはいろんな原因があると思います。国内の柑橘のバラエティーもふえ、シーズンもフロリダのシ

ーズンをくっているという部分もあるし、フロリダのグレープフルーツのよさも、昔のオーキッドアイ

ランドのようなすばらしいフルーツがあったときと比べると、なくなってきている。 

 フロリダは、日本の柑橘の生産者のように、バラエティーを変えて、品種改良して、さらにいいもの

をということは一切しない。昔のまま、グレープフルーツをただつくり続けています。ゼスプリを見れ

ば、明白です。あの成功は、まさにその部分です。フロリダは全くその努力をしていないと言うと、そ

れどころではない、グリーニング対応で大変だということになってしまうのですが、そういった部分で

は、フルーツはやはりおいしくなければいけないので、品質の衰えがフロリダにはあるのは、事実だと

思います。 
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○鈴木委員 話が重複するかもしれませんが、結局、輸出の相手国のスーパーなり、バイヤーが、そこ

の国に買いに行くのが基本ですね。 

○武田社長 そうです。 

○鈴木委員 逆に日本側から相手に売りに行くという感覚ではないですね。 

○武田社長 売りに行くという感覚のほうがあります。 

○鈴木委員 お話を聞いていると、相手国のスーパーなり、インポーターをどう動かすかということだ

と思います。 

○武田社長 流通です。これは生産者、シッパーがいて、インポーターがいて、市場や、最終的にはス

ーパーです。 

○鈴木委員 ですから、日本だけでどうのこうのではなくて、相手の国にどういう流通をつくるか、そ

こが一番難しいところだろうと思います。ある程度、アメリカみたいに、それが確立されていればいい

のですが、これから取り組んでいくとなると、その辺が一番のネックになってくるのだろうと思うので

すが、こうしたらいいということがあれば、お願いします。 

○武田社長 日本の場合には、小売店、スーパー、アメリカやヨーロッパに比べると、中小がたくさん

いるので、そこに流通しなければいけない。インポーターは、直接スーパーに売っていこうとはしてい

るものの、全ては賄い切れないので、フロリダのグレープフルーツにしても、今、半分以上が市場経由

で流れていかなければいけないところがある。全部自分たちが各スーパーにデリバリーして、売っても

らうことができないわけです。 

 日本の果実を輸出する国によると思いますが、例えば香港とか、台湾とか、そういったアジア圏のあ

る国で見れば、日本のように、スーパーの数がたくさんあって、市場経由でいっぱいディストリビュー

ションしなければいけないということではなくて、著名な大手スーパーとまずは商談をし、そこで、そ

のコーナーをしっかりつくり、そのよさをしっかりと消費者に伝えていくというものを一緒に組んでつ

くっていくことができれば、１つの方法だと思うし、あるいは市場の方で、それを自分のネットワーク

の中でやっていくという方がいれば、それはまた１つの方法だと思います。先方、相手国の流通をどう

つくり、それにどう乗り、どうサポートしていくかがあって、初めて実際のビジネスとして動いていく

と思います。 

 日本にフロリダのグレープフルーツを輸入しているインポーター、ユニオンやロイヤル、ウィズメタ

ックも、今、輸出をやっています。輸入と輸出というのは、同じようなものです。彼らの機能を生かす

という部分では、彼らも、今、輸出もやろうということで、アジアでの青果物の展示会に、ブースを持

って出展して、彼らがリンゴ、柿、干し柿等々をプロモーションして、売り込もうとしている実態はあ

ります。だから、インポーターと日本の出荷団体なり、生産者が、どう組むことができるのかが１つあ

ると思います。今、生産者団体が直接そんなところは要らない、自分たちが売りに行くというのであれ

ば、それは１つありだと思いますし、既にそういうインポーターが、輸入だけではなくて、輸出もとい

う動きがあるので、その企業と一緒に何ができるかを、突き詰めてやっていこうという方法は、すぐに

できる方法だと思います。企業がある程度決まっているので、その企業にどうのるかは、分かりません

が。 

 今、日本で輸出というと、青森のリンゴが一番です。100億円ぐらい輸出しています。輸出用のパンフ

レットではありませんが、青森県リンゴ対策協議会みたいなものができて、そこが窓口としてやってい
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ます。そういうところが、自分で売り込み先、アジアの各国のスーパーにまで行って、売ろうというも

のなのか、あるいは日本のインポーターと一緒になって売り込みに行くのか、その辺は選択だと思いま

す。 

 やはり言葉の問題があると思います。フロリダの場合には、現地の会社があります。現地の会社とし

ては、売り買いがあって、初めて商売です。だから、販促する会社と話しても意味がない。我々が、今、

いられるのは、既にフロリダグレープフルーツの流通ルートができて、物が流れて、スーパーで売れて

いる状況があるから、それをいかにサポートするかに、うちの存在がある。流通量が全くゼロで、私ら

が入って、販促すると言っても、物が流れていなかったら意味がない。日本のフルーツの場合には、こ

れから物を流していこうという段階です。その中においては、販促の現地での事務所をどうということ

よりも、商売をどう組んでいくか、ローカルのパートナーをどこに決めるか、あるいは日本の輸出窓口

になるところが生産者団体なのか、日本のインポーター経由で輸出をしていくのか、その辺だと思いま

す。 

○徳田委員 取引の中で、武田さんの場合、日本の事務所で日本人がやっている。輸出は、現地の商習

慣から、食文化から、ある程度精通していないと、全然理解できない世界があるので、その国のいろい

ろなことを理解している人がいないと、すごいリスクを取らざるを得なくなる。そういう部分は、日本

人がそこへ行ってやるというよりも、現地人、しかも、ちゃんと信用できるという前提で、日本はアメ

リカから輸出するときに、最近、日本は値段も安いが、信用が一番できる、台湾とか、韓国はまだ危な

いと言われています。多分外へ行くと、日本より大分危ないところが、まだまだ多いと思います。いか

に信頼できる人をつかまえるかも、非常に重要な気がします。 

○武田社長 品目によっては、実際にジャパンパッシングで、日本に売らなくてもいい、韓国や中国に

売っていくという生産者もいます。そういった部分で、日本のような面倒くさいところ、あるいは安く

と言われてしまうのだったら、ほかのほうがいいというところもあるわけです。しかし、中には、品質

さえよければ、日本はちゃんといい値段で買ってくれる、それを理解してくれるのは日本だということ

もあるわけです。それは選択だと思います。 

 でも、現地とのパートナーシップというものは、マストです。例えば中国でやるなら、赤がポップに

なかったらだめだとか、色とか、デザインでもいろいろとあります。だから、それを日本人だけでとい

うわけにはいきません。 

○長谷川委員 品質基準の設定ですが、輸出の場合は、日本は国全体のブランドづくりのような方向で

すが、一方で、ブランドは、つくり方、気候など、ある程度絞り込みがあってこそのブランドという部

分があると思うのですが、ブランドの範囲の考えを柑橘の例から教えていただきたい。 

 品質基準の設定について、フロリダのロゴマークの場合、あれはどこが決めて、どういう検査体制で

やっているのか、教えていただきたい。 

○武田社長 フロリダのロゴの決定は、フロリダ州政府柑橘局の本部が、世界共通といって決めたもの

です。ですから、我々のインプット、あるいは我々の意見は一切入っていません。 

 ブランディングですが、フロリダの場合ですと、出荷基準が一応つくられてはいます。しかし、フロ

リダの出荷基準は、大ざっぱで、ゼスプリなどに比べると、ファンシーとか、チョイスとの要素はいろ

いろあるのですが、異なるパッカー同士のチョイス、ファンシーを比べると、全然違うし、値段も違う。

購入する日本のインポーターにしてみれば、少しでも安く、いいものをというと、こちらの安いものを
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買ったほうがいいという話になる。日本の消費者は、悪いものを安く買わされるというケースがあって、

それが原因でフロリダのグレープフルーツのイメージを落としてしまっているというのが実際にあり、

消費を減らしている原因の１つでもあると思います。 

 フロリダに対しては、今、彼らが言っている、USグレードワンという基準は、こんなに幅広かったら

意味がない、もっとこうしなさい、これ以上で、これ以下でもない。このものをしっかりと出すことに

よって、フロリダのあのロゴなり、フロリダのグレープフルーツとしての価値を消費者が理解して、そ

れが広がるわけだから、それをと言っていますが、そこはだめです。 

○駒村座長 日本の場合は、規模が小さいので、日本の果物でのロゴの工夫などもいろいろやっていま

すが、アメリカの場合は、例えばカリフォルニアなどは、コード番号を入れています。全米として統一

したシステムというか、そういう動きは、必要がない、あるいはできないということですか。組織とし

てはありますけれども。 

○武田社長 例えばスイカ協会は、全米単位ですが、実際にロジスティック上はニュージャージー州の

スイカを日本に出荷することはできない。品質、鮮度の問題です。唯一カリフォルニアのスイカを船で

持ってきている。従って、全米スイカ協会の中で実際に日本に売っていくことに興味を示すのは、カリ

フォルニアの生産者しかいない。ヨーロッパ向けとなると、また違う形になるとは思うのです。 

 スイカの場合、出荷基準は全然定められていない。その意味においては、私どもも品質基準が大切だ

とは言っているものの、アメリカの協会の農産物の出荷品質基準が、全てパーフェクトになっているか

といったら、実際のところ、全くなっていない。アメリカのビーフなどは、ミートフェデレーションと

いう組織が、それなりの基準を持ってやっていると思いますが、農産物についてはそうではありません。

米も、全米とは言うものの、結局はカリフォルニア中心ですので、日本に輸出できる限られた地域にな

ってしまうところがある。東海岸で、唯一日本に多くを出荷しているのは、フロリダのグレープフルー

ツしかないと思います。ほとんどは西海岸です。 

 

（２）植物検疫について～特に輸出の促進に向けて～ 

○駒村座長 ありがとうございました。先ほども武田様から日本の制度を中心にお話がありましたが、

何か質問はありますか。 

○長谷川委員 ベトナムにリンゴの輸出を開始したと思うのですが、有袋でなければいけないという話

を、聞いています。その理由はなぜかという話と、何年か前に、幾つかのリンゴの産地で、モモシンク

イガが、台湾で引っかかったとか、そういう話を聞いたことがあるのですが、その後の措置はどうだっ

たのか教えていただけますか。 

○横地調整官 まず有袋でなければいけない理由です。ベトナム向けのリンゴの輸出については、今、

袋がけをしているリンゴに限るという検疫条件になっています。袋がけをすることによって、病害虫が

つきにくくなるという、その観点に尽きます。 

 したがって、有袋にしている理由は、植物検疫上、特に害虫が付着しないようにするという観点から

の措置になります。 

 モモシンクイガについては、輸出で何か見つかった場合は、国内で、しっかりとした原因究明と改善

措置を講じた上で、台湾側にそれを申し入れて、台湾側との協議の上で、先方が納得すれば、解除され

ることになっています。したがって、産地と連携をとりながら、原因究明と改善措置を講じていくこと
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を、文章でしっかりと台湾側に申し入れて、協議の結果、解消していく形になります。 

○長谷川委員 リンゴでお伺いしますが、現在、植物防疫に関して、産地は個別対応になるわけですか。

それとも、産地全体をまとめて、植物防疫について話し合ったり、あるいは要請したりする場は、今の

ところはないのですか。 

○横地調整官 両方あるのではないかと思います。例えば地域を挙げて輸出していきたい場合は、一定

の面積を対象にコミュニケーションをとりますし、特定の園地だけを指定して、輸出する場合は、個別

対応に近い形になることもあると思います。 

○長谷川委員 昔はともかくとして、最近、青森県は、青森県リンゴ生産団体とか、輸出業者がこの問

題に非常に過敏になってきていて、ほかの産地はちゃんとやっていないのではないかとか、ウの目タカ

の目で見ているところがあるかと思うのですが、産地間で疑心暗鬼みたいなところもあると思うのです。

まとめて植物防疫の問題を協議したりしていく場というのは、できないものなのですか。 

○横地調整官 例えばブロック会議とかの情報共有の場は、設けさせてもらっていますが、今のお話を

伺っていると、それで十分なコミュニケーションができているのかどうかという点だと思いますので、

別途の取組をするかどうかも含めて、それは検討の余地があるのではないかと、今のコメントを伺って

思いました。 

○長谷川委員 IPMの話が入っているかと思うのですが、輸出用の防除とIPMは、一線を画するものが

あるという感じなのでしょうか。 

○横地調整官 我々は、輸出だからとか、国内防除だからということで、分けて考えておりません。IPM

という、比較的マイルドなやり方であっても、効果が見込めれば、検疫措置として、十分組み込むこと

は可能だと思っています。相手に納得してもらうプロセスが、検疫協議の場では必要になってくるので、

IPMも含む病害虫管理が効果的であるというデータをしっかりととれれば、これは十分ツールになると

思っています。 

○長谷川委員 でも、データはないのですね。 

○横地調整官 なかなか難しいかもしれないと思います。 

○徳田委員 今のお話とも関連するのですが、結局、植物防疫は、それぞれの輸出の場合でも、相手国

によって相当違いがあって、それぞれの国、地域の条件において、比較的通しやすいところと、結構厳

しいところがある。果実の中でも、個別の法人経営が独自にやる例と、農協でやるところがあります。 

 三重県などを見ていても、三重県の柑橘で、一番南のところはタイに輸出しています。タイの場合は、

タイ側の植物検疫官が現地確認で来ていて、それに対して農協単位で、コスト面、予算の問題も含めて、

実際に対応している。一方で、そこの法人の中には、台湾、マレーシアあたりに、完全に独自にやって

います。相手先によって、こちら側としても地域単位でやることを考えてはいかがか。具体的な対応の

中で、そういうところはどうなのですか。 

○横地調整官 相手国によって、輸出するときに、我々に求めるレベルが違うのではないかを、前提条

件として考えているかという、そういうお尋ねだと思います。そこは我々も十分に考えています。輸出

しやすい国、あるいは品目とか、輸出しにくいものは、当然出てくると思っています。 

 輸出しやすいところは、比較的輸出できていたりして、例えばシンガポールなどは国内農業がほとん

どないので、輸出がすごくしやすい。 

 他方、輸出しにくい国などもあって、例えばその国の重要品目を我々が輸出したいと言った場合、相
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手国は相当構えるとか、そういうことはあります。 

 どういう検疫措置を設定するかは、輸入する側が基本的に決めるのが、この協議の基本姿勢なので、

相手国がどういうことを求めてくるかを想定しながら協議することも、実際にやっています。例えば先

ほどの検査官の派遣などもそうなのですが、自分の国の検査官を日本に派遣して、実際に現地を見ない

と、OKとは言わないという国もあれば、そんなことは必要ないという国もあります。やりやすさを考え

ながら、検疫協議、どこの国に何を出していくかは、考えていく必要があるのだろうと思っています。 

 ただ、その辺は、出しやすいところだけ出すという形にもならなくて、実態上どうフィットしている

かというと、必ずしも理想的にはなっていない状況だと思います。 

○徳田委員 ある意味でアドバイスとして、ここが単独でやると、それによって、日本全国がだめにな

ったりするというリスクがあるところについては、相当慎重にやるべきと思う。輸出に関心を持ってい

るところは、法人経営的な部分も多いので、そこに対しては、現実的な話で、ここはある程度やれるけ

れども、ここが単独でやるのは、控えたほうがいいというものもあるような気がします。 

○横地調整官 どういうふうに検疫措置が設定されるかを、説明させてもらったほうがいいと思うので

すが、例えば日本に存在していて、相手国に存在していないものを輸出する場合は、常に問題になる。 

 例えばミカンを輸出したいとします。そうすると、ミカンに寄生する病気とか、害虫は、日本にどう

いうものがいるかで、ざっと並べる。一方、相手国にミカンにつくような病気がいるかどうか、ざっと

並べると、日本にいるが、相手国にいないというのは、おのずとわかってくるわけです。それを見たと

きに、たたくのが難しいものが残ってしまった場合は、検疫協議は非常に難しくなるし、国内産地に求

められる状況も苦しくなると、一般的に言えると思います。これが全く同じものだったら、検疫措置は

ゼロで出せることになりますので、そこを見ていくということだと思います。 

 単独でできるか、それとも面的な広がりが必要かということは、検疫措置というより、産地として、

どのくらいの量をどこから出したいかということが、最初にあると思っているので、産地全体で出した

いと思っていれば、それなりの広がりになるでしょうし、そうではない、このハウスのものを出したい

ということであれば、話は別ということになると思っています。どのくらいの広がりが適切なのかは、

私たちのほうでは、検討の視野に入れているわけではありません。 

○鈴木委員 実際にやってはいますが、結局、台湾向けのリンゴや梨も、シンクイガの関係で、向こう

の検査官を呼んで、選果場の登録まで必要です。そのためにかかる費用を選果場の数で割り振って、み

んなで支払うという形でやっていますので、そういった措置がないと、相手国によっては、対応できな

いというのが実際ですし、先のタイ向けのミカンも、指定園地制ですので、ここの園地というのが決ま

っています。そこも相手の検査官を呼んで、生産のときから検査に来ますので、その費用は当然産地負

担になります。そういう意味では、簡単に輸出しますというわけにはいかないというのが、実態だと思

います。 

○横地調整官 園地指定、あるいは選果場という観点からすると、私らも悩ましいところです。選果場

の指定とか、園地指定をしないというやり方もあるのです。例えば全部消毒する、殺虫しますというこ

とです。それなりの施設を建てて、そこできちっと管理をして、日本が輸入するときに、相手国に求め

ているように、例えば蒸気に何分当てて、しっかりとデータをとって、確認をして、相手国の検査官の

検査を受けた上で、輸出しますというようなやり方をとることもできる。でも、ハード整備から含めて

コストがかかる。建てた後のメンテ費用、ランニング経費も全部かかる。そういうやり方もあります。 
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 他方、そういうことはやりませんと言ったときには、何もやらないと輸出ができないので、しっかり

と各ポイントで管理するので、輸出を認めてくれという協議をするのです。そうすると、少なくとも、

何か施設を建てなければいけないとか、毎年、電気代を払わなければいけない、消毒することによって

の品質劣化を心配しなければいけない、こういう点でのコストは要らなくなるということで、どちらを

とるかなのです。これは産地の方々の判断だと思います。 

 どちらでも、相手国に対して、こういうふうに措置をするから、認めてくれという協議はできる。産

地として、どういうものを出していきたいか。例えば蒸気に当てて、虫を殺したようなものではなくて、

よりフレッシュで、フレーバーのいいものを出していきたいということであれば、プロセス管理で出し

ていく形になるでしょうし、そこは、選択の部分があります。 

○鈴木委員 もう一つは、検疫の問題ではなくて、先ほどの残留基準の問題です。これもかなり大きな

ハードルで、相手国と日本の防除体系が違うし、使っている薬が違うので、当然残留基準は国によって

違います。例えばアメリカで引っかかったのは、ベンレートですが、実際はその園地で使っていなくて

も、国内のものを選果した後に、それを流しただけで、0.01ppmに引っかかります。しかし、選果機を

分けることは、現実とすれば、とてもできない。かなり難しいところがあります。 

○横地調整官 そこが、今段階でかなり大きな、どきどきされられるファクターだと思います。 

 私達もできる範囲でということで、例えば産地に直接出向いて、現在の防除体系を見せてもらって、

残留データと照らして、この体系はやめてくれ、こういうふうに変えてと、輸出用に防除暦を変えても

らうことも、今年から始めている。そういうことをやっていかないと、結局、検疫で開いても残留でと

められるので、産地にとっていいことがない。輸出するのであれば、輸出用に栽培管理をして出してい

くことが、最初は手間かもしれませんが、結局はそのほうがお得ですと話させてもらっています。 

○鈴木委員 最終的には、選果、箱詰めまで、別で流さないといけないということになると思います。 

○横地調整官 それが確実です。時期をずらすとか、産地によって色々工夫されているようです。 

○鈴木委員 そういった意味で、産地の体制をどうつくるか、輸出にどれぐらい取り組むのか、そこか

ら考えていかないと、なかなか難しい面はあります。 

○横地調整官 産地でのコンセンサスづくりというか、そこはとても大事な点だと思います。そういう

点で、私どもも防疫官を派遣したり、我々が直接出張して行ったりして、いろいろコミュニケーション

をとりながら、こういうやり方のほうが、もっと楽なのではないかという話はしています。 

○駒村座長 それぞれの国との協議ですから、積み重ねは、微妙な部分が多々あるのだと思うのですが、

２つあって、１つは、生産者側からすると、例えば米国の柿だとか、期待を持っているものがあると思

うのですが、進行状況というか、情報がどのくらい出せるものなのかということです。あるいは協議の

ときに、例えばこれを出すなら、これを入れろとか、一種の駆け引き的な要素が入ってくる協議なのか。

そういうものは、この中ではないのか、あるいは国によっても違うのか、そういうことはどうですか。

裏話的な話になるかもしれませんが。 

○横地調整官 １点目は、どこまで情報が出せるかということですね。 

○駒村座長 そうです。農水としてということです。 

○横地調整官 誰に対してかによって、変わってくると思います。今、お話させてもらったように、例

えば産地とはコンタクトを頻繁に行っていて、こういう点が、今、問題になっているとか、ここをブレ

ークしないと、この先には進めそうもありませんという話をさせてもらっているケースはあります。 
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 それでは、オフィシャルにどこまで出すかということですが、非常にざっくりとした情報は、例えば

『通商弘報』とか、農水のホームページで、公開しています。それだと、細かいところ、機微のところ

は出てこないので、そこは余りオープンになっていないというのが、現状です。 

 なぜ余り公開しないのか、できないのかということなのですが、国内のペストステータスが、検疫協

議中に変わってしまうというケースがあります。今まで未発生だと思って協議を進めていたのが、ある

日突然、研究者の人がこういうものを見つけましたと、レポートを出すと、ステータスが変わってしま

う。問われれば、可能な範囲で、特に関係者にはお伝えしますが、誰にでもアクセスできるような形で、

特に外国の人たちもアクセスできるような形で出すということは、余りとっていないというのが現状で

す。 

 例えば輸出戦略の中で、この枠組みの中で、情報は公開されていますので、ここにおける情報ぐらい

は、いつでも出しているということになります。 

 検疫協議というのは、完全に科学的な正当性だけを持って、協議をすべきであって、相手国からの輸

入申請を認めるから、こちらも認めてくれとか、逆にこちらの輸出を認めさせるから、向こうのものを

認めるとか、そういうことはあってはならないし、我々も事実上はそういうことはやっていない。ただ、

検疫協議のテーブルに引きずり出すために使うとか、そういうことはあります。 

○弦間理事長 インバウンド、訪日外国人客が購入されたものを持って帰るときの検疫は、今、非常に

努力していただいているようですが、これをさらに積極的に、例えば先ほどの指定園地で購入したもの

については、フリーで持って帰れるとか、そういう取組は、今後ありますか。さらに簡便にということ

です。 

○横地調整官 今、考えて予算化しているのは、例えば福岡に観光客が入られる。福岡のあまおうみた

いなイチゴを観光農園で食べられて、これはおいしいと言って、これを持って帰りたいと言った場合は、

その場でこれを買いますというお買い上げ宣言をしていただきます。その場で植物検疫の申請書なども

出してもらうのですが、申請書自体は、観光農園の人が代筆して出してあげる。観光客の人は、そのほ

かの阿蘇山などを見ていただいて、天草なども見ていただいて、例えば福岡空港から自分の国に帰られ

るときには、空港のカウンターで持って帰れるような、検疫証明のついたイチゴが用意されていて、渡

されて、持って帰るという取組を、今、やっているところです。今年からやっています。 

北海道はメロンをやられています。そういうことをやっています。その裾野をもっと広げていきたいと

思っています。 

○弦間理事長 あり得るということですね。 

○横地調整官 そうです。やらせていただきたいと思っています。 

 

（３）果樹農業研究会の中間報告書について 

○駒村座長 それでは、もう一つ、本年度の果樹農業研究会の中間報告書について、審議、検討を進め

たいと思います。事務局からお願いします。 

○事務局（藤定） それでは、私から、資料１に沿って、中間報告書に盛り込む内容について、説明を

します。全体の目次を整理しています。 

「はじめに」のところで、なぜこういうことに取り組むのかについて、先ほど理事長の挨拶の中でお話

いただいたような、この研究会の趣旨、現在の状況を整理したものをまとめました。 
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「第一 果実の輸出促進に関する施策」では、これまでの施策を順番に並べたものについて、一体どう

いうふうになっているのかを整理いたしました。 

 「第二 国産果実の輸出の推移と特徴」では、これは果実の種類ごとに、品目別に、一体どういうも

のが、どこでどうなっているのかの現状についての統計なり、動きについての整理です。実際には、競

合国の産品との競争や国内産地間の競争があるものが出ていると、先日、中村先生から、実際の実例と

いうことで紹介されたので、そういうものを書き込んでいこうということで、ここに整理をいたしまし

た。 

 「第三」のところは、本日、武田社長から説明をいただいた、アメリカの対応、特にグレープフルー

ツというマーケットをつくられたということで、どういう対応をされたのかを紹介することと、先日の

キウイフルーツの対応を整理していきたいと思っています。 

 「第四 輸出を行う際の留意事項」では、実際に海外調査をどういうふうにやっていくのか、信用調

査はどういうふうにやっていくのか。それから、アンケート調査とか、価格設定、消費者調査、貿易の

条件は、一体どうなっているのかについて、基本的な知識は、こうすれば身につくという紹介の部分に

しています。 

 実際には、海外の展示会に出展する際にも、展示会に出展することは、すぐにビジネスベースのお話

になるので、そのときにどういう価格をつけていくのかについて、参考までにということで、輸出採算

の検討というところで、整理しています。 

 最後に「おわりに」ということで、今回、第一のところをメインにして、いろいろな事柄を整理して

いった上で、今後、来年度の研究会に向けて、どういうことを深めていかなければいけないのかを、ま

とめるという全体の構成にしています。 

 参考資料として、主要国・地域の果実の貿易状況を、香港からロシアまで記載しています。 

既に定められている品目別の輸出のターゲットでは、EUということで出ているのですが、中村先生から

北欧のマーケットをしっかりと見るべきではないか、北欧は所得も高いし、可能性が大きいということ

を示唆されましたので、10番から12番は、EUという形ではなくて、フィンランド、ノルウェー、スウェ

ーデンについての統計数字、貿易状況について整理しました。 

 なお、ここの果実の貿易状況については、日本から輸出が可能なものをベースに整理したということ

で、主要６品目をベースにして、数字の整理をした形になっています。これが全体像です。 

  

○駒村座長 それでは、報告書に書き込む案ということで、かなり整理された形で、御提案、御報告が

ありましたが、質問なり、どう思われるかとか、何かありますか。 

○長谷川委員 この報告書に題はつけないのですか。もちろん果樹農業研究会報告書なのですが、どん

な感じのスタンスで、この文章を読んでいけばいいのでしょうか。 

○事務局（藤定） 先生方に御検討いただいている内容については、議事録を平成27年度果樹農業研究

会報告書で、議事録を１つつくります。それ以外の別冊みたいな形で、来年度検討いただくための材料

ということでの中間報告書という形になると思っています。 

○駒村座長 そのときに、内容を表現するようなタイトルなり、副題なりはつけないのですか。 

○事務局（藤定） 暫定版の果実輸出ハンドブックとしても活用していただけるような中間報告という

ことです。つなぎ方が非常にかたいところと、ラフなところと、ばらばらですので、まとめ切れなかっ
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たところがあります。 

 先生方にお話いただいて、御議論していただいたものは、毎回報告書という格好できちっとまとめて

いますので、それについてはまとめたものを、別途、27年度の研究会の報告書という形で出したいと思

います。暫定版の果実輸出ハンドブックについては、来年度、検討いただくための材料という位置づけ

です。 

○駒村座長 最後に言われた、実際の扱いとしては、報告書で、冊子体にはしないのですか。そこは、

経費の問題とか、いろいろ絡んでいるのかもしれませんけれども。ホームページに載せるとか。 

○事務局（藤定） 本当であれば、鈴木委員に総監修をお願いして、私たちがやるのだったら、こうい

うふうに書くのだと、直していただけると、使いやすいものになるのではと思います。 

 来年度、全体をまとめつつ、詰めていただいて、しっかりしたものにできればと思っています。 

○駒村座長 これがホームページに載るにしても、何か副題などあったほうが、何についての研究、議

論した報告書なのかというのが、わかるような形をとったほうが、少なくとも、効果的にはなると思う

のです。最終版ではないのなら、最終版ではないなりの書き方とか、多分あると思うのです。 

○長谷川委員 連携というのが、非常に重要なキーワードで出ていると思うのですが、連携のイメージ

がちょっとわかりにくいというか、なかなか難しい言葉だというのが正直なところです。例えば武田さ

んのお話にもあったように、共通にプロモーションをやるみたいな話であれば、わかりやすいのですが、

需給調整の話をやっていくみたいな話になると、途端に連携というイメージは、かなり厳しいものとし

て出てくるので、可能であれば、連携というものをかみ砕いていく必要があると思います。 

 まず１つは、連携して、いろいろな協議会をつくって、プロモーションをやったり、共通の課題に当

たりというような話を進めていくというのは、書いていく一方で、産地間競争を避けるための産地間調

整みたいな話となると、また、かなり違う組織になってくる話なので、それは残る課題として提出する

というようなそういう分けた感じの記述をしていくとよいのではないでしょうか。 

 例えばリンゴ産地が、どういう産地間協調して、需給調整をしていくという話になると、ほとんど想

像がつかない。もちろんどこかの産地が、市場を開発して、そこに乗っかっていくみたいな事例があれ

ば、そういうものを書いていくほうがいいと思います。 

○事務局（藤定） 全国ブドウ産地協議会は、甲州市が事務局を行っていてフルーツ山梨が、実行部隊

として動いている。国の補助で、調査の経費だとか、輸送実験だとか、実際の流通ができるような、い

わば出荷期間を延長できる品質を維持できる技術を開発して、開発した技術を協議会のみんなで使おう

というものですが、そこが産地間の調整をしているかというと、していない。こういう例をもとに、品

目別に協議会組織を立ち上げて、みかんの輸出のような事例にしていくのが、大事だという整理にして

はどうかと思います。 

○鈴木委員 みかんの場合には、一元輸出なので、特にカナダ向けのみかんは、一元輸出なので、それ

はそれとして、要は例えばリンゴあたりも、一元輸出ではないですから、青森の場合には、選果場単位

にそれぞれ輸出するという形になっているので、そこの間をどう強調していくかというのは、またこれ

は別問題ですから、そこの調整はなかなか難しいと思います。 

情報共有ぐらいの話しかできないと思います。 

○長谷川委員 姉妹JAみたいなのが、例えばみかんの産地と、リンゴの産地で、どちらかが開発した市

場に入っていくみたいなのは、あり得るという気はします。三ケ日だと、相馬村とか、姉妹JAです。あ
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るいはいわて中央だったら、えひめ南とかが姉妹JAだったりします。多品目と書いてありましたが、そ

ういうものだったら、あるという気がしなくもないです。 

○鈴木委員 相手国によって、要するに品目が違うので、現実の問題とすれば、なかなか難しいところ

はあると思うのです。国によっては、可能なところもあるかもしれないです。 

○徳田委員 日本でのやり方は、カナダへの輸出は、比較的、全体的に量とか、その向こう側のある程

度あるのですが、一方で、協調なんてありえないのです。向こうの取引も、相当個別になってきている

し、ゼスプリのように、その市場を支配しようというのなら、話は別ですが、それだけの能力もないの

に、非常に限られたところは、相当リーダー的にやっているのを協調というのは、最後破綻すると思う

のです。 

 基本的に共通基盤の物流とか、情報共有はありますが、そこから先は、今の例で言って、それぞれで

商売ちゃんとやれということだと思うので、それをどこかがやったって、売れるかという話で、多分ど

こか破綻するか、無責任になるか、どちらかだということです。 

○事務局（藤定） そうすると、共通基盤の物流だとか、例えば緩衝材だとか、品目ごとにそういうも

のはみんなで開発しようということですか。 

○徳田委員 そういうものはある程度、共通的に利用できているし、ロゴマークとかは、ある程度みん

なで利用しようということで、そこから先はもうビジネスで、余り一緒にやってというのはね。 

○長谷川委員 今回、ゼスプリと武田先生からお話いただいた、プロモーションを共通でやっていく。

特に一般対象向けのマスマーケティングとしてのプロモーションをやっていくことなどは、将来的には

必要なのかと、私は思います。 

○事務局（藤定） 言っておられた輸入業者と個別に連携すれば、輸入業者は、輸入のオファーがある

のだから、輸出ノウハウもある。そうすると、今までつながっていた輸入業者が、卸売市場だとか、販

売ルートと、今度は違う生産ルートとマッチングをすれば、逆流することも可能というのは、いかがな

のでしょうか。 

○徳田委員 輸入業者のそれも、またビジネスになってくるような気がするので、それに対してどうす

るのか。その輸入業者と商売とでやっている中で、直接にも産地のためではないので、そこまで輸入業

者側もやれと言ったら、組むかという気はします。ある産地をやりますと言って、それがだめになった

ときに、できなくなるような気がします。乗り越えられるほうが、はるかに業者は動きやすいので、名

前まで出てしまったら、きついのではないかと思います。 

○鈴木委員 リスクが大きいし、商社が商売にならないような気がするのです。 

○徳田委員 ちゃんと個々の産地と、輸入業者が結びつく必要がある。それをできる産地でなければだ

めだし、全面的に輸入業者に依存したら、それはそれですごいリスクを抱え込むので、自分もそれをち

ゃんと踏まえた中で、対等にできるようにしないといけない。 

○鈴木委員 産地も、もう要らない、売り先がなくなったというのが、一番困るわけですから、普通に

考えると、卸売市場をそこにどうかませるかということも、１つの考え方なのでしょうけれども、産地

として見れば、安定的に買ってくれる場所がないと、なかなか取り組めないです。あくまで一部の生産

量のうちの10％とか、そのぐらいの量であれば、何とかなるのでしょう。 

そうなってくると、産地が取り組むのか、産地はあくまでも卸売市場に出荷して、そこから先に輸出

になるの。もしくは農協として取り組むかぐらいしか、やりようがないのです。大量に輸出の量をこれ
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以上伸ばそうとすると、そこは産地にしてみれば、大分リスクは大きくなると思います。 

○武田社長 先ほど申し上げた、日本のインポーターの最近の動きは、今までは海外から輸入して、日

本市場に売るだけだったのですが、今はアメリカに別法人を中国に別法人をつくって、アメリカの生産

物を香港に直接売る。あるいは中国に直接輸出するという形で、単に日本市場に売りだけではなくて、

各産地をほかの国に売っていくという商売に向かっているのです。そういった中では、アジアの各国に

売り先は、既に当然あるわけです。そこに日本の果実ものっけてもらうということは、ありだと思うの

です。 

 具体的に、量的には、大きくなってないが、そういった日本のインポーターが、日本への輸入だけで

はなくて、海外の農産物、果実をアジア中心とした諸外国に売っていく、その中の１つが日本の果実と

いう見方もあると思います。そこは、確かに農協なのか、企業なのか、生産者団体なのか、そこが各イ

ンポーターと話さなければできないわけです。 

JETROがやるのはマッチングの場の提供だけです。 

○鈴木委員 例えば海外とのやりとりは、いろいろある。日本の産地から港まで、どうやって物を集め

て、どういう体制でルートをつくるか。組織体も含めて、そこが一番重要なのだろうと思います。そこ

から先は、日本の商社であろうが、海外のインポーターであろうが、それはいろいろあると思うのです。

産地体制も含めて、港までの流通機構というか、そこら辺の仕組みをどうつくるか。 

 あくまで中間報告みたいな形で、来年またやるわけですので、その辺を中心に、今年の課題というか、

あくまでそういったハンドブック的なものをつくるのであれば、それが終わってから、来年、しっかり

したものをつくって、今回は中間ですから、余り表に出さなくてもいいような気が、私はするのです。 

○岩元常務 今、最後に出ていたような話を、終わりのところに書き込んでということだと思います。

ですから、印刷するかもどうかもです。 

○駒村座長 輸出は実際には、一律ではなくて当然ですが、いろいろなパターンというか、いろいろな

動きが、より活発になると出てくる。そういう事例の調査というか、事例を把握して、それの中からほ

かに広げられれば、情報発信につなげられればという感じはします。それを今、そういうふうに書くと

なると、確かに長谷川さんが言うように、その分余り情報は少ないと思いますけれども、今、書き込む

というのは、難しいと思います。 

○長谷川委員 自分の分野で申しわけないのですが、やはりリンゴが台湾ばかりああやってうまくいっ

て、何でほかがうまくいかないだろうというのは、見ておかないといけないという気がする。香港は少

し増えていますが、台湾ばかりで、各論で言えば、中国は中国で、いろいろあって、韓国は生産国です

し、ベトナムはこれからだしとか、うまくいったところと、うまくいっていないところの差が非常にあ

ります。もちろん売り先を広げる努力はずっとやっていて、ただ、うまくいかない。 

 リンゴのように、もともと成功事例を持っているところで、うまくいかないということは、ほかの品

目にも示唆をするところが多いと思います。成功した台湾では例えば商系は向こうの輸入業者と組んで、

高級品を中心に売っている一方で、農協レベルでは向こうのスーパーと中玉とかを紹介することもあっ

て、商売の層の厚みが出ているので、そのようなうまくいった分と、うまくいっていない部分を、仕分

けして、うまくいっていない部分に関しては、課題として、抑えておくことも必要だと思います。 

○駒村座長 それでは、丁寧な素案の修正もあり、変えるところがあるかと思いますが、事務局のほう

に、また、意見を寄せていくということで、その後に今後のこともまた、考えていくということにして、
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本日の議論は一応以上で、取りまとめに向けてということでは、終わりにしたいと思いますが、よろし

いですか。 

 それでは、最後になりますが、黒木副理事長から、一言、御挨拶いただければと思います。 

○黒木副理事長 本日は、長時間にわたりまして、本当にありがとうございました。 

 今、座長から、お話がありましたように、いずれにしても、取りまとめというのでしょうか、そうい

うものをやるにしても、まだ早いというような感じはします。まず中間的なものをつくっていくという

感じもしています。また、いろいろ御意見を賜りながら、進めていきたいと、このように感じています。 

 本日は、どうもありがとうございました。先生方には、来年度もよろしくお願いいたします。 

○駒村座長 それでは、以上で終わりにします。どうもありがとうございました。 
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